
第

条

日
本
体
育
大
学
授
業
料
等
納
付
規
定

授
業
料
は
学
部
、
選
科
及
研
究
科
に
於
て
左

の
通
り
と
す
る

分
納
す
る
も
或
は
前
期
に
全
額
を
納
入
す
る
も
随
意
と
す
る

部

科期

学

部

選

科

研

究

科

自
四
月

一

日前期至九月三十日

五
〇
〇
〇
円

三
〇
〇
〇
円

五
入
○
○
円

自
十
月

一

日後期至三月三十一日

五
〇
〇
〇
円

三
〇
〇
〇
円

五
入
○
○
円

計

一

〇
、

○

○

○

円

六
〇
〇
〇
円

=

六
〇
〇
円

第 第 第

四 三 二

条 条 条

授
業
料
は
毎
学
期
始
業
後

一
週
間
以
内
に
納
入
す
る
こ
と

入
学
検
定
料
は
各
学
科
を
通
じ
て
金
千
円
と
す
る

入
学
金
は
各
学
科
を
通
じ
て
金
参
千
円
と
す
る
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第

五

条

既
納

の
授
業
料
、
検
定
料
及
入
学
金
等
は
如
何
な
る
理
由
が
あ

つ
て
も
之
を
返
付
し
な
い
。

第

六

条

学
生

で
あ

っ
て
退
学
し
、
除
籍
さ
れ
、
又
は
放
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
期

の
授
業
料
は
之
を
徴
牧
す
る
。

〔「大
学
設
置
認
可
綴
」
(昭
和
二
十
四
年
三
月
)〕

八
四

日
本
体
育
大
学
学
則

(現
行
)(

昭
和
24
年
3
月
25
日

制

定

昭
和
50
年
4
月
1
日

全
部
改
正

平
成
2
年
3
月
28
日

最
近
改
正
)

第

-

章

総

則

第

1

節

目

的

第
1
条

本
学
は
、
教
育
基
本
法

の
規
定
す
る
教
育
の
目
的
と
方
針
に
の
つ
と
り
広
く
知
識
を
授
け
、
深
く
保
健
体
育
に
関
す
る

学
術
と
実
際
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
練
磨
し
も

つ
て
教
養
高
き
人
材
を
育
成
し
、
併
せ
て

国
民
の
健
康
と
体
育
文
化

の
向
上
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第

2

節

構

成

第
2
条

本
学
に
大
学
院
及
び
体
育
学
部
を
置
く
。

2

大
学
院
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
3
条

本
学
に
体
育
専
攻
科
を
置
く
。

2

体
育
専
攻
科
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第

4
条

本
学
に
図
書
館
を
置
く
。

2

図
書
館
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
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第
5
条

本
学
に
体
育
研
究
所
を
置
く
。

2

体
育
研
究
所
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
6
条

本
学
に
ス
ポ
ー

ツ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

2

ス
ポ
ー
ツ
ト

レ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
6
条
の
2

本
学
に
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

2

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第

3

節

職
員
組
織
及
び
職
務

第

7
条

本
学
の
職
員
組
織
は
、
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
、
職
員
の
職
務

に
関
し
て
は
、
学
校
教

育
法
そ
の
他
法
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

2345678131211109

学
長
は
、
校
務
を
掌
り
、
所
属
職
員
を
統
督
す
る
。

学
部
長
は
、
学
部
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

学
生
部
長
は
、
学
生
部
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

図
書
館
長
は
、
図
書
館
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

体
育
研
究
所
長
は
、
体
育
研
究
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

ス
ポ
ー

ツ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、

ス
ポ
ー
ツ
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項
を
掌
理
す
る
。

教
授
は
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

助
教
授
は
、
教
授

の
職
務
を
助
け
、
授
業
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

講
師
は
、
教
授
又
は
助
教
授
に
準
じ
る
職
務

に
従
事
す
る
。

助
手
は
、
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
職
務
を
助
け
る
。

事
務
職
員
は
、
教
務
、
庶
務
、
経
理
等

の
事
務
に
従
事
す
る
。
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1514

 

第

8

条234

第

9

条2

技
術
職
員
は
、
技
術
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

非
常
勤
職
員
は
、
委
嘱
さ
れ
た
職
務
に
従
事
す
る
。

第

4

節

教
授
会

・
運
営
協
議
会

・
委
員
会

本
学
に
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
教
授
会
を
置
く
。

教
授
会
は
教
授
、
助
教
授
及
び
専
任
講
師
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

教
授
会
は
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

 

そ
の
他
、

本
学
に
運
営
協
議
会
を
お
く
。

運
営
協
議
会
の
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

学
部
、
学
科
及
び
研
究
施
設

の
設
置
、
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
課
程
、
授
業
及
び
試
験
等
に
関
す
る
こ
と
。

学
生

の
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

学
生
の
入
学
、
退
学
、
転
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

学
長
候
補
者
選
考
委
員
の
互
選
に
関
す
る
こ
と
。

学
則
並
び
に
諸
規
程
に
関
す
る
こ
と
。

本
学
教
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

本
学

の
予
算
概
算
に
関
す
る
こ
と
。

学
生
の
補
導
及
び
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

学
生

の
表
彰
及
び
懲
罰
に
関
す
る
こ
と
。

各
種
委
員
会
委
貝
等
の
選
出
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
教
学
に
関
す
る
重
要
な
事
項

教
授
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。
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第
10
条

本
学
に
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

各
委
員
会
に
関
す
る
規
定
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第

2

章

学

事

第

1

節

学
科
、
学
生
定
員
、
授
業
科
目
及
び
履
修
方
法

第
11
条

体
育
学
部
に
次
の
学
科
を
設
け
る
。

ω

体
育
学
科

②

健
康
学
科

㈲

武
道
学
科

ω

社
会
体
育
学
科

第
12
条

本
学

の
学
生
定
貝
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

体
育
学
科

入
学
定
員

5
7
0
人

総
定
貝

2
、
2
8
0
人

健
康
学
科

同

上

1
2
0
人

同

上

4
8
0
人

武
道
学
科

同

上

1
2
0
人

同

上

4
8
0
人

社
会
体
育
学
科

同

上

1
2
0
人

同

上

4
8
0
人

第
13
条

本
学

の
教
育
課
程
は
、

一
般
教
育
科
目
、
外
国
語
科
目
、
専
門
教
育
科
目
及
び
教
職
に
関
す

る
専
門
科
目
と
す
る
。

第
14
条

学
生
は
、
在
学
中
に
次
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω

一
般
教
育
科
目

2
4
単
位
以
上

②

外
国
語
科
目

8
単
位
以
上

㈹

専
門
教
育
科
目

9
2
単
位
以
上

(保
健
体
育
科
目
を
含
む
。
)

合

計

1
2
4
単
位
以
上

第
15
条

教
育
職
員
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
前
条

の
単
位
の
履
修
に
あ
た
り
、
教
育
職
員
免

許
法

(昭
和
24
年
法
律
第
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1
4
7
号
)
及
び
教
育
職
貝
免
許
法
施
行
規
則

(昭
和
29
年
文
部
省
令
第
26
号
)
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

本
学
の
各
学
科
に
お
い
て
取
得

で
き
る
資
格
及
び
免
許

の
種
類
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

学
科

体
育
学
科

健
康
学
科

武
道
学
科

社
会
体
育
学
科

体
育
専
攻
科

取
得
で
き
る
資
格
及
び
免
許

高
等
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

一
種
免
許
状

専
修
免
許
状

専
修
免
許
状

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

(保
健
体
育
)

養
護
教
諭

一
種
免
許
状

履
修
し

第
16
条

各
学
科
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
別
表
1
の
と
お
り
と
す
る
。

第
17
条

授
業
科
目
に
対
す
る
単
位
数
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
算
出
す
る
。

ω

講
義
に
つ
い
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
1
時
間
の
講
義

に
対
し
て
、
教
室
外
に
お
け
る
2
時
間
の
準
備

の
た
め
の

学
修
を
必
要
と
す
る
も

の
と
し
、
毎
週
1
時
間
15
週

の
講
義
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。

②

演
習
に
つ
い
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
2
時
間

の
演
習
に
対
し
て
、
教
室
外
に
お
け
る
1
時
間
の
準
備

の
た
め
の

学
修
を
必
要
と
す
る
も

の
と
し
、
毎
週
2
時
間
15
週

の
演
習
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。

㈹

体
育
実
技
、
実
験
、
実
習
、
教
育
実
習
等
の
授
業
に

つ
い
て
は
、
毎
週
3
時
間
15
週
の
実
技
、
実
験
又
は
実
習
を
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も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。

第
18
条

授
業
科
目
を
履
修
し
た
者
に
対
し
て
は
、
試
験
又
は
、
研
究
報
告
に
よ
り
修
得
を
認
定
す
る
。
単
位

の
修
得
及
び
試
験

等
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
18
条
の
2

大
学
が
教
育
上
有
益
と
認
め
た
と
き
は
、
他
の
大
学
、
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
学
生

に
当
該
大
学
又
は
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
又
は
外
国

の
大
学
に
留
学
す
る
こ
と
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
履
修
し
た
授
業
科
目
に

つ
い
て
修
得
し
た
単
位
は
、
30
単
位
を
限
度
と
し

て
、
教
授
会
の
議
を
経

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
19
条

履
修
科
目
に
関
す
る
試
験
は
、
毎
学
期
末
又
は
毎
年
度
末

に
行
う
。

2

試
験
の
成
績
は
、
A

・
B

・
C

・
D
の
4
種
の
評
語
を
も

つ
て
表
わ
し
、
A

・
B

・
C
を
合
格

と
す
る
。

第

2

節

修
業
年
限
、
卒
業
及
び
学
士
号

第
20
条

本
学
の
修
業
年
限
は
4
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
在
学
期
間
は
、
8
年
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

第
21
条

本
学
に
4
年
以
上
在
学
し
、
定
め
ら
れ
た
授
業
科
目
及
び
単
位
数
を
履
修
し
た
者
に

つ
い
て
は
学
長
が
卒
業
を
認
定
し
、

卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

2

編
入
学
者

の
卒
業
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
22
条

卒
業
者
に
は
、
体
育
学
士
の
称
号
を
授
け
る
。

第

3

節

学
年
、
学
期
及
び
休
業
日

第
23
条

学
年
は
4
月
1
日
に
始
ま
り
、
翌
年
3
月
31
日
に
終
る
。

第
24
条

学
年
は
、
次
の
2
学
期
と
す
る
。

前
学
期

4
月
1
日
よ
り
9
月
30
日
ま
で

後
学
期

10
月
1
日
よ
り
翌
年
3
月
31
日
ま
で

第
25
条

学
年
中
の
定
期
休
業
日
を
次

の
と
お
り
と
す
る
。
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国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(昭
和
23
年
法
律
第
1
7
8
号
)
に
規
定
す
る
休
日

日
曜
日

開
学
記
念
日

9
月
20
日

春
季
休
業

3
月
10
日
か
ら
4
月
5
日
ま
で

夏
季
休
業

7
月
1
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

冬
季
休
業

12
月
23
日
か
ら
翌
年
1
月
7
日
ま
で

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
学
長
は
臨
時
に
休
業
日
を
設
け
又
は
休
業
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

4

節

入
学
、
休
学
、
退
学
、
転
学
科
、
転
学
、
編
入
学
及
び
除
籍

第
26
条

入
学

の
時
期
は
、
毎
学
年
の
始
め
よ
り
30
日
以
内
と
す
る
。

第
27
条

入
学
資
格
者
は
、
学
校
教
育
法
第

56
条
及
び
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
69
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ω

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

②

通
常
の
課
程
に
よ
る
12
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

㈹

通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
、

こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

ω

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
12
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
大
臣
の
指
定

し
た
者

㈲

文
部
大
臣
が
高
等
学
校

の
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
有
す
る
も

の
と
し
て
指
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程

を
修
了
し
た
者

㈲

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

ω

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
に
よ
り
文
部
大
臣
の
行
う
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者

㈲

そ

の
他
本
学
に
お
い
て
、
相
当

の
年
齢
に
達
し
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
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者

第
28
条

入
学
者
は
、
入
学
志
願
者
に

つ
い
て
、
学
力
試
験
及
び
健
康
診
断
そ
の
他
の
結
果
に
よ
り
教
授

会
で
選
考

の
上
、
学
長

が
許
可
す
る
。

第
29
条

次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

①

退
学
し
た
者
で
更
に
同

一
の
学
部

に
入
学
を
志
願
す
る
者

②

他

の
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
た
者

第
30
条

一
度
退
学
し
た
者
が
再
入
学
を
願

い
出
た
場
合
は
、
審
査
の
上
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ

る
。

2

転
学
科
を
願
い
出
た
場
合
は
、
審
査
の
上
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
31
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
別
に
定
め
る
書
式

に
よ
り
、
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
理
由
な
く
し
て
宣
誓
を
し

な

い
者
は
入
学
を
取
り
消
す
。

第
32
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
正
副
2
名
の
保
証
人
を
定
め
、
本
学
の
指
定
す
る
期
間
内
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

保
証
人
は
学
生
の
在
学
中

一
切
の
事
項
に
つ
い
て
責
任
を
持

つ
も
の
と
す
る
。

3

保
証
人
の
う
ち
、
正
保
証
人
は
父
母
又
は
成
年
の
親
族
、
副
保
証
人
は
本
学
所
在
地

(近
接
を
含
む
。
)
に
居
住
す
る
者

と
し
、

い
ず
れ
も
独
立
の
生
計
を
営
む
者
と
す
る
。

4

保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
、
転
居
し
た
と
き
は
直
ち
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
33
条

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
、
引
き
続
き
2
か
月
以
上
就
学

が
で
き
な
い
と
き
は
、
理
由
を
具
し
て
学
長

に
願

い
出
て
、
許
可
を
得
て
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
疾
病
に
よ
り
休
学
す
る
と
き
は
医
師

の
診
断
書
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

2

伝
染
性
の
疾
病
又
は
精
神
障
害
の
た
め
、
就
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
に
は
、

一
定
期
間
休
学
を

命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
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3

休
学
期
間
は
、
そ
の
学
年
末
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
引
続
き
休
学
を
願

い
出
る
こ
と

が
で
き
る
。

4

休
学
期
間
は
、
通
算
し
て
4
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

5

休
学
期
間
は
、
第
20
条

の
在
学
期
間
に
は
算
入
し
な
い
。

6

休
学
期
間
満
了
の
と
き
又
は
休
学
期
間
内
で
あ
つ
て
も
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
学
長

の
許
可
を
得
て
復
学
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
34
条

退
学
を
希
望
す
る
者
は
、
そ

の
理
由
を
具
し
て
学
長
に
願

い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
35
条

他

の
大
学
か
ら
本
学
に
転
学
を
志
願
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
収
容
力
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
理
由
及
び
学
力

等
を
審
査
の
上
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

転
学
願
書
に
は
、
現
に
在
学
す
る
大
学

の
学
長
の
承
認
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
36
条

編
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
を
準
用
し
、
編
入
学

の
資
格
は
、
大
学
、
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学

校
を
卒
業
し
た
者
と
す
る
。

2

転
入
学
及
び
編
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者

の
既
修
得
単
位
の
取
扱

い
及
び
在
学
期
間
の
通
算
等

の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
。

第
37
条

本
学
か
ら
他
の
大
学

へ
転
学
を
希
望
す
る
者
は
、
本
学
学
長

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
38
条

次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
学
長
が
除
籍
す
る
。

D第(4)(3)(2)(

授
業
料
そ
の
他
諸
納
入
金
を
納
入
し
な

い
で
、
納
入
期
限
後
30
日
に
及
ぶ
者

第
20
条
に
定
め
る
在
学
年
限
を
超
え
た
者

第
33
条
第
4
項

に
定
め
る
休
学
期
間
を
超
え
て
な
お
就
学

で
き
な

い
者

死
亡
又
は
行
方
不
明
の
者

5

節

入
学
検
定
料
、
入
学
金
、
授
業
料
及
び
そ
の
他
の
学
費
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第
39
条

入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
願
書
に
添
え
て
入
学
検
定
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

転
学
、
再
入
学
及
び
編
入
学
す
る
者
に
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
40
条

入
学
者
は
入
学
金
、
授
業
料
、
施
設
設
備
費
、
実
習
費
そ
の
他
の
学
費
を
、
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
納
入
し
な
く
て

は
な
ら
な

い
。
納
入
し
な

い
者
は
、
入
学
を
許
可
し
な

い
。

2

転
学
、
再
入
学
及
び
編
入
学
す
る
者
に
は
、
前
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
41
条

授
業
料
は
、
次
の
2
期
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
期

4
月
1
日
か
ら
同
30
日
ま
で

後
期

10
月
1
日
か
ら
同
31
日
ま
で

2

転
学
、
再
入
学
及
び
編
入
学
し
た
者
の
授
業
料
は
、
そ
の
者
と
該
当
年
次
の
在
学
生
と
同
額
と
す
る
。

第
42
条

学
生
は
、
所
定
の
学
費
を
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
43
条

入
学
検
定
料
、
入
学
金
、
施
設
設
備
費
及
び
授
業
料
は
、
別
表
2
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第

44
条

転
学
、
退
学
及
び
除
籍
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
在
学
し
て
い
た
学
期
ま
で
の
授
業
料
を
徴

収
す
る
。

第

45
条

停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
の
停
学
期
間
中
の
授
業
料
は
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
。

第
46
条

既
納
の
入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ

つ
て
も
還
付
し
な
い
。

第
47
条

休
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
授
業
料
は
、
休
学
学
期
の
翌
学
期
か
ら
免
除
す
る
。

第

6

節

選
科
生
、
聴
講
生
、
委
託
生
、
研
究
生
及
び
外
国
人
学
生

第
48
条

本
学
学
部
所
定

の
授
業
料
目
中
1
科
目
又
は
数
科
目

の
選
修
を
願

い
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

学
生
の
学
習
を
妨
げ
な

い
場
合
に
限
り
、
選
科
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

選
科
生

の
入
学
資
格
は
、
第
27
条
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

そ
の
他
選
科
生
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
定
め
る
。

第
49
条

本
学
学
部
所
定
の
授
業
科
目
中
1
科
目
又
は
、
数
科
目
を
選
ん
で
聴
講
を
願

い
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
学
力
選
考

の
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上
、
学
生

の
学
習
を
妨
げ
な
い
限
り
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

聴
講
生
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。

第
49
条

の
2

他

の
大
学
、
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学

の
学
生
で
、
本
学

の
特
定

の
授
業
料
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
志
願
す
る

者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
特
別
聴
講
生
と
し
て
受
入
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

第
50
条

教
育
委
員
会
、
学
校
そ
の
他
の
公
共
機
関
か
ら
委
託
が
あ
る
場
合
は
、
学
力
、
経
歴
を
選
考

の
上
、
委
託
生
と
し
て
入

学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

委
託
生
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。

第
51
条

本
学
学
生
以
外

の
者

で
、
本
学
に
お
い
て
研
究
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
選
考

の
上
、
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許

可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

研
究
生
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。

第

52
条

第
27
条
各
号
の

一
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
外
国
人
の
入
学
志
願
者
で
あ

つ
て
、
外
国
公
館
又

は
、
本
邦
在
外
公
館

の

紹
介

の
あ
る
者
は
、
選
考
の
上
、
1
学
年
10
名
以
内
に
お
い
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

2

そ
の
他
外
国
大
学
生
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
定
め
る
。

第

7

節

賞

罰

第
53
条

善
行
の
あ

つ
た
者
、
学
業
そ
の
他
の
活
動
に
お
い
て
、
優
秀
な
成
績
を
挙
げ
た
者
に
対
し
て
は
、
教
授
会

の
議
を
経
て
、

学
長
が
こ
れ
を
表
彰
す
る
。

第
54
条

本
学
学
則
に
違
反
し
、
学
生

の
本
分
に
惇
る
行
為
が
あ

つ
た
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
教
授

会
の
議
を
経
て
学
長
が

こ
れ
を
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
は
、
退
学
、
停
学
及
び
訓
告
の
3
種
と
す
る
。

3

前
項
の
退
学
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
学
生
に
対
し
て
行
な
う
。

ω

性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
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②

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

㈹

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
な
ら
な

い
者

ω

大
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

第
55
条

学
生
団
体
の
活
動
が
本
学
の
使
命
に
反
す
る
と
認
め
た
場
合
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長

が
そ
の
団
体
の
活
動

の

停
止
又
は
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第

8

節

学

生

寮

第
56
条

本
学
に
学
生
寮
を
附
設
す
る
。

2

学
生
寮

に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第

9

節

改

正

第

57
条

学
則

の
改
正
は
、
教
授
会
の
議
を
経
る
も

の
と
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
50
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

昭
和
48
年
度
以
前
に
入
学
し
た
者
に
対
す
る
授
業
料
目
及
び
単
位
数
は
、
第
14
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

3

昭
和
49
年
度
以
前
に
入
学
し
た
者
の
授
業
料
は
、
第
43
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和

51
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
51
年
5
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則

-

教

育

課

程

の
変

更

に

つ

い
て

は

、

昭

和

53

年

3
月

24

日

か

ら

施

行

し

、

昭

和

52
年

4

月

1

日

か

ら

適

用

す

る
。

2

こ

の
改

正

は

、

昭

和

53
年

4

月

1

日

か

ら

施

行

す

る
。

附

則

こ

の
改

正

は

、

昭

和

54

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
改

正

は

、

昭

和

54

年

6

月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

55

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

55

年

7
月

23

日

か

ら

施

行

し

、

昭

和

55
年

4

月

1

日

か

ら

適

用

す

る
。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

56

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

57

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

教

育

課

程

の
変

更

に

つ

い

て

は
、

昭

和

57
年

12
月

8

日

か

ら

施

行

し

、

昭

和

54

年

4
月

1

日

以

降

入

学

し

た
者

か
ら

適

用

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

58

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則
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こ

の
学

則

は

、

昭

和

60

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

61

年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

74
年

度

ま

で

の
間

の
入

学

定

員

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る
。

第
12
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

社 武 健 体
学

△
ム

道 康 育
体

育
学 学 学

学

科
科 科 科 科

入

学

定

1 1 1 7

6 2 6 5

0 0 0 0

人 人 人 人 員

 

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
63
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

た
だ
し
、
入
学
検
定
料
、
授
業
料
及
び
施

設
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
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区
の 分 野 人 文 の 分 野

分

歴 社 経 日 芸 文 心 倫 哲 国
授

本
術 証ロロ 業

史 会 済 国 計 笠 理 理

憲

日 表 科

楽 目

学 学 学 法
)学 学 学 学 現

必
2 22

修 単

222 122222
選

択
位

自 数

由

6

単 卒
単

業
位 位

要
以

数 件
上

備

考

こ

の
学

則

は
、

平

成

2

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

別
表
1

授
業
科
目
及
び
単
位
数

1

一
般
教
育
科
目

(4
学
科
共
通
)
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区

分

授

業

科

目

単
一

位

一

数

卒

業

要

件

備

考

2

外
国
語
科
目

(4
学
科
共
通
)

総合科目 自 然 の 分 野 社 会

A
口

総 総 生 統 初 応 生 社 情

AA口 口 計 等 用 △
酉 報

計 計 科 科 計 化 調 統 物 計 福

目 目
数査 計 科祉

III 学 法 学 学 学 学 学

8 22 22 2

り
D

O
22 82222

122

0

2 2 6 6

4

単 単 単 単

位 位 位 位

以 以 以 以

上 上 上 上
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区

分

授

業

科

目

単
一

位

一

数

卒

業

要

件

備

考

3

共
通
専
門
教
育
科
目

a

講

義

(4
学
科
共
通
)

外 国 語 科 目

中 仏 独 独 独 独 英 英 英 英 英

計

国 語 語 語 語 語 語 語 語 語

語 語432154321

必
8 2222

修

選

択

-⊥

4
2222222

自

由

8

単
単

位 位

以
数

上
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必

修

選

択

自

由

単

位

数

解

剖

生

理

学

2

運

動

生

理

学

2

目

キ

ネ

シ

オ

ロ

ジ

i

2

科

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

論

2

育教

発

育

発

達

論栄養学(食品学を含む)

22

門

体

育

心

理

学

2

専るす

衛

生

学救急看護スポーツ医学(マッサージ概論を含む)

222

関に

体

育

原

理体育史体育社会学

222

科

体

育

経

営

管

理

学

2

教

体

育

測

定

評

価

2

学
校
保
健
(
小
児
保
健を含む)

2
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区
科 目

分

ダ 水 体 体 陸 陸 器 器
授

上 上 械 械
ン 業

操 操 競 競 運 運

ス 科
技 技 動 動

目
1泳IIIIIIIII

0000000 必
● ● ● ● ● ● ●

5555555 修 単

0 選
● 位
5 択

自 数

由

単 卒

業
位

要

数 件

備

考

b

実

技 計

精 生 コ 学
涯1

糠 チ 校

保 ↓ ン安

概 グ
健 論 論 全

4

0
2222

4
0

単

位
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ダ

ン

ス

H

0

・

ε
0

ダ

ン

ス

皿

0

・

艮」

バ

レ

ー

ボ

ー

ル

0

・

に0

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

0

・

=」

育

ハ

ン

ド

ボ

ー

ル

0

・

5

サ

ッ

カ

ー

0

・

=」

教

ラ

グ

ビ

ー柔道

0

・

民
」0・に」

剣

道

0

・

だ
0

門

相

撲レスリング

nU

・

=」

0

・

民」

ソ

フ

ト
ボ

ー
ル
・

野

球

A
U

・

【O

専

軟

式

テ

ニ

ス

0

・

に」

卓

球

0
・

5

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

0

・

=」

ロ

ー

オ

ー
ガ

ナ

イ

ズ

ドスポーツ

0

.

震」

計

民」

・

にり

ρU

・

に」

9

・

5

単

位

以

上
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区

分

授

業

科

目

単

位

数

卒

業

要

件単位数

備

考

必

修

選

択

自

由

目科育教門専

保
健・

体
育
学
実
験
法運動処方実習コンピュータ実習海浜実習キャンプ実習演習1演習2卒業研究

10・

511223

1

計

-⊥

0
。

民
」

1

1

0
・

5

単

位

C

実
験

・
実
習
等
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区

分

授

業

科

目

単

位

数

卒

業

要

件単位数

要
修
得単位数

備

考

必

修

選

択

自

由

目科職教

教

育

原

理保健科教育法保育科教育法人権教育計

22228

8

単

位

学

習

指

導

論教育心理学特別活動の研究生活指導論道徳教育の研究教育実習計

22223219
σ

合

計

8

1
9
Q

8

単

位

以

上

2
1

単
位

d

教
職
に
関
す
る
専
門
教
育
科
目

(4
学
科
共
通
)
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4

学
科
ご
と
の
専
門
教
育
科
目

a

体
育
学
科

区

分

授

業

斗

目

単

位

数

卒

業

要

件

不

備

考

必

修

選

択

自

由

単

位

数

体

育

学

概

論

2

学

校

体

育

概

論

2

野

外

教

育

概

論

2

目

学

校

経

営

論学校保健体育特論1

22

学
校
保
健
体
育
特
論
H

2

学
校
保
健
体
育
特
論
m

2

ス

ポ

ー

ツ

科

学

論

2

競
技
ス
ポ
ー
ツ

方
法
論

2

ス

ポ

ー

ツ

行

政

2

科

ス

ポ

ー

ツ

マ

ネ

ー

ジ

メント論

2

専
攻
身
体
運
動
演
習
1

2

専
攻
身
体
運
動
演
習
H

2
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育教

企

業

経

営

管

理

論

2

市

場

調

査

論

2

ス

ポ

ー

ツ

サ

ー
ビ

ス

論

2

計

0σ

り乙

1

4

単

位

以

上

水

泳

指

導

実

習

1

ス

キ

i

指

導

実

習

1

ス

ケ
ー

ト

指

導
実
習

1

ゴ

ル

フ

指

導

実

習

1

教

材

指

導

実

習

1

競
技
力
向
上
指
導
実
習

1

グ

ル

ー

プ

レ

ク

リ
エ

ーション指導実習

1

テ
ー
ピ
ン
グ
指
導
実
習

1

計

8

4

単

位

以

上

体

操

研

究

1

器

械

運

動

研

究

1

陸

上

競

技

研

究

1

水

泳

研

究

1

ダ

ン

ス

研

究

1

バ

レ

ー

ボ

ー

ル

研

究

1
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ア ト ト ゴ 専 専 レ 相 剣 柔 ス ロ ソ バ 卓 軟 ラ サ ハ 究 バ

ン
ド

ボ
ー

ル
研
究

ッ

カ

ー

研

究

グ

ビ

ー

研

究

式

テ

ニ

ス

研

究

球

研

究

ド

ミ

ン
ト

ン
研
究

フ
ト

ボ
ー

ル
研
究

i
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
ド

ポ
ー
ツ
研
究

道

研

究

道

研

究

撲

研

究

ス

リ

ン
グ

研

究

攻

実

技

研

究

-

攻

実

技

研

究

H

ル

フ

研

究

レ
ー

ニ
ン
グ

研
究

ラ

ン
ポ
リ

ン
研
究

ー
チ

ェ
リ

ー

研
究

ス

ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
研

1111221111111111111
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区

分

健 予 公 健
授

康 防 衆 康
業

教 衛 管

育 医 生 理
科

目

学 学 学 学

必
2222 単

修

選
位

択

自
数

由

単 卒

業
位

要

数 件

備

考

b

健
康
学
科

硬

式

テ
ニ

ス

研

究

1

エ

ア

ロ

ビ

ク

ス

研

究

1

ボ

デ

ィ
コ

ン

デ

ィ

シ
ョニング研究

1

計

り0

0

6

単

位

以

上

公

衆

衛

生

学

2

計

2

合

計

7-

0

2

2
4

単

位

以

上
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教 育 科 目

免

疫

学

2

リ
ハ

ビ

リ

テ

ー

シ
ョ

ン

2

安

全

教

育

2

運

動

生

化

学

2

衛
生
・

公
衆
衛
生
学
実験実習

2

労

働

生

理

2

労

働

衛

生

2

労

働

関

係

法

令

2

計

り4

4

2
4
単
位

学

校

保

健

H

2

※

養

護

教

科

科

目

〔

譲
諭
の
職
務

〕

看

護

学

1

2

※

養

護

教
科

科

目

看

護

学

2

2

※

養

護

教

科

科

目

看

護

学

実

習

6

※

養

護

教

科

科

目

健

康

確

保

論

2

健
康
測
定
学
及
び
実
習

3

健
康
運
動
学
及
び
実
習

3
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門

臨
床
ス
ポ
ー
ツ
学
及
び実習

3

野
外
活
動
論
及
び
実
習

3

ス

ポ

ー

ツ

行

政

2

ス

キ

ー

指

導

実

習

1

ス

ケ
ー

ト

指
導

実
習

1

学

校

経

営

論

2

学
校
保
健
体
育
特
論
1

2

学
校
保
健
体
育
特
論
H

2

専

学
校
保
健
体
育
特
論
m

2

計

90

8

棚職教護養

教

育

課

程

論臨床心理学養護実習計

2248

合

計

9白

4

4
ハ0

2
4

単

位
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区

分

授

業

斗

目

単

位

数

卒

業

要

件

篇

禾

イ

考

必

修

選

択

自

由

単

位

数

武

道

学

概

論

2

武

道

史

概

説

2

古
典
・

古
武

道

研

究

2

武

道

倫

理

2

武
道
学
特
論
1
(
柔
道)

2

目

武
道
学
特
論
H
(
剣
道)

2

武
道
学
特
論
m
(
相
撲)

2

柔

道

史

2

柔

道

指

導

論

2

柔

道

技

術

論

2

柔

道

特

論

1

2

科

剣

道

史

2

剣

道

指

導

論

2

剣

道

技

術

論

2

剣

道

特

論

1

2

C

武
道
学
科
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教 育

空 相 相 相 相 剣 剣 剣 剣 柔 柔 柔 柔 相 相 相 相

手
撲 撲 撲

計 撲 撲 撲 撲 道 道 道 道 道 道 道 道 計 特 技 指 撲

研
論 術 導

究 IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII 1論 論 史

8

1
1

2
111111111111

3

0
2222

革
位
以
上

1

8

単

位

以

上
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少

林

寺

拳

法

研

究

1

門

合

気

道

研

究

な

ぎ

な

た

研

究

1

計

4

2

単

位

以

上

ス

キ

ー

指

導

実

習

1

ス
ケ

ー

ト
指

導

実
習

1

公

衆

衛

生

学

2

ス

ポ

ー

ツ

行

政

2

学

校

経

営

論

2

専

学
校
保
健
体
育
特
論
1

2

学
校
保
健
体
育
特
論
H

2

学
校
保
健
体
育
特
論
m

2

計

-⊥

4

合

計

8

4
ハ
0

可⊥

4

2
4

単

位

以

上
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区

分

授

業

斗

目

単

位

数

卒

業

要

件

不

備

考

必

修

選

択

自

由

単

位

数

社

会

教

育
の

基

礎

4

社

会

教

育

計

画

4

目

社

会

教

育

特

講

1

4

社

会

教

育

特

講

11

4

社

会

教

育

特

講

m

4

運

動

処

方

論

2

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

2

ア

ス

レ

テ

ィ
ッ

ク

リ
ハビリテーション

2

ス

ポ

ー

ツ

と

栄

養

2

科

ス

ポ

ー

ツ

行

政

2

企

業

経

営

管

理

論

2

労

働

関

係

法

規

2

市

場

調

査

論

2

エ

コ

ロ

ジ

i

概

論

2

d

社
会
体
育
学
科
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育教

現

代

余

暇

論

2

観

光
行

政
・

財
政

論

2

レ

ジ

ャ

ー

産

業

論

2

野

外

活

動

論

2

社

会

教

育

演

習(実習を含む)

4

ス
ポ
ー
ツ
&
ウ
ェ

ル
ネス演習(実習を含む)

4

ア

ウ

ト

ド

ア

&

リ

ゾ

ート演習(実習を含む)

4

計

4

4
り4

-
⊥

り乙

2
0

単

位

以

上

エ

ア

ロ

ビ

ク

ス

ー

0

・

【0

エ

ア

ロ

ビ

ク

ス

H

0

・

「0

セ

ラ

ビ
ュ

ー

テ

ィ

ッ

クレクリェーション

}

0

・

=」

ウ

エ

ル

ネ

ス

実

技

0

・

5

ゴ

ル

フ

0

・

τ
0

ア

ー

チ

ェ

リ

ー

0

・

「D

ソ

フ

ト

ボ

ー
ル
・

野

球

0

・

だ
0

硬

式

テ

ニ

ス

0

・

τ
0
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0
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リ
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民
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フ
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ス
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野

外

活
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実

技

0

・

〔
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テ
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ン

グ

0

・

匿」

ア

ウ

ト

ド

ア
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リ

ゾ

ート実技

0
・

5

計

7

3

単

位

以

上

水

泳

0

・

只」

学

外

集

中

キ

ャ

ン

プ

0

・

「0

学

外

集

中

ゴ

ル

フ

0

・

=」

学

外

集

中

ス

キ

i

0

・

に
」

学

外

集

中

ス

ケ

ー

ト

0

。

=」

学

外

集

中

計

2
・

5

1

単

位

以

上

公

衆

衛

生

学

2

学

校

経

営

論

2

学
校
保
健
体
育
特
論
1

2

学
校
保
健
体
育
特
論
H

2

学
校
保
健
体
育
特
論
m

2
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A口

計

計

4

5

1
o

5

2 1

2 0

2

4

単

位

以

上

注

履
修
方
法
は
別
に
定
め
る
。

別
表
2

実 日 教 授 入

業
体

験 育 料
△
ム

後 前

実 館 充 学

建

習 実
…几
亟

費 費 費 期 期 金

3 2 2 2

9 1 1 6 6 5

2 0 0 5 5 0
、 、 、 、 、 、

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円

 

入

学

検

{疋

料

2

5

、

0

0

0

円
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注

1234

日
体
会
館
建
設
費
は
入
学
時

の
み
納
入
す
る
。

実
験
実
習
費
は
3
年
以
降
5
7
、
0
0
0
円
納
入
す
る
。

3
年
次
以
降

の
実
験
実
習
費

の
う
ち
の
野
外
実
習
費

(選
択
分
)

本
表
は
平
成
2
年
以
降
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
す
る
。

は
別
途
徴
収
す
る
。〔

「学
校
法
人

日
本
体
育
会
規

程
類
集

」〕

八
五

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
学
則

(昭
和
二
十
入
年
三
月
二
十
三
日
認
可
)

第第

二

第

三

第

四

第

一
章

総

則

條

本
学
は
教
育
基
本
法
の
規
定
す
る
教
育
の

一
般
目
的
と
方
法
に
則
り
、
体
育
に
関
す
る
理
論
及
実
際
を
教
授
研
究

す
る
と
共
に
知
的
道
徳
的
教
養
を
授
け
、
以
て
優
れ
た
女
子
体
育
指
導
者
を
育
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

條

本
学

の
第

一
学
年
に
入
学
さ
せ
る
定
員
は
左
の
通
り
と
す
る
。

体
育
科

六
〇
名

第
二
章

通

則

第

一
節

学
年
学
期
及
び
休
日

マ

マ

條

学
年
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
り
、
た
の
二
学
期
に
分
け
る
。

前
学
期

自
四
月

一
日

至
九
月
三
十
日

後
学
期

自
十
月

一
日

至
翌
年
三
月
三
十

一
日

條

学
年
中
の
休
業
日
は
左

の
通
り
と
す
る
。

祝
祭
日

日
曜
日

本
学
記
念
日

春
季
休
業
日

自

三
月
二
十
日

至
四
月
十
日

一1667一



第

五

第

六

第

七

第

八

夏
季
休
業
日

自

七
月
十

一
日

至
九
月
十
日

冬
季
休
業
日

自
十
二
月
二
十
五
日

至
翌
年

一
月
八
日

第
二
牌即

教
授
△
瓜

條

本
学
に
教
授
会
を
置
く
。

教
授
会
は
本
学
の
教
授
を
以
て
組
織
す
る
。

必
要
あ
る
と
き
助
教
授
及
び
そ
の
他

の
職
員
を
列
席
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

教
授
会
は
学
長
又
は
教
授
の
三
分

の

一
以
上
の
要
求
が
あ

つ
た
と
き
学
長
が
之
を
招
集

し
て
そ
の
議
長
と
な
る
。

條

教
授
会
は
左
の
事
項
を
審
議
す
る
。

一
、

学
科
課
程
及
び
学
科
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
、

学
生
の
資
格
認
定
及
び
そ
の
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

三
、

教
職
員
の
進
退
に
関
す
る
こ
と
。

四
、

文
部
大
臣
又
は
学
長
の
諮
問
し
た
こ
と
。

五
、

そ
の
他
の
重
大
な
こ
と
。

第
三
節

入
学
及
び
入
学
資
格

條

本
学
の
入
学
期
は
学
年
の
始
め
か
ら
三
十
日
以
内
と
す
る
。

條

本
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
者
は
左
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
。

二
、

十
二
年
以
上
の
通
常

の
課
程
に
よ
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
。

三
、

通
常

の
課
程
以
外

の
課
程

(例
え
ば
通
信
教
育
)
に
よ
り
前
項
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

四
、

外
国
に
お

い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年

の
課
程
を
修
了
し
た
者

五
、

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

一1668一



第

九

第

十

第

十

一

六
、

其

の
他
本
学
に
お
い
て
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
四
節

休
学
、
退
学
、
除
籍

條

入
学
志
願
者
は
、
入
学
願
書
、
履
歴
書
及
び
入
学
に
必
要
で
あ
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

入
学
に
必
要
で
あ
る
書
類
は
左

の
通
り

一
、

出
身
学
校
長
の
推
薦
書
、
人
物
考
査
書
、
卒
業
成
績
証
明
書

二
、

身
体
検
査
書

條

願
書

に
は
検
定
料

(別
に
規
定
す
る
)
を
添
付
す
る
こ
と
。

條

願
出
に
依
り
退
学
し
た
も

の
が
再
入
学
を
志
望
す
る
と
き
は
、
詮
議

の
上
原
級
若
し
く
は
そ
れ
以
下
に
入
学
を
許

可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第

十

二

條

第

十

三

條

第

十

四

條

第

十

五

條

第

十

六

條

第

十

七

條

入
学
を
許
さ
れ
た
者
は
保
証
人
二
人
を
定
め
、
本
学
規
定
の
書
式
に
依
り
在
学
保
証
書
を
差
出
す
こ
と
。

保
証
人
は
尊
属
親
及
び
本
学
所
在
地
又
は
そ
の
近
接
府
県
居
住
者
で
独
立
の
生
計
を
営
む
者
と
す
る
。

保
証
人
に
異
動

(変
更
、
死
亡
、
転
居
改
姓
等
)

の
あ

つ
た
と
き
は
直
ち
に
届
け
出
る
こ
と
。

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
入
学
金

(別
に
規
定
す
る
)
を
納
付
す
る
こ
と
。

疾
病
其

の
他
己
む
を
得
な
い
事
故
に
依
り
欠
席
す
る
者
は
本
人
よ
り
届
け
出
る
こ
と
。

欠
席
が
引
き
続
き
七
日
以
上
に
亘
る
と
き
は
理
由
を
詳
記
し
保
証
人
連
署
を
以
て
届
け
出

る
こ
と
。

欠
席
届
は

一
週
間
以
内
に
差
出
す

こ
と
。

病
気
欠
席
の
場
合
は
病
名
を
記
入
し
、
之
れ
が
為

一
週
間
を
超
え
る
場
合
は
医
師
の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

疾
病
其

の
他
己
む
を
得
な

い
事
故
が
あ
る
と
き
は

一
年
以
内
休
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

休
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
連
署
を
以
て
願
出
る
こ
と
。

但
し
疾
病
に
依
り
休
学
す
る
者
は
、
医
師

の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

休
学
中
の
授
業
料
、
其
の
他

の
納
金
は
、
之
れ
を
納
付
す
る
こ
と
。
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第

十

八

條

授
業
料
其
の
他

の
納
金
未
納
者
は
完
納
ま
で
登
校
停
止
を
命
ず

る
こ
と
が
あ
る
。

第

十

九

條

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
事
由
を
記
し
、
保
証
人
連
署
を
以
て
願
出
る
こ
と
。

第

二

十

條

左

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
学
籍
を
除
く

一
、

操
行
不
良

で
、
改
俊

の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者

二
、

学
力
劣
等

で
、
成
業

の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者

三
、

正
当
な
事
由
な
く
引
き
続
き
ー
ヶ
月
以
上
欠
席
し
た
者

又
は
出
席
が
常
に
定
ま
ら
な

い
者

四
、

授
業
料
其

の
他
規
定

の
納
金
を
納
付
し
な

い
で
定
期
日
后
三
十
日
以
上
に
及
ぶ
者

第
三
章

学

科

第

一
節

在
学
年
限
及
び
学
科
課
程

第
二
十

一
條

本
学
の
在
学
年
限
は
二
ヶ
年
以
上
と
す
る
。

但
し
四
ヶ
年
を
超
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

第
二
十
二
條

学
生
は
左
の
標
準
に
よ
り
授
業
科
目
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
科
課
程
及
び
軍
位
数

　
般
教
育
科
目
及
び
其
の
軍
位
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外国

証

音 日 倫 哲

鉾
口口 楽 学 学 学
(

英
)

六
四 四

(

必
修
と
す

二 二

る
)

経 法 社
学
(

含
済 日 会本

国
憲

学 迭 学

二 二

二

生 数 統

物 計

学 学 学

四

二 二

 

専
門
教
育
科
目
及
び
其

の
軍
位

基

礎

科

学

体

育

学

科

体

育

実

習

教

職

課

程

科

目

斗

目

軍

位

斗

目

軍

位

斗

目

軍

位

斗

目

軍

位

不

必
須

選
択

不

必
須

選
択

矛

必
須

選
択

手

必
須

選
択

解
剖
及
生
理
学

二

体

育
原
理

二

体

操

二

教

育
原

理

三

同

実

験

実

習

一

体

育
管
理

二

競

技

二

教
科
教
育
法

三

学
校
保
健
管
理

二

体
育
心
理
学

二

球

技

二

教
育
心
理
学

三

個
人
及
公
衆
衛
生

二

体
育
方
法
学

二

レ

ク

リ
ェ

ー

シ
ョ

ン

一

青
年
心
理
学

三

運

動

衛

生

学

二

ダ

ン

ス

二

教

育
実

習

三

救急

処
置
看
ゴ
法

二

同

実

験

実

習

一

卒

業

論

文

(

四

軍

位)
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第
二
十
三
條

授
業
科
目
の
軍
位
は
左
の
基
準
に
よ
り
算
出
す
る
。

一
、

講
義

は
毎
週

一
時
間
十
五
週
間
の
講
義
を
以
て

一
軍
位
と
す
る
。

二
、

化
学
、
機
械
等
の
実
験
及
び
体
育
実
習
は
毎
週
三
時
間
十
五
週
間
の
実
習
を
以
て

一
軍
位
と
す
る
。



第
二
十
四
條

第
二
十
五
條

第
二
十
六
條

第
二
十
七
條

第
二
十
八
條

第
二
十
九
條

第

三

十

條

第
三
十

一
條

第
三
十
二
條

一
般
教
育
科
目
中
各
系
列
の
関
係
科
目
に
わ
た

つ
て
そ
れ
ぞ
れ
四
軍
位
以
上
合
計
十
二
軍

位
以
上
を
取
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

外
国
語
は
四
軍
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

専
門
教
育
科
目
中
各
部
門
の
関
係
科
目
に
わ
た
つ
て
六
軍
位
以
上
合
計
二
十
四
軍
位
以
上
を
取
得
且

つ
本
学
規
定

に
よ
り
設
置
し
た
科
目
わ
た
つ
て
合
計
十
八
軍
位

(
一
般
体
育
二
軍
位
を
含
む
)
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

最
終
年
度
に
杢
業
論
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
杢
業
論
文
は
四
軍
位
と
し
専
門
科
目

の
軍
位
に
加
算
す

る教
員
を
志
望
す
る
者
は
別
に
教
職
課
程
科
目
に
つ
い
て
十
五
軍
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

授
業
科
目
の
修
了
は
試
験
に
よ
り
之
れ
を
認
定
す
る
。

第
二
節

試

験

学
生
は
必
修
科
目
及
び
其

の
選
択
し
た
学
科
目
の
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

年
度
域
は
学
期
の
終
わ
り
に
お

い
て
各

々
其
の
履
修
科
目
に
つ
き
試
験
を
行
う
。

追
試
験
は
学
生
の
願
出
に
依
り
之
を
行
う

こ
と
が
あ
る
。

試
験
は
各
学
科
目
に
つ
い
て
合
格
、
不
合
格
を
決
定
す
る
。

実
験
実
習
に
つ
い
て
は
平
素
の
成
績
を
以
て
定
め
る
こ
と
が
あ
る
。

最
終
年
度
に
杢
業
論
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論
文
の
題
目
は
予
め
指
導
教
官

の
承
認
を
受
け
、
指
導
教
官
を
経
て
提
出
す
る
こ
と
。

試
験
に
合
格
出
来
な
い
も
の
は
全
部
合
格
に
い
た
る
ま
で
在
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

但
し
四
ヶ
年
を
こ
え
る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
四
ヶ
年
以
上
に
わ
た
る
者
は
除
籍
す
る
。

第
一二
牌即

聴
識
…生
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第
三
十
三
條

本
学
所
定

の
学
科
目
中

一
科
目
、
又
は
教
科
目
の
聴
講
を
願
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
学
力

の
詮
衡
の
上
、
支
障
の

な

い
限
り
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
四
條

聴
講
期
間
は

一
ヶ
年
以
内
と
す
る
。
但
し
事
情
に
依
り
更
に
継
続
聴
講
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
五
條

聴
講
を
修
了
し
た
者

に
対
し
て
は
聴
講
証
明
書
を
授
与
す
る
。

第
三
十
六
條

聴
講
料
は
学
科
授
業
料
と
同
額

で
入
学
と
同
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

第
三
十
七
條

聴
講
生
に
対
し
て
は
試
験
を
行
わ
な

い
。

第
三
十
八
條

聴
講
生
の
入
寮
は
許
可
し
な
い
。

第
三
十
九
條

聴
講
生
に
関
し
特
に
規
定
あ
る
も
の
の
他
は
本
学

一
般

の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
章

服

装

第

四

十

條

学
生
の
服
装
は
、
総
て
本
学
所
定
の
服
装
規
定
に
依
る
。

第
五
章

賞

罰

第
四
十

一
條

善
行
の
者
、
学
業

の
優
秀
な
者
及
び
功
労
顯
著
な
者
等
に
対
し
て
は
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ

る
。

第
四
十
二
條

学
則
に
違
背
し
風
紀
を
紫
し
、
学
生
の
本
分
に
惇
る
行
為
が
あ

つ
た
と
認
め
た
者
に
対
し

て
は
、
懲
戒
を
加
え
る

こ
と
が
あ
る
。

懲
戒
は
、
戒
筋
、
停
学
、
放
学

の
三
種
と
す
る
。

第
六
章

入
寮
及
び
退
寮

第
四
十
三
條

学
生
は
第

一
学
年
中
成
る
べ
く
入
寮
す
る
こ
と
。

第
四
十
四
條

卒
業
し
た
者
、
除
籍
又
は
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
同
時
に
退
寮
さ
せ
る
。

第
七
章

外
国
人
特
別
学
生

第
四
十
五
條

第
八
條
の
資
格
を
有
し
な
い
外
国
人
の
入
学
志
願
者
で
あ

つ
て
、
外
国
公
館
又
は
本
邦
在
外
公
館
の
紹
介
あ
る
者

は
、
本
邦
高
等
学
校
杢
業
程
度
に
依
り
詮
衡
の
上
定
員
外
と
し
て

一
学
年
十
名
以
内
を
限

り

一
学
年
に
入
学
を
許
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第
四
十
六
條

第
四
十
七
條

第
四
十
入
條

第
四
十
九
條

第

五

十

條

第

條

第 第 第

四 三 二

條 條 條

可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

特
別
学
生
で
あ

つ
て
其
の
成
績
特
に
優
秀
な
者
は
検
定
の
上
本
科
に
編
入
す
る
こ
と
が
あ

る
。

特
別
学
生
で
あ

つ
て
所
定

の
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
修
業
証
書
を
授
与
す
る
。

特
別
学
生
に
関
し
特
に
規
定

の
あ
る
も

の
の
他
は
、
本
学

一
般
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

本
学
則
施
行
に
関
す
る
細
則
は
別
に
之
れ
を
定
め
る
。

本
学
則
は
昭
和
二
十
入
年
四
月

一
日
か
ら
之
れ
を
施
行
す
る
。

別
途
に
規
定
す
べ
き
も

の

一
、

授
業
料
等
納
付
規
定

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
授
業
料
等
納
付
規
定

授
業
料
は
左
の
通
り
と
す
る
。

二
期
に
分
納
す
る
も
或
は
前
期
に
全
額
を
納
付
す
る
も
随
意
と
す
る
。

自
四
月

一
日

∵
嬰∴

罷
∵

ー

至
三
月
三
十

一
日

授
業
料
は
毎
学
期
始
業
後

一
週
間
以
内
に
納
付
す
る
こ
と
。

入
学
検
定
料
は
三
、
○
○
○
円
と
す
る
。

入
学
金
は
五
、
○
○
○
円
と
す
る
。
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第

五

條

既
納

の
授
業
料
、
検
定
料
及
入
学
金
等
は
如
何
な
る
理
由
が
あ

つ
て
も
之
れ
を
返
付
し
な

い
。

第

六

條

学
生
で
あ

つ
て
退
学
し
、
除
籍
さ
れ
、
又
は
放
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
其
の
期

の
授
業
料
は
之
れ
を
徴
牧
す
る
。

〔「日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
設
置
認
可
申
請
書
」
(昭
和
二
十
七
年
十
月
)〕

八
六

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
学
則

(現
行
)

(
昭
和
28
年
3
月
23
日

制

定

昭
和
50
年
4
月
1
日

全
部
改
正

平
成
2
年
3
月
28
日

最
近
改
正
)

第

1

章

総

則

(目
的
及
び
使
命
)

第
1
条

本
学
は
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
高
等
学
校
教
育
の
基
礎

の
上
に
主
と
し
て
体
育

学
及
び
幼
児
教
育
に
関
す
る
実
際
的
な
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
教
養
あ
る
社
会
人
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

第

2

章

学
科

・
学
生
定
員
及
び
修
業
年
限

(学
科
及
び
学
生
定
貝
)

第
2
条

本
学
に
お
い
て
設
置
す
る
学
科
及
び
そ
の
学
生
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(学
科
)

(入
学
定
員
)

(総
定
貝
)

体
育
科

1
0
0
人

2
0
0
人

保
育
科

5
0
人

1
0
0
人

(修
学
年
限
及
び
在
学
期
間
)
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第
3
条

本
学
の
修
学
年
限
は
2
年
と
す
る
。

2

学
生
は
、
4
年
を
こ
え
て
在
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第

3

章

学
年

・
学
期
及
び
休
業
日

(学
年
)

第
4
条

学
年
は
、
4
月
1
日
に
始
ま
り
、
翌
年
3
月
31
日
に
終
る
。

(学
期
)

第

5
条

学
年
を
分
け
て
次
の
2
期
と
す
る
。

前
期

4
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で

後
期

10
月

1
日
か
ら
翌
年
3
月
31
日
ま
で

(休
業
日
)

第
6
条

本
学
に
お
け
る
休
業
日
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日

日
曜
日

開
学
記
念
日
は
9
月
20
日

春
季
休
業
は
3
月
10
日
か
ら
4
月
5
日
ま
で

夏
季
休
業
は
7
月
1
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

冬
季
休
業
は
12
月
23
日
か
ら
翌
年
1
月
7
日
ま
で

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
長
は
臨
時

に
休
業
日
を
設
け
、
又
は
休
業
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(授
業
日
数
)

第
7
条

授
業
日
数
は
、
試
験
等
の
日
時
を
含
め
、
年
間
35
週
に
わ
た
り
2
1
0
日
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第

4

章

教
育
課
程
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(開
設
授
業
科
目
及
び
そ
の
単
位
数
)

第
8
条

本
学
に
お
い
て
開
設
す
る

一
般
教
育
科
目
、
外
国
語
科
目
、
保
健
体
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目

及
び
そ
の
単
位
数
は
別
表
1
の
と
お
り
と
す
る
。

第
9
条

前
条
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
教
育
職
員
免
許
状
を
取
得
す
る
者

の
た
め
教
職
に
関
す
る
専
門
科
目
を
お
く
。

2

前
項
に
よ
る
教
職
に
関
す
る
専
門
科
目
は
別
表
1
の
と
お
り
と
す
る
。

第

5

章

履
修

の
方
法
、
学
習
の
評
価
、
課
程
修
了

の
認
定
及
び
卒
業

(履
修
の
方
法
)

第
10
条

本
学
に
お

い
て
開
設
す
る
授
業
科
目
は
こ
れ
を
必
修
及
び
選
択
科
目
と
し
、
履
修

の
方
法
に

つ
い
て
は
本
学
則
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
学
長
が
別
に
定
め
る
。

(履
修
す

べ
き
科
目

の
登
録
)

第
11
条

学
生
は
、
毎
学
年
度
の
当
初
に
当
該
年
度

に
お
い
て
履
修
す
べ
き
授
業
科
目
を
登
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

2

学
生
は
、
前
項
に
よ
り
登
録
し
た
授
業
科
目
以
外

の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
又
は
単
位
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

(単
位
取
得
の
認
定
)

第
12
条

各
授
業
科
目
の
履
修
を
終
了
し
た
者
に
は
認
定
の
う
え
単
位
を
与
え
る
。

2

単
位
取
得

の
認
定
の
方
法
は
、
試
験
、
論
文
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
も

の
と
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
各
授
業
科

目
の
担
当
者
が
こ
れ
を
定
め
る
。

(他
の
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
)

第
12
条
の
2

本
学
が
教
育
上
有
益
と
認
め
た
と
き
は
、
他
の
短
期
大
学
又
は
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
学
生
に
当
該
短
期
大

学
又
は
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
は
、
15
単
位
を
限
度
と
し
て
、
教
授
会
の
議
を
経

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(試
験
等

の
時
期
)

第
13
条

試
験
等
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
学
期
末
又
は
学
年
末
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
授
業
科
目
の
担
当
者
が
必
要
と
認
め
た

と
き
は
臨
時
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

(試
験
等

の
受
験
資
格
)

第
!4
条

当
該
授
業
科
目
の
履
修
に
つ
い
て
年
度
当
初

に
登
録
し
て
い
な

い
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

(再
試
験

・
追
試
験
)

第
15
条

病
気
等
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
試
験
等
を
受
験
で
き
な
か
つ
た
と
教
授
会
が
認
め
た
者
は
再
試
験
又
は
追
試
験

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(学
習

の
評
価
)

第
16
条

試
験
等
の
評
価
は
A

・
B

・
C

・
D
を
も
つ
て
表
わ
し
、
C
以
上
を
合
格
と
す
る
。

(単
位

の
計
算
方
法
)

第
17
条

各
授
業
科
目
に
対
す
る
単
位
の
計
算
方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω

講
義
に
つ
い
て
は
、
1
時
間
の
講
義
に
対
し
教
室
外
に
お
け
る
2
時
間
の
準
備
又
は
学
習
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
考

慮
し
、
毎
週
1
時
間
15
週
の
講
義
を
も
つ
て
1
単
位
と
す
る
。

②

演
習
に
つ
い
て
は
、
2
時
間
の
演
習
に
対
し
教
室
外
に
お
け
る
1
時
間
の
準
備
又
は
学
習
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
考

慮
し
、
毎
週
2
時
間
15
週
の
演
習
を
も
つ
て
1
単
位
と
す
る
。

㈹

実
験
実
習
又
は
実
技
に

つ
い
て
は
、
学
習
を
全
て
実
験
室
又
は
実
習
室
等
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
、
毎
週
3
時
間
15
週

の
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。

(卒
業
の
要
件
)

第
18
条

本
学
を
卒
業
す
る
た
め
に
は
、
2
年
以
上
在
学
し
、
次
の
各
号

に
よ
り
、
62
単
位
以
上
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω

一
般
教
育
科
目

人
文
、
社
会
及
び
自
然

の
三
分
野
に
わ
た
り
10
単
位
以
上
、
総
合
科
目

2
単
位
以
上
、
計
12
単
位
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以
上

②

外
国
語
科
目

2
単
位
以
上

㈹

保
健
体
育
科
目

保
育
科

講
義
及
び
実
技
2
単
位
以
上

ω

専
門
教
育
科
目

体
育
科
48
単
位
以
上

(保
健
体
育
科
目
を
含
む
。
)
保
育
科
46
単
位
以
上

(資
格
の
取
得
)

第
19
条

教
育
職
員
免
許
状
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
卒
業
の
要
件
を
充
足
し
、
か

つ
教
育
職
員
免
許
法
及
び

同
法
施
行
規
則
に
定
め
る
科
目
及
び
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

本
学

の
各
学
科
に
お
い
て
取
得
で
き
る
資
格
及
び
免
許
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
科

取
得

で
き
る
資
格
及
び
免
許

体
育
科

中
学
校
二
種
免
許
状

(保
健
体
育
)

保
育
科

幼
稚
園
教
諭
二
種
免
許
状

(課
程
終
了
の
認
定
及
び
卒
業
)

第
20
条

本
学

に
2
年
以
上
在
学
し
、
所
定

の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
を
修
得
し
た
者

に
つ
い
て
は
、
教
授
会

の
議
を
経
て
、
学

長
が
卒
業
を
認
定
す
る
。

2

学
長
は
、
卒
業
を
認
定
し
た
者

に
対
し
て
、
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第

6

章

入
学

・
退
学

・
転
学
及
び
休
学

(入
学

の
時
期
)

第
21
条

入
学
の
時
期
は
毎
学
年
の
始
め
と
す
る
。

(入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
)

第
22
条

本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
し
、
か

つ
、
本
学

に
お

い
て
実
施
す
る
入
学
者
選
抜

試
験
に
合
格
し
た
女
子
と
す
る
。
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ω

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

②

通
常
の
課
程
に
よ
る
12
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

(通
常

の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ

り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校

教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。)

㈹

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
12
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

㈲

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

㈲

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程

(昭
和
26
年
文
部
省
令
第
13
号
)
に
よ
り
文
部
大
臣
の
行
な
う

大
学
入
学
資
格
検
定
に
合

格
し
た
者

(入
学
検
定
料
)

第
23
条

本
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
本
学
所
定

の
書
類
に
入
学
検
定
料
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
検
定
料
は
別
表
2
の
と
お
り
と
す
る
。

3

提
出

の
時
期
、
方
法
、
同
時
に
提
出
す
べ
き
書
類
等
に
つ
い
て
は
学
長
が
別
に
定
め
る
。

(再
入
学
)

第
24
条

願

い
に
よ
り
本
学
を
退
学
し
た
者

が
、
退
学
後
2
年
以
内
に
再
入
学
を
希
望
す
る
と
き
は
選
考

の
う
え
入
学
を
許
可
す

る
こ
と
が
あ
る
。

2

こ
の
場
合
、
退
学
前
に
取
得
し
た
単
位

の
全
部
又
は

一
部
を
す
で
に
取
得
し
た
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
認
定
は
教
授
会

の
議
を
経
て
学
長
が
行
な
う
。

(編
入
学

・
転
入
学
)

第
25
条

本
学
に
編
入
学
又
は
転
入
学
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
選
考

の
う
え
入
学
を
許
可
す
る

こ
と
が
あ
る
。

(入
学
に
関
す
る
手
続
)

第
26
条

本
学
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
の
期
間
内
に
入
学
金
そ
の
他
の
学
納
金
及
び
本
学

の
指
定
す
る
書
類
を
提
出
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

前
項
の
手
続
き
を
怠

つ
た
者
に
は
入
学
を
許
可
し
な
い
。

(保
証
人
)

第
27
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
正
副
2
名
の
保
証
人
を
定
め
、
本
学
の
指
定
す
る
期
間
内
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
28
条

保
証
人
は
学
生
の
在
学
中
の

一
切
の
事
項
に
つ
い
て
責
任
を
持

つ
も
の
と
す
る
。

第
29
条

保
証
人
の
う
ち
、
正
保
証
人
は
父
母
又
は
成
年
の
親
族
、
副
保
証
入
は
本
学
所
在
地

(近
接
を
含
む
。
)
に
居
住
す
る
者

と
し
、

い
ず
れ
も
独
立
の
生
計
を
営
む
者
と
す
る
。

第
30
条

保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
転
居
し
た
と
き
は
直
ち
に
届
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(退
学
)

第
31
条

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
詳
記
し
、
正
副
保
証
人
連
署
の
う
え
学
長
に
願

い
出

、
そ
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(転
学
)

第
32
条

他
の
大
学
等

へ
の
転
学
を
希
望
す
る
者
は
、
正
副
保
証
人
連
署

の
う
え
学
長
に
願
い
出
、
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(休
学
)

第
33
条

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
2
カ
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
者
は
、
保
証
人
連
署
の
う
え
休
学

を
願

い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項

の
休
学
の
う
ち
疾
病
に
よ
る
場
合
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(休
学
の
期
間
)

第
34
条

休
学

の
期
間
は
1
年
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
別

の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
あ

つ
て
は
引

続
き
さ
ら
に
1
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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2

休
学
の
期
間
は
、
在
学
年
数
に
通
算
し
な

い
。

(復
学
)

第
35
条

休
学
期
間
満
了
の
と
き
又
は
休
学
期
間
内
で
あ

つ
て
も
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
学
長

の
許
可
を
得
て
復
学
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(除
籍
)

第
36
条

次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
教
授
会

の
議
を
経
て
学
長
が
除
籍
す
る
。

ω

第
3
条
第
2
項
に
規
定
す
る
在
学
年
限
を
超
え
た
者

②

死
亡
又
は
行
方
不
明
の
者

第

7

章

授
業
料

・
入
学
金
そ
の
他
の
費
用

(入
学
金
)

第
37
条

入
学
金
は
入
学
手
続
き
の
際
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

入
学
金
は
別
表
2
の
と
お
り
と
す
る
。

3

入
学
金

の
納
入
時
期
、
納
入
方
法
等
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

(授
業
料
)

第
38
条

授
業
料
は
、
前
期
及
び
後
期
に
分
け
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

授
業
料
は
別
表
2
の
と
お
り
と
す
る
。

3

授
業
料
の
納
入
時
期
、
納
入
方
法
等
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

4

本
学
に
お
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
月
割

分
納
又
は
延
納
を
認
め

る
こ
と
が
あ
る
。

(退
学
等
の
場
合
の
授
業
料
)

第
39
条

退
学
若
し
く
は
転
学
し
た
者
、
除
籍
さ
れ
た
者
、
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
又
は
停
学
中
の
者
は
当
該
期
の
授
業
料
全
額
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を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(休
学

の
場
合
の
授
業
料
)

第
40
条

休
学
を
許
可
さ
れ
た
者

の
授
業
料
は
、
休
学
学
期
の
翌
学
期
か
ら
免
除
す
る
。

(そ
の
他
の
費
用
)

第
41
条

入
学
金
、
授
業
料
の
ほ
か
、
施
設
設
備
費
、
実
験
実
習
費
そ
の
他
教
育
に
必
要
な
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
施
設
設
備
費
は
別
表
2
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
他
の
納
入
金

の
種
類
、
金
額
納
入
に
必
要
な
手
続
等

に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

(授
業
料
等
納
入
金
の
不
還
付
)

第
42
条

既
納

の
授
業
料
納
入
金
は
理
由

の
如
何
を
問
わ
ず
還
付
し
な
い
。

第

8

土早

教
職
員
組
　織

(教
職
員
)

第

43
条

本
学
に
、
学
長
、
副
学
長
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
、
事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
そ
の
他

の
職
員
を
お
く
。

(教
職
員
の
職
務
)

第

44
条

教
職
員
の
職
務
は
学
校
教
育
法
及
び
法
人
の
組
織
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第

9

章

教
授
会

第

45
条23

本
学
に
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
教
授
会
を
置
く
。

教
授
会
は
教
授
、
助
教
授
及
び
専
任
講
師
を
も

つ
て
構
成
す
る
。

教
授
会
は
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

ω

科
及
び
研
究
施
設

の
設
置
、
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

②

教
育
課
程
、
授
業
及
び
試
験
等

に
関
す
る
こ
と
。

㈹

学
生

の
定
員
に
関
す
る
こ
と
。
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4

第

(聴
講
生
)

第
46
条

本
学
に
お
い
て
開
設
す
る
授
業
科
目
の
う
ち
、
1
科
目
又
は
数
科
目
を
選
ん
で
聴
講
を
希
望
す

る
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
科
目
の
授
業
に
支
障
が
な

い
限
り
に
お
い
て
、
選
考

の
う
え
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す

る
こ
と
が
あ
る
。

2

聴
講
料
は
当
該
科
目
を
受
講
す
る
当
初
に

一
括
し
て
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

3

聴
講
料
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

4

聴
講
生
で
当
該
科
目
の
試
験
を
受
け
た
い
者
は
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
希
望
者
に
は
当
該
科

目
の
修
了
証
明
書
を
交

付
す
る
。

5

聴
講
生
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

(特
別
聴
講
学
生
)

第
46
条

の
2

他
の
短
期
大
学
又
は
大
学
の
学
生
で
、
本
学

の
特
定
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き

ω

学
生
の
入
学
、
退
学
、
転
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

㈲

学
長
候
補
者
選
考
委
員

の
互
選
に
関
す
る
こ
と
。

⑥

学
則
並
び
に
諸
規
程
に
関
す
る
こ
と
。

の

本
学
教
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

㈹

本
学

の
予
算
概
算
に
関
す
る
こ
と
。

⑧

学
生

の
補
導
及
び
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

⑩

学
生

の
表
彰
及
び
懲
罰
に
関
す
る
こ
と
。

各
種
委
貝
会
委
員
等
の
選
出
に
関
す
る
こ
と
。

⑫

そ
の
他
教
学
に
関
す
る
重
要
な
事
項
。

そ
の
他
、
教
授
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

10

章

聴
講
生
及
び
外
国
人
学
生
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は
、
当
該
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(外
国
人
学
生
)

第
47
条

外
国
人
で
本
学
に
入
学
を
希
望
す
る
者
は
選
考

の
う
え
入
学
を
許
可
す
る
。

2

外
国
人
学
生
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

第

11

章

賞

罰

(表
彰
)

第
48
条

学
生
と
し
て
表
彰
に
価
す
る
行
為
が
あ

つ
た
と
き
は
、
学
長
は
教
授
会

の
議
を
経
て
表
彰
す
る
。

(罰
則
)

第
49
条

本
学

の
学
則
に
違
反
し
、
ま
た
本
学
の
学
生
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
が
あ

つ
た
と
き
は
、
学
長
は
教
授
会
の
議
を
経

て
懲
戒
す
る
。

2

前
項
の
懲
戒
は
退
学
、
停
学
及
び
訓
告
と
す
る
。

3

前
項
の
退
学
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
学
生
に
対
し
て
行
な
う
。

α

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者

②

学
力
劣
等
で
成
業

の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

㈹

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

ω

大
学

の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

第

12

章

公
開
講
座

(公
開
講
座

の
開
設
)

第

50
条

本
学
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
開
講
座
を
設
け
る
こ
と
が
あ
る
。

第

13

章

図
書
館

(図
書
館
)
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第
51
条

本
学
に
図
書
館
を
置
く
。

2

図
書
館
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

第

14

章

学
生
寮

(寄
宿
舎
)

第

52
条

本
学
に
学
生
寮
を
置
く
。

2

学
生
寮
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

(そ
の
他
の
厚
生
補
導
施
設
)

第
53
条

本
学
に
厚
生
補
導
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
学
生
相
談
所
、
診
療
室
、
食
堂
等
を
置
く
。

2

学
生
相
談
所
等
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
が
あ
る
と
き
は
別
に
定
め
る
。

(改
正
)

第
54
条

学
則
の
改
正
は
教
授
会

の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
50
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

昭
和
48
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
に
対
す
る
授
業
科
目
及
び
そ
の
単
位
数
は
、
第
8
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お

従
前
の
例

に
よ
る
。

3

昭
和
49
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生

の
授
業
料
は
、
第
38
条
第
2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

4

昭
和
28
年
4
月
1
日
施
行
の
日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
学
則
は
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
53
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則

こ

の
改

正

は
、

昭
和

54

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

55

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は

、

昭

和

56

年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

57

年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭
和

58

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

59

年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る

。

の
規

定

に

か

か

わ

ら

ず

次

の
と

お

り

と

す

る
。

た
だ
し
、
昭
和
59
年
度
か
ら
60
年
度

に
お

い
て
総
定
員
は
、
第
2
条

一1687一

年
度

6059

年 年

度 度

学
科

体

21 育
06

00

人 人
科

保

1 育
08

00

人 人
科

 

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

61

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。



社会の分野 人文の分野 区 分

社 社 経 日 文 心 倫 国
授

会 本 韮
口口 業

福 会 済 国 理 理

祉 憲
表 科

目

学 学 学 法 学 学 学 現

必
2 2 単

修

選
位

222 222 数
択

単 卒

業
位

要

数 件

備

考

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
63
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
1

授

業

科

1

一
般
教
育
科
目

た
だ
し
、
入
学
検
定
料
、
授
業
料
及
び
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
平
成

目

及

単

位

数
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英 英
授

業

計
≡…五 ≡…五
ロロ ロロ

科

21
目

必
2 2 単

修
位

選
2 2 数

択

2 単 卒

業
以 位

要

上 数 件

備

考

2

外
国
語
科
目

(2
科
共
通
)

総合
自然の分野

科 目

総 初 応 生 歴

計 合 等 用

科 統 物 史

目 計 数

1 学 学 学 学

8 2 2

-⊥

8
22 2

1 1

2 2

以 以

上 上
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3

保
健
体
育
科
目

(保
育
科

の
み
)

保 保

健 健

体 体
計

育 育

実 講

技 義

3 12

3

る の 体。講 育

義 科
2に

単 つ
位 い'て

実 は
技'

1専
単 門
位 教
を 育
あ 科
て 目

一1690一



分

授

業

科

目

単

位

数

卒

業

要

件

区

必

修

選

択

単

位

数

備

考

解

剖

生

理

学

2

目

キ

ネ

シ

オ

ロ

ジ

ー

2

体

育

心

理

学

2

衛

生

学

2

(
公
衆
衛
生
学
を
含

む
)

精

神

保

健

2

科

救

急

看

護

2

体

育

原

理

2

体

育

社

会

学

2

体

育

経

営

管

理

学

2

学

校

保

健

2

(
小
児
保
健
を
含
む)

育

計

9白

0

2

0

以

上

器

械

運

動

0

・

[0

4

専
門
教
育
科
目

体

育

科

専
門
科
目
A
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陸

上

競

技

0

・

5

体

操

0

・

に」

教

水

泳

0

・

5

ダ

ン

ス

ー

0

・

5

ダ

ン

ス

H

0

・

だ
0

バ

レ

ー

ボ

ー

ル

0

・

戻
」

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

0

・

に」

ハ

ン

ド

ボ

ー

ル

0

。

=」

門

柔

道

0

・

民」

剣

道

0

・

に
り

、

レ

ス

リ

ン

グ

0

・

民
り

な

ぎ

な

た

0

・

「0

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

0

・

5

軟

式

テ

ニ

ス

0

・

=」

専

卓

球

0

・

尺
」

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

0

・

に」

計

り0

・

に」

5

5

以

上

合

計

9盈

00

・

=
」

5

2
5

以

上
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分

授

業

科

目

単

位

数

卒

業

要

件

区

必

修

選

択

単

位

数

備

考

学

校

経

営

論

2

体

育

史

2

目

運

動

生

理

学

2

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

論

2

コ

ー

チ

ン

グ

論

2

ス

ポ

ー

ツ

医

学

2

(
マ

ッ

サ

ー

ジ

概

論

を

含

む)

発

育

発

達

論

2

体

育

測

定

評

価

2

教

育

原

理

2

教

育

心

理

学

2

保
健
体

育
科
教
材

演
習
1

1

科

保
健
体

育
科
教
材
演

習
H

1

ス

ポ

ー

ツ

サ

ー

ビ

ス

概

論

2

ス

ポ

ー

ツ

科

学

論

2

専
門
科
目
B

一一1693一



育教

ス
ポ
ー
ツ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
論

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論

ス

ポ

ー

ツ

経

営

管

理

論

ス
ポ
ー
ツ
サ
ー
ビ
ス
現
場
実
習

レ
ジ

ャ
ー

サ

ー

ビ

ス
概

論

レ

ジ

ャ

i

科

学

論

余

暇

生

活

支

援

論

余

暇

集

団

支

援

論

レ

ジ

ャ

ー

経

営

管

理

論

レ
ジ
ャ
ー
サ
ー
ビ
ス
現
場
実
習

ヘ

ル

ス

サ

ー

ビ

ス

概

論

健

康

科

学

論

健

康

測

定

論

健

康

指

導

論

ヘ

ル

ス

経

営

管

理

論

ヘ
ル
ス
サ
ー

ビ
ス
現
場
実

習

ア
ス
レ
チ

ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
概
論

ア

ス

レ

チ

ッ

ク

科

学

論

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
論

ア
ス
レ
チ

ッ
ク
コ
ー
チ

ン
グ
論

ア

ス
レ
チ

ッ
ク
経
営
管

理
論

222422222522222422222
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門専

ア
ス
レ
チ

ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
現
場

実
習

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

ー

実

習

ス

ポ

ー

ツ

行

政

栄

養

学

音

楽

保

健

・
体

育

学

実

験

法

テ ゴ ス ス キ 海

1ル ケ キ ヤ

iン 浜

ピ フ1

ト プ 実

ン 実 実 実 実

グ 習 習 習 習 習

 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

実

技

ロ
ー

オ
ー

ガ
ナ
イ

ズ
ド

ス
ポ
ー

ツ

エ

ア

ロ

ビ

ク

ス

民

踊

・

フ

ォ

ー

ク

ダ

ン

ス

リ

ラ

ク

セ

ー

シ

ョ

ン

(
ス
ト

レ

ッ
チ

ン
グ

・
ヨ
ガ

を

含

む
)

硬

式

テ

ニ

ス

4

0

・

民
」

0

・

5

11

122111

0

・

「
0

0

・

只
り

0

・

民
り

0

。
5

0

・
5

0

・

置
0

0

・

「
0
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科 目 区 分

障 人 小 児 教

害
権 児

童
育

授

業
児 心

科
教 保 原

教 理 目

育 育 健 学 理

必
2 22 2 2 単

修
位

選
数

択

単 卒

業
位

要

数 件

備

考

保

育

科

A

専
門
科
目

a

教
職
に
関
す
る
専
門
科
目

ダ ゴ ア グ ト
ル

計

Iiラプ

ン
チ 多 ン

ル
ェ呈 ボ

スi

リ シ リ

ヨ

IIフ1ン ン

3

9
00000
● ● ● ● ●

3
55555

2

3

以

上
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教 職

教 教 教 教 教 表 表 表 表 保 幼 環 人 言 健 保 保

育 育 育 現 現 現 現

計

去 云目 目
4321児 育 問実 実 実

育
育

((((

実 実 習 習 習 身 造 音 指楽 計

習 習
指 指 指 劇 リ 者 関

ズ 導導 導 導

体 形 ム

理
画

21 321))))論 法 境 係 葉 康 論 論

り0

0
1111222222 2 2

8 32 111

3

0

以

上

((((

演 演 演 演

習 習 習 習
))))

一1697一



区 分

生
授

活 業

指 科

目

導

必
単

修

選
位

2 数
択

単 卒

業
位

要

数 件

備

考

C

そ
の
他

の
専
門
科
目

教科に関する専門科目 区 分

音 音 図 幼 生

授
計 画 児

業
楽 楽

科
工 体

目

21作 育 活

-⊥

0
22222

必

修
単

位
選

数
択

1 単 卒
0

業

以
位

要

上 数 件

((((

演 演 演 演 備

習 習 習 習 考
))))

b

教
科
に
関
す
る
専
門
科
目

一1698一



目

義講

栄

養

指

導幼児体育論計

226

2

以

上

科

水

泳

0

・

「D

育

技

器

械

運

動陸上競技

0

・

「DO・匿
」

体

操

0
・

5

教

ダ

ン

ス

0
・

5

バ

レ

ー

ボ

ー

ル

0
・

5

門

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

0

・

=」

硬

式

テ

ニ

ス

0

・

に
」

専

実

教

材

指

導

実

技キャンプ実習

1

0

・

=」

ス

キ

i

実

習

1

ス

ケ

ー

ト

実

習

1

計

-

・

「D

6

3

以

上

合

計

-

。

只」

-⊥

り
0

5

以

上
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注

履
修
方
法
は
別
に
定
め
る
。

別
表
2

教職に関する専門教育科目 区 分

教 生 特 道 保 学 人 教 教

計 育活鞭 笙習権育育
指 動 育 暑 指 心

実鴫 繕 導教理原

授

業

科

目
習 論 究 究 法 論 育 学 理

必
単

修
位

1
0
」

322222222

選

択
数

1 単 卒
9

業

単 位
要

位 数 件

備

考

教
職
に
関
す
る
専
門
教
育
科
目
の
教
育
課
程

体

育

科
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実 日 教 授
入

体 業
験 育

会 料

学実 館 充

建 後 前

習 実
設

金
費 費 費 期 期

3 2 2 2

9 1 6 6 6 5

2 0 0 5 5 0
、 、 、 、 、 、

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

円 円 円 円 円 円

一1701一

 

入

学

検

定

料

2

5

、

0

0

0

円

注
1

日
体
会
館
建
設
費
は
入
学
時
の
み
納
入
す
る
。

2

1
年
次

・
2
年
次
の
実
験
実
習
費
の
う
ち
の
野
外
実
習
費

3

本
表
は
平
成
2
年
度
以
降
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
す
る
。

(選
択
分
)
は
別
途
徴
収
す
る
。

〔
「学
校
法
人

日
本
体
育
会
規

程
類
集

」〕



八
七

日
本

体

育
大

学

大
学

院
学

則

(昭

和

五
十

年
三

月

二
十

五

日
認

可
)

第

一
章

総

則

第

一
節

設

置

(設

置
)

第

一

条

日
本
体
育
大
学
学
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
体
育
大
学
大
学
院
学
則
を
定
め
る
。

第
二
節

目

的

(目

的
)

第

二

条

本
大
学
院
は
、
広
い
視
野
に
立

っ
て
精
深
な
学
識
を
修
め
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力
又
は
高
度
の
専
門
性

を
要
す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
節

構

成

(構

成
)

第

三

条

大
学
院
に
体
育
学
研
究
科
を
置
く
。

2

研
究
科
は
、
二
年

の
課
程

(修
士
課
程
)
と
し
、
次
の
専
攻
を
置
く
。

体
育
学
専
攻

第
四
節

研
究
科
委
員
会

(研
究
科
委
員
会
)

第

四

条

大
学
院
の
運
営

の
た
め
に
、
研
究
科
委
員
会
を
置
く

2

研
究
科
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
章

研
究
科

第

一
節

学
生
定
員
、
修
業
年
限
お
よ
び
在
学
期
間

一1702一



(学
生
定
員
)

第

五

条

学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

入
学
定
員

総
定
員

体
育
学
専
攻

一
二
名

二
四
名

(修
業
年
限
)

第

六

条

修
業
年
限
は
、
二
年
と
す

る
。

(在
学
期
間
)

第

七

条

学
生
は
、
四
年
を
こ
え
て
在
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
節

学
年
、
学
期
お
よ
び
休
業
日

(学

年
)

第

八

条

学
年
は
、
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
わ
る
。

(学

期
)

第

九

条

学
年
を
分
け
て
、
次
の
二
学
期
と
す
る
。

前
学
期

四
月

一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

後
学
期

十
月

一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

(休
業
日
)

第

十

条

定
期
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
春
季
、
夏
季
お
よ
び
冬
季
の
休
業
期
間
は
、

る
。

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

に
定
め
る
日

日
曜
日

創
立
記
念
日

九
月
二
十
日

変
更
す
る
こ
と
が
あ

一1703一



春
季
休
業
日

三
月
十
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で

夏
季
休
業
日

七
日

一
日
か
ら
入
月
三
十

一
日
ま
で

冬
季
休
業
日

十
二
月
二
十
三
日
か
ら
翌
年

一
月
七
日
ま
で

2

臨
時
休
業
日
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
学
長
が
定
め
る
。

第
三
節

入
学
、
休
学
お
よ
び
退
学

(入
学
等

の
許
可
)

第

十

一
条

入
学
、
休
学
及
び
退
学
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
許
可
す
る
。

(入
学

の
時
期
)

第

十

二

条

入
学
の
時
期
は
、
学
年

の
始
め
と
す
る
。

(入
学

の
資
格
)

第

十

三

条

入
学
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
、
大
学
を
卒
業
し
た
者

二
、
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

三
、
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
告
示
第
五
号
に
よ
り
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

(入
学
の
出
願
)

第

十

四

条

入
学
志
願
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
学
願
書

に
検
定
料
を
添
え
て
願

い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(入
学
者
の
選
考
)

第

十

五

条

入
学
志
願
者

に
つ
い
て
は
、
学
力
検
査
お
よ
び
健
康
診
断
等
を
行
な
う
。

(入
学

の
許
可
)

第

十

六

条

入
学
者

の
選
考
に
合
格
し
た
者
で
、
所
定
の
日
ま
で
に
入
学
金
を
納
め
た
者
に
つ
い
て
入
学
を
許
可
す
る
。

2

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一1704一



(休

学
)

第

十

七

条

疾
病
そ
の
他
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
ニ
ケ
月
以
上
修
学
出
来
な
い
者
は
、
許
可
を
得
て
休
学
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2

疾
病

の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
に

つ
い
て
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

(休
学
期
間
)

第

十

入

条

休
学
期
間
は
、

一
年
以
内
と
す
る
。
但
し
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
許
可
を
得
て
引
き
続
き
休
学
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2

休
学
期
間
は
、
二
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

休
学
期
間
は
、
在
学
期
間
に
算
入
し
な

い
。

(復

学
)

第

十

九

条

休
学
期
間
の
満
了
し
た
者
は
、
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

休
学
期
間
内
に
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
場
合
は
、
許
可
を
得
て
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(願

い
に
よ
る
退
学
)

第

二

十

条

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
願

い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(大
学
の
命
ず
る
退
学
)

第
二
十

一
条

次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者

に
は
、
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
病
気
そ
の
他
の
理
由
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
授
業
料

の
納
入
を
怠
り
、
催
告
を
受
け
て
も
な
お
こ
れ
を
納
入
し
な
い
者

(死
亡
等
に
よ
る
除
籍
)

第
二
十
二
条

次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
学
籍
を
除
く
。

一
、
死
亡
し
た
者
又
は
長
期
に
わ
た
り
行
方
不
明
の
者
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二
、
在
学
期
間
が
四
年
を
こ
え
る
者

第
四
節

教
育
課
程
お
よ
び
履
修
方
法

(授
業
科
目
お
よ
び
単
位
数
)

第
二
十
三
条

授
業
科
目
お
よ
び
単
位
数
は
、
別
表
第
1
の
と
お
り
と
す
る
。

2

教
職
に
関
す
る
専
門
科
目
及
び
単
位
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

(単
位
の
計
算
方
法
)

第
二
十
四
条

授
業
科
目

の
単
位
数
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る
も

の
と
す
る
。

一
二

、

三
、

(履
修
単
位
)

第
二
十
五
条

2

講
義
は
、
毎
週

一
時
間
十
五
週
を
も

っ
て

一
単
位
と
す
る
。
但
し
授
業
科
目
に
よ

っ
て
は
、

又
は
二
時
間
十
五
週
を
も

っ
て

一
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

演
習
は
、
毎
週
二
時
間
十
五
週
を
も

っ
て

一
単
位
と
す
る
。
但
し
授
業
科
目
に
よ

っ
て
は
、

五
週
を
も

っ
て

一
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
験
、
実
習
、
製
図
お
よ
び
実
技
等
は
毎
週
三
時
間
十
五
週
を
も

っ
て

一
単
位
と
す

る
。

毎
週

一
時
間
半

毎
週

一
時
間
十

学
生
は
、
第
二
十
三
条
第

一
項
に
規
程
す
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
三
十
単
位
以
上
を
取
得

し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。

教
育
職
員
免
許
法
に
基
づ
く
教
員
の
免
許
状
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
授
業
科
目
を
履
修
し
、
単
位
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(単
位
の
授
与
)

第
二
十
六
条

授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
者

に
単
位
を
与
え
る
。

(成

績
)

第
二
十
七
条

授
業
科
目
の
履
修
成
績
は
、
A

・
B

・
C

・
D
の
評
語
で
表
わ
し
、
C
以
上
を
合
格
と
す
る
。

(授
業
日
数
)
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第
二
十
八
条

一
年
間
の
授
業
日
数
は
、
定
期
試
験
等
の
日
数
を
含
め
、
三
十
五
週

に
わ
た
り
二
百
十
日
を
原
則
と
す
る
。

(そ

の
他

の
教
育
課
程
お
よ
び
履
修
方
法
等
)

第
二
十
九
条

こ
の
節
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
お
よ
び
履
修
方
法
等
に
関
す
る
事
項
は
、
別

に
定
め
る
。

第
五
節

課
程
の
修
了
お
よ
び
学
位

の
授
与

(課
程
の
修
了
)

第

三

十

条

二
年
以
上
在
学
し
、
第
二
十
五
条
に
規
程
す
る
単
位
を
取
得
し
、
か
つ
必
要
な
研
究
指
導

を
受
け
、
修
士
論
文
の

審
査

お
よ
び
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
修
了
を
認
め
る
。

(学
位
の
授
与
)

第
三
十

一
条

修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
別
に
定
め
る
日
本
体
育
大
学
学
位
規
程
に
よ
り
、
体
育
学
修
士

の
学
位
を
授
与

す
る
。

第
六
節

厚
生
補
導

(厚
生
補
導
)

第
三
十
二
条

大
学
院
は
、
学
生
の
厚
生
補
導
に
関
し
て
助
言
指
導
を
行
な
う
。

(学
生
寮
)

第
三
十
三
条

学
生
寮
に
つ
い
て
は
、
日
本
体
育
大
学
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(保

健
)

第
三
十
四
条

保
健
に
つ
い
て
は
、
日
本
体
育
大
学
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
節

賞

罰

(表

彰
)

第
三
十
五
条

学
長
は
、
学
生
の
行
為
に
つ
い
て
、
研
究
科
委
員
会

の
議
を
経
て
表
彰
す
る
こ
と
が
あ

る
。

(懲

戒
)
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第
三
十
六
条

次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
学
長
は
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。

一
、
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
正
当
な
理
由
が
な
く
出
席
常
で
な

い
者

三
、
大
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生

の
本
分
に
反
す
る
行
為
の
あ

っ
た
者

2

懲
戒
は
退
学
、
停
学
お
よ
び
訓
告
と
す
る
。

第
八
節

検
定
料
、
入
学
金
お
よ
び
授
業
料

(検
定
料
)

第
三
十
七
条

検
定
料
は
、
別
表
第
三

の
と
お
り
と
す
る
。

(入
学
金
)

第
三
十
入
条

入
学
金
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

(授
業
料
)

第
三
十
九
条

授
業
料
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
し
、
次
の
二
期
に
分
け
て
納
入
す
る
も

の
と
す
る
。

前
期

(四
月

一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
)

四
月
中
納
入

後
期

(十
月

一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
)
十
月
中
納
入

(退
学
等
の
場
合

の
授
業
料
)

第

四

十

条

退
学
を
許
可
さ
れ
た
者
、
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
、
除
籍
さ
れ
た
者
又
は
停
学
中
の
者

は
、
当
該
期

の
授
業
料
全

額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(休
学
の
場
合

の
授
業
料
)

第
四
十

一
条

休
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
授
業
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。

賄
肇

蕪

×
轟

当

畠

。
掌

認

砦

s
霊

鴛

3
鐸
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(そ

の
他

の
費
用
)

第
四
十
二
条

入
学
金
、
授
業
料
の
ほ
か
、
実
験
実
習
費
そ

の
他
教
育
に
必
要
な
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
条

に
規
定
す
る
納
入
金

の
種
類
、
金
額
お
よ
び
納
入
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

(既
納

の
授
業
料
等
納
入
金
の
不
還
付
)

第
四
十
三
条

既
納

の
授
業
料
等
納
入
金
は
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
還
付
し
な
い
。

第
九
節

委
託
生
、
聴
講
生
お
よ
び
外
国
人
学
生

(委
託
生
)

第
四
十
四
条

公
の
機
関
又
は
団
体
等
が
、
そ
の
所
属
職
員
の
教
育
の
委
託
を
願

い
出
た
と
き
、
研
究
科

の
教
育
に
妨
げ
の
な
い

限
り
、
選
考
の
う
え
委
託
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

委
託
生
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(聴
講
生
)

第
四
十
五
条

大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
、
本
大
学
院
に
お
い
て
、

一

科
目
又
は
数
科
目
を
選
ん
で
聴
講
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
研
究
科
の
教
育

に
妨
げ
の
な

い
限
り
、

選
考
の
う
え
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

聴
講
生
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(外
国
人
学
生
)

第
四
十
六
条

外
国
人
学
生
に
つ
い
て
は
、
定
員
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

外
国
人
学
生

の
入
学
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
一二
立早

↓収

廃

(改

廃
)

第
四
十
七
条

こ
の
学
則
の
改
廃
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
行
な
う
。
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寸

"リ

イ

日
只

別

表

第

一

学

科

目

名

体

育

学

授
業

同 体 運 発 身 運 同 体 同 体 同 体 同 体 授 科
育 動 育 体 動 力 育 育 育 業 目
方 栄 発 動 生 学 心 史 原 科 お
法 養 達 作 理 演 特 理 理 目 よ
学 学 特 学 学 習 論 学 演 特 演 特 名 び

演 特 特 論 特 特 演 特 習 論 習 論 単
習 論 論 論 論 習 論 位

演 演 数
習 習

単
二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 位

数

則
1哉

昭
和
五
十
年
四
月

日
か
ら
施
行
す

免
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社
会
体
育
学

体
育
管
理
学
特
論
演
習

コ
ー
チ

ン
グ
特
論

同

実
習

運
動
衛
生
学
特
論

社
会
体
育
学
特
論

同

演
習

レ
ク
リ

ェ
ー
シ

ョ
ン
特
論
演
習

ト
レ
ー

ニ
ン
グ
特
論
演
習

ス
ポ
ー
ツ
障
害
特
論

健
康
管
理
学
特
論

別
表
第
二

教
職
に
関
す
る
専
門
科
目
お
よ
び
単
位
数

教
育
原
理

教
育
心
理
学

青
年
心
理
学

体
育
科
教
育
法

保
健
科
教
育
法

教
育
実
習

計

三
単
位

二
単
位

二
単
位

三
単
位

二
単
位

三
単
位

+
五
単
位

二二二二二二二二二二
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別

表

第

三

検

定

料

、

入

学

金

お

よ

び
授

業

料

検

定

料

一
五

、

○

○

○

入

学

金

六

〇

、

○

○

○

授

業

料

一
二

〇

、

○

○

○

〔
「日
本
体
育
大
学
大
学
院
体
育
学
研
究
科
体
育
学
専
攻
設
置
認
可
申
請
書
」
(昭
和
四
十
九
年
十

一
月
)
〕

八
八

日
本
体
育
大
学
大
学
院
学
則

(現
行
)

昭
和
50
年
4
月
1
日

制

定

平
成
2
年
7
月
11
日

最
近
改
正

第
1
章

総
則

第
1
節

設
置

(設
置
)

第
1
条

日
本
体
育
大
学
学
則
第
2
条
第
2
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
日
本
体
育
大
学
大
学
院
学
則
を
定

め
る
。

第
2
節

目
的

(目
的
)

第
2
条

本
大
学
院
は
、
広
い
視
野
に
立

つ
て
精
深
な
学
識
を
修
め
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力

又
は
高
度
の
専
門
性
を
要

す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
3
節

構
成

(構
成
)

第
3
条

大
学
院
に
体
育
学
研
究
科
を
置
く
。

2

研
究
科
は
、
2
年
の
課
程

(修
士
課
程
)
と
し
、
次
の
専
攻
を
置
く
。
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体
育
学
専
攻

第
4
節

研
究
科
委
員
会

(研
究
科
委
員
会
)

第
4
条

大
学
院

の
運
営
の
た
め
に
、

234

研
究
科
委
員
会

(以
下

「委
員
会
」
と
い
う
。)

委
員
会
は
、
大
学
院

の
教
授
、
助
教
授
及
び
専
任
講
師
を
も

つ
て
構
成
す
る
。

委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

ω

教
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

②

学
則
及
び
諸
規
定
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

㈹

予
算
に
関
す
る
こ
と
。

ω

教
育
課
程
の
編
成
及
び
修
了
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

㈲

論
文
審
査
並
び
に
最
終
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

㈲

学
位

の
授
与
及
び
取
消
に
関
す
る
こ
と
。

ω

入
学

・
休
学
及
び
退
学
等
、
学
生
の
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

㈲

学
生

の
厚
生
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑨

そ
の
他
研
究
科
に
関
す
る
必
要
事
項

そ
の
他
研
究
科
委
員
会

に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
2
章

研
究
科

第
1
節

学
生
定
員
、
修
業
年
限
及
び
在
学
期
間

(学
生
定
員
)

第
5
条

学
生
定
貝
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

入
学
定
貝

総
定
員

を

置

く

。
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体
育
学
専
攻

25
名

50
名

(標
準
修
業
年
限
)

第
6
条

標
準
修
業
年
限
は
、
2
年
と
す
る
。

(在
学
期
間
)

第
7
条

学
生
は
、
4
年
を
こ
え
て
在
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
2
節

学
年
、
学
期
及
び
休
業
日

(学
年
)

第
8
条

学
年
は
、
4
月
1
日
に
始
ま
り
、
翌
年
3
月
31
日
に
終
わ
る
。

(学
期
)

第
9
条

学
年
を
分
け
て
、
次
の
2
学
期
と
す
る
。

前
学
期

4
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で

後
学
期

10
月
1
日
か
ら
翌
年
3
月
31
日
ま
で

(休
業
日
)

第
10
条

定
期
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
春
季
、
夏
季
及
び
冬
季

の
休
業
期
間
は
、

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

に
定
め
る
日

日

曜

日

2

開
学
記
念
日

春
季
休
業
日

夏
季
休
業
日

冬
季
休
業
日

臨
時
休
業
日
に
つ
い
て
は
、

9
月

20

日

3
月

10

日

か
ら

4

月

5

日
ま

で

7
月

1

日

か
ら

8

月

31

日
ま

で

12
月

23

日

か
ら

翌

年

1

月

7

日

ま

で

そ

の
都
度

学

長

が
定

め

る

。

変

更

す

る

こ

と

が
あ

る

。
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第
3
節

入
学
、
休
学
及
び
退
学

(入
学
等
の
許
可
)

第
11
条

入
学
、
休
学
及
び
退
学
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
許
可
す
る
。

(入
学

の
時
期
)

第
12
条

入
学
の
時
期
は
、
学
年

の
始
め
と
す
る
。

(入
学
の
資
格
)

第
13
条

入
学
資
格
者
は
、
次

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ω

大
学
を
卒
業
し
た
者

②

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

㈹

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
16
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

ω

本
学
の
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
に
3
年
以
上
在
学
し
、
所
定

の
単
位
を
優
れ
た
成
績
を
も

つ
て
修
得
し
た
も
の
と
認
め

た
者

㈲

本
学
の
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

(入
学
の
出
願
)

第
14
条

入
学
志
願
者
は
、
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
学
願
書

に
検
定
料
を
添
え
て
願

い
出
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(入
学
者

の
選
考
)

第
15
条

入
学
志
願
者
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
学
力
検
査
及
び
健
康
診
断
等
を
行
な
う
。

(入
学

の
許
可
)

第

16
条

入
学
者
の
選
考
に
合
格
し
た
者

で
、
所
定

の
日
ま
で
に
入
学
金
を
納
め
た
者
に
つ
い
て
入
学
を
許
可
す
る
。

2

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者

は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(休
学
)
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第
17
条

疾
病
そ
の
他
止
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
、
2
か
月
以
上
修
学
で
き
な

い
者
は
許
可
を
得

て
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

(休
学
期
間
)

第

18
条

休
学
期
間
は
、
1
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
許
可
を
得

て
引
き
続
き
休
学
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2

休
学
期
間
は
、
2
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

休
学
期
間
は
、
在
学
期
間
に
算
入
し
な

い
。

(復
学
)

第
19
条

休
学
期
間

の
満
了
し
た
者
は
、
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

休
学
期
間
内
に
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
場
合
は
、
許
可
を
得
て
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(願
い
に
よ
る
退
学
)

第
20
条

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
願

い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(大
学
の
命
ず
る
退
学
)

第
21
条

次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

ω

病
気
そ

の
他

の
理
由
で
成
業
の
見
込
み
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者

②

授
業
料

の
納
入
を
怠
り
、
催
告
を
受
け
て
も
な
お
こ
れ
を
納
入
し
な
い
者

(死
亡
等
に
よ
る
除
籍
)

第
22
条

次

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
学
籍
を
除
く
。

ω

死
亡
し
た
者
又
は
長
期
に
わ
た
り
行
方
不
明
の
者

②

在
学
期
間
が
4
年
を
こ
え
る
者

第
4
節

教
育
過
程
及
び
履
修
方
法
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(授
業
科
目
及
び
単
位
数
)

第
23
条

授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
、
別
表
第
1
の
と
お
り
と
す
る
。

(単
位
の
計
算
方
法
)

第
24
条

授
業
科
目
の
単
位
数
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

ω

講
義
は
、
教
室
内

に
お
け
る
1
時
間
の
講
義

に
対
し
て
教
室
外
の
2
時
間
の
準
備

の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
と

し
、
毎
週
1
時
間
15
週
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
授
業
科
目
に
よ

つ
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
1
時
間
の
講
義

に
対
し
て
教
室
外

の
2
時
間

の
準
備
の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も

の
と
し
、
毎
週
1
時
間
半
又
は
2
時
間
15
週
を
も

つ

て
1
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

演
習
は
、
教
室
内
に
お
け
る
2
時
間

の
演
習
に
対
し
て
、
教
室
外
に
お
け
る
1
時
間
の
準
備

の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す

る
も
の
と
し
、
毎
週
2
時
間
15
週
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
授
業
科
目
に
よ

つ
て
は
、
教
室
内
に
お
け
る
2
時

間
の
演
習
に
対
し
て
、
教
室
外
に
お
け
る
1
時
間

の
準
備
の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も

の
と
し
、
毎
週
1
時
間
15
週
を

も

つ
て
1
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹

体
育
実
技
、
実
験
、
実
習
等
は
毎
週
3
時
間
15
週
を
も

つ
て
1
単
位
と
す
る
。

(履
修
単
位
)

第
25
条

学
生
は
、
第
23
条
に
規
定
す
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
30
単
位
以
上
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

教
育
職
貝
免
許
法
に
基
づ
く
教
貝

の
免
許
状

(高
等
学
校
教
諭
専
修
免
許
状

(保
健
体
育
)
・中
学
校
教
諭
専
修
免
許
状

(保

健
体
育
)
・養
護
教
諭
専
修
免
許
状
)
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
に
定

め
る
も

の
の
ほ
か
、
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
授
業
科
目
を
履
修
し
、
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(単
位
の
授
与
)

第
26
条

授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
単
位
を
与
え
る
。

(成
績
)
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第
27
条

授
業
科
目
の
履
修
成
績
は
、
A

・
B

・
C

・
D
の
評
価
で
表
わ
し
、
C
以
上
を
合
格
と
す
る
。

(授
業
日
数
)

第
28
条

1
年
間
の
授
業
日
数
は
、
定
期
試
験
等

の
日
数
を
含
め
、
35
週
に
わ
た
り
2
1
0
日
を
原
則
と
す
る
。

(そ
の
他
の
教
育
過
程
及
び
履
修
方
法
等
)

第
29
条

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
過
程
及
び
履
修
方
法
等
に
関
す
る
事
項
は
別
に
定
め
る
。

第
5
節

課
程
の
修
了
及
び
学
位
の
授
与

(課
程
の
修
了
)

第
30
条

第
6
条
に
定
め
る
修
業
年
限
を
在
学
し
、
第
25
条
に
規
定
す
る
単
位
を
取
得
し
、
か
つ
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
、
修

士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
修
了
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
在
学
期
間
に
関
し
て

は
、
優
れ
た
業
績
を
上
げ
た
者

に
つ
い
て
は
、
1
年
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も

の
と
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
本
学
大
学
院
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の
課
題
に

つ
い
て
の
研
究

の
成
果
の
審
査
を
も
つ

'て
、
修
士
論
文
の
審
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(他
の
大
学

の
大
学
院
又
は
研
究
所
等
に
お
け
る
研
究
指
導
)

第
30
条
の
2

学
生
が
、
国
内

の
他
の
大
学

の
大
学
院
又
は
研
究
所
等

に
お

い
て
、
課
程
修
了
に
必
要
な

研
究
指
導
の

一
部
を
受

け
る
こ
と
が
、
教
育
上
有
益
で
あ
る
と
本
学
大
学
院
に
お
い
て
認
め
る
と
き
は
、
当
該
大
学
院
若
し
く

は
そ
の
研
究
科
、
又
は

当
該
研
究
所
等
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
当
該
学
生
が
研
究
指
導
を
う
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
研
究
指
導
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
、
1
年
以
内
と
す
る
。

3

前
2
項

の
規
定
は
、
学
生
が
外
国

の
大
学
の
大
学
院
、
又
は
研
究
所
等
に
お
い
て
、
研
究
指
導
を
受

け
る
場
合
に
準
用
す
る
。

(学
位
の
授
与
)

第
31
条

修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
別
に
定
め
る
日
本
体
育
大
学
学
位
規
定
に
よ
り
、
体
育
学
修

士
の
学
位
を
授
与
す
る
。

第
6
節

厚
生
補
導
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(厚
生
補
導
)

第
32
条

大
学
院
は
、
学
生
の
厚
生
補
導
に
関
し
て
助
言
指
導
を
行
な
う
。

(学
生
寮
)

第
33
条

学
生
寮
に
つ
い
て
は
、
日
本
体
育
大
学
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(保
健
)

第
34
条

保
健
に
つ
い
て
は
、
日
本
体
育
大
学
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
7
節

賞
罰

(表
彰
)

第
35
条

学
長
は
、
学
生
の
行
為
に
つ
い
て
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
表
彰
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(懲
戒
)

第
36
条

本
学

の
学
則
に
違
反
し
、
ま
た
、
本
学
の
学
生
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
が
あ

つ
た
と
き
は
、

の
議
を
経
て
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
は
退
学
、
停
学
及
び
訓
告
と
す
る
。

3

前
項

の
退
学
は
次

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
学
生
に
対
し
て
行
な
う
。

ω

性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

②

正
当
な
理
由
が
な
く
出
席
常
で
な

い
者

㈹

大
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
の
本
分
に
反
す
る
行
為
の
あ

つ
た
者

第
8
節

検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料

(検
定
料
)

第
37
条

検
定
料
は
、
別
表
第
2
の
と
お
り
と
す
る
。

(入
学
金
)

学
長
は
研
究
科
委
員
会
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第
38
条

入
学
金
は
、
別
表
第
2
の
と
お
り
と
す
る
。

(授
業
料
)

第
39
条

授
業
料
は
、
別
表
第
2
の
と
お
り
と
し
、
次
の
2
期
に
分
け
て
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

前
期

(4
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で
)

4
月
中
納
入

後
期

(10
月
1
日
か
ら
翌
年
3
月
31
日
ま
で
)

10
月
中
納
入

(退
学
等
の
場
合

の
授
業
料
)

第
40
条

退
学
を
許
可
さ
れ
た
者
、
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
、
除
籍
さ
れ
た
者
又
は
停
学
中

の
者
は
、
当
該
期
の
授
業
料
全
額
を

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(休
学
の
場
合

の
授
業
料
)

第
41
条

休
学
を
許
可
さ
れ
た
者

の
授
業
料
は
、
休
学
学
期
の
翌
学
期
か
ら
免
除
す
る
。

(そ
の
他

の
費
用
)

第
42
条

入
学
金
、
授
業
料

の
ほ
か
、
実
験
実
習
費
そ
の
他
教
育
に
必
要
な
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ

る
。

2

前
条
に
規
定
す
る
納
入
金
の
種
類
、
金
額
及
び
納
入
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

(既
納

の
授
業
料
等
納
入
金
の
不
還
付
)

第
43
条

既
納
の
授
業
料
等
納
入
金
は
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
還
付
し
な

い
。

第
9
節

委
託
生
、
聴
講
生
、
研
究
生
及
び
外
国
人
学
生

(委
託
生
)

第
44
条

委
託
生
と
は
、
公
の
機
関
又
は
団
体
等
の
職
員
で
あ

つ
て
、
当
該
機
関
等
の
委
託
に
よ
り
、
本
大
学
院
研
究
科
に
お
い

て
指
導
教
員
の
指
導

の
も
と
に
、
特
定
の
研
究
題
目
に
関
す
る
研
究
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。

2

学
長
は
、
本
研
究
科
に
お
け
る
教
育

・
研
究
に
妨
げ

の
な
い
限
り
、
選
考
の
う
え
委
託
生
の
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

3

委
託
生
の
入
学
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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ω

大
学
を
卒
業
し
た
者

②

大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

4

入
学
検
定
料
、
入
学
金
、
授
業
料
及
び
実
験
実
習
費
は
、
別
表
第
3
の
と
お
り
と
す
る
。

5

そ
の
他
委
託
生
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(聴
講
生
)

第
45
条

本
大
学
院
に
お

い
て
、
1
科
目
又
は
数
科
目
を
選
ん
で
聴
講
す
る
こ
と
を
願

い
出
る
者
が
あ
る

と
き
は
、
研
究
科

の
教

育

・
研
究
に
妨
げ
の
な

い
限
り
、
選
考

の
う
え
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

聴
講
生
の
入
学
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω

大
学
を
卒
業
し
た
者

②

大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

3

聴
講
は
、
1
年
を
通
じ
て
3
授
業
科
目
以
内
と
し
、
聴
講
科
目

の
試
験
に
合
格
し
た
と
き
は
そ
の
科

目
の
修
了
証
書
を
授
与

す
る
。

4

入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
別
表
第
4
の
と
お
り
と
す
る
。

5

そ
の
他
聴
講
生
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(研
究
生
)

第
46
条

本
大
学
院
に
お
い
て
研
究
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
選
考

の
上
、
研
究
生
と
し
て
入
学

を
許
可
す
る
こ
と
が
あ

る
。

2

研
究
生
は
、
指
導
教
員

の
も
と
で
研
究

の
指
導
を
受
け
、
研
究
に
従
事
す
る
。

3

研
究
生
の
入
学
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω

修
士

の
学
位
を
有
す
る
者

②

修
士
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
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4

入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
別
表
第
5
の
と
お
り
と
す
る
。

5

そ
の
他
研
究
生
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(外
国
人
学
生
)

第
47
条

外
国
人
学
生
に
つ
い
て
は
、
定
員
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

外
国
人
学
生
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
3
章

改
廃

(改
廃
)

第
48
条

こ
の
学
則
の
改
廃
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
50
年
4
月
-
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
51
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
53
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
54
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
55
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

ノ
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別
表 こ
第 の

こ

の

こ ご こ ご こ

の の の の の

1学 附 学 附 か 学 附 学 附 学 附 学 附 学
則 則 ら 則 則 則 則 則
姦ま 員IJVま 貝ti適Vま 員tieま 貝UCよ 員ljeま 員ijCよ

昭

和

56

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

昭

和

57

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

昭

和

58

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

昭

和

59

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

平

成

2

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

た
だ
し
、
入
学
検
定
料
及
び
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
年
度
入
学

す

る
者

用

す

る

。

平

成

2
年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る

。

平

成

2

年

7
月

11

日

か

ら

施

行

し

、

平

成

2
年

4

月

1

日

か

ら

適

用

す

る

。

学

科

目

名

体 ス ス
育 ポ ポ
史il
特 ツ ツ
論 哲 哲

学 学
特 特
論 論
演
習

授

業

科

目

名

222

単

位

数
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外
国
体
育
史
演
習

2

日
本
体
育
史
演
習

2

体

育

学
コ

ー
ス

体
育
心
理
学
特
論
演
習

2

体
育
心
理
学
特
論
実
験

2

ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
演
習

2

比
較
体
育
学
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
思
想
史
特
論

2

体
力
学
-
特
論

2

体
力
学
-
特
論
実
験

2

体
力
学
H
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
科
学

運
動
生
理
学
特
論
演
習

2

(

体

力

学)

コ

ー

ス

運
動
生
理
学
特
論
実
験

2

ト
レ

ー
ニ

ン

グ

特

論

演

習

2

ス
ポ
ー
ツ
栄
養
学
特
論

2

運
動
生
化
学
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
運
動
学
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
運
動
学
特
論
演
習

2

コ

ー
チ
ン
グ
ー
(
陸
上
競
技)

特
論

2
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コ

ー
チ
ン
グ
H
(
球
技)

特
論

2

コ

ー
チ
ン
グ
m
(
水
泳)

特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
運
動
学

コ

ー
チ
ン
グ
W
(
体
操)

特
論

2

(
コ

ー

チ

学)

コ

コ

ー
チ
ン
グ
V
(
武
道)

特
論

2

ー

ス

身
体
動
作
学
特
論
・

実
験
実
習

2

ス
ポ
ー
ツ
臨
床
心
理
学
特
論
実
習

2

ス
ポ
ー
ツ
障
害
・

運
動
処
方
実
習

2

ス
ポ
ー
ツ
集
団
組
織
運
営
論
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
推
計
学
特
論

2

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
特
論

2

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
特
論
演
習

2

ス
ポ
ー
ツ
経
営
管
理
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
経
営
管
理
演
習

2

レ

ク

リ
エ

ー
シ
ョ

ン

特

論

2

社
会
体
育
学
コ

i

野
外
教
育
特
論

2

ス

野
外
教
育
特
論
演
習

2

職
場
ス
ポ
ー
ツ
特
論

2

社
会
体
育
調
査
演
習

2

ス

ポ

ー

ツ
マ

ス

コ

ミ

論

特

論

2

レ

ジ

ャ

ー
・

リ
ゾ

ー

ト

論

特

論

2
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地
域
ス
ポ
ー
ツ
計
画
特
論

2

健
康
科
学
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
医
学
特
論
演
習

2

健
康
管
理
学
特
論

2

環
境
衛
生
学
特
論
実
験

2

運
動
衛
生
学
特
論

2

健
康
科
学
コ

ー
ス

発
育
発
達
特
論

2

保
健
社
会
学

2

疾
病
予
防
特
論

2

ス
ポ
ー
ツ
障
害
特
論

2

労
働
衛
生
学
特
論

2

精
神
保
健
学
特
論

2

健
康
運
動
指
導実

習
(
運
動
処
方
含
む)

2

体
育
科
教
育
法
特
論

2

保
健
科
教
育
法
特
論

2

保
健
体
育
科
教育

法
演
習

2

教
育
経
営
管
理
学
特
論

2

保
健
体
育
科
教
育

教
育
法
学
特
論

2

学
コ

ー
ス

学
校
保
健
管
理
学
特
論

2

一1726一



力 学 養 学
ウ 校 護 校
ン 保 教 保
セ 健 諭 健
リ 計 特 管
ン 画 論 理
グ 特 学

論 特
論
演
習

2222

 

別
表
第
2

実 授
入

験 業

料

実 学

後 前

習

費 期 期
金

2 2 2

8 6 6 5

5 5 5 0
、 、 、 、

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

円 円 円 円
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入

学

検

定

料

2

5

、

0

0

0

円

注

本
表
は
平
成
2
年
度
以
降
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
3

(委
託
生
)



実 委

験

実 託

習

費 料

実 1

6

8
、

0

0

0

費 円

 

注

12

委
託
料
は
年
額
で
あ
る
。
た
だ
し
、
1
年
未
満
は
月
額
と
す
る
。

本
表
は
平
成
3
年
度
以
降
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
4

(聴
講
生
)

聴 入

講 学

料 金

1

単
位

1 6

0 2
、 、

0 5

0 0

0 0

円 円
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入

学

検

定

料

2

5

、

0

0

0

円

注

本
表
は
平
成
3
年
度
以
降
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第

5

(研
究
生
)



授 入

業 学

料 金

1

6 6

8 2
、 、

0 5

0 0

0 0

円 円

 

入

学

検

定

料

2

5

、

0

0

0

円

注

本

表

は
平

成

3

年

度

以

降

入

学

し

た
者

か

ら

適

用

す

る
。

〔「学
校
法
人
日
本
体
育
会
規
程
類
集
」
〕

八
九

日
本
体
育
大
学
体
育
専
攻
科
規
則

(昭
和
四
十
六
年
三
月
十
三
日
文
部
省
受
理
)

第

一
章

目

的

第

三

条

専
攻
科
に
は
次
の
専
攻
課
程
を
お
く

第

一
条

本
学
専
攻
科
は
本
学
教
育
の
基
礎
の
上
に
保
健

体
育
専
攻
課
程

体
育
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
学
術
を
教
授
研
究
し
、

第

四

条

体
育
専
攻
科
の
学
生
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す

こ
れ
に
関
す
る
専
門
技
能
者
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的

る
。

と
す
る
。

体
育
専
攻
科

体
育
専
攻

二
〇
名

第
二
章

組
織
及
び
学
生
定
員

第
三
章

学
科
目
単
位
数
お
よ
び
履
修
方
法

第

二

条

本
学
に
次
の
専
攻
科
を
お
く

第

五

条

体
育
専
攻
科
の
学
科
目
、
単
位
数
お
よ
び
履
修

体
育
専
攻
科

方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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1

学

科

目

体
育
学
特
論

体
育
史
特
論

体
育
心
理
学
特
論

衛
生
学
特
論

運
動
生
理
学
特
論

健
康
教
育
特
論

社
会
体
育
論
特
論

武
道
史
特
論

保
健
体
育
科
教
育
論

体
育
方
法
学
特
論

西
洋
体
育
史
演
習

体
力
測
定
演
習

キ
ネ
シ
オ
ロ
ジ
ー
演
習

体
育
管
理
学
演
習

体
育
方
法
学
演
習

2

レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
論
演
習

社
会
体
育
論
演
習

武
道
史
演
習

衛
生
学
実
験

生
理
学
実
験

単
二 二 二 二 二 四 二 二 二 二 二 四 四 四 四 四 四 四 四 四 位

数

キ
ネ
シ
オ
ロ
ジ
!
実
験

心
理
学
実
験

研
究
論
文

3
.
履
修
方
法

イ
、
学
生
は

一
年
以
上
在
学
し
、

官
の
指
導
に
従

い
、

履
修
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

、す
る
。

ω
単
位
以
上

②
四
学
科
目
八
単
位
以
上

㈹

研
究
論
文

ω
は
、

二二六
指
導
教

三
〇
単
位
以
上
を

単
位
履
修

の
方
法
は
次
の
と
お
り
と

講
義
に

つ
い
て
は
四
学
科
目
十
六

演
習
お
よ
び
実
験
に

つ
い
て
は
、

六
単
位

講
義
演
習
お
よ
び
実
験
に
つ
い
て

二
科
目
以
内
は
体
育
学
部
の
同

一
科
目
の
単
位
を
こ
れ
に
あ
て
る
こ

と
が
で
き

る
。

第
四
章

課
程
修

了
の
認
定

第

六

条

各
履
修
学
科
目
の
合

否
の
認
定
は
、
筆
記
も
し

く
は
口
頭
試
験
ま
た
は
研
究

報
告
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一1730一



第

七

条

各
履
修
学
科
目
の
認
定
は
、
学
期
末
ま
た
は
学

年
末
に
行
な
う
。

第

入

条

成
績

の
単
位
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

第

九

条

各
履
修
学
科
目
の
認
定
に
合
格
し
、
三
〇
単
位

以
上
を
習
得
し
た
者
に
対
し
て
は
修
了
証
書
を
授
与
す

る
。

第
五
章

入
学
、
休
学
お
よ
び
退
学

第

一
〇
条

入
学

の
時
期
は
毎
年
四
月
と
す
る
。

第

=

条

入
学
を
志
願
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の

各
号
の

一
に
該
当
し
、
か
つ
専
攻
課
程
を
履
修
す
る
に

適
当
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

1
.
新
制
大
学
を
卒
業
し
た
者
。

2
.
新
制
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
。

(イ
)
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
を
卒
業
し
た

者
。

(
ロ
)
旧
高
等
師
範
学
校
規
定
に
よ
る
高
等

師
範
学
校
専
攻
科
を
卒
業
し
た
者
。

(
ハ
)
旧
中
学
校
令
に
よ
る
中
学
校
も
し
く

は
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
者
ま
た
は

旧
専
門
学
校
入
学
検
定
規
程
に
よ
り
こ

れ
と
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
者
と

検
定
さ
れ
た
者

を
入
学
資
格
と
す
る
旧

専
門
学
校
令
に
よ
る
修
業
年
限
五
年
以

上

(予
科

の
修
業
年
限
を
含
む
)
の
専

門
学
校
を
卒

業
し
た
者
。

(
二
)
外
国
に
お

い
て
学
校
教
育
法
に
お
け

る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
。

第

一
二
条

前
条

の
入
学
志
願
者

に
つ
い
て
入
学
試
験
を
行

な
う
。

二
、
入
学
試
験
に
関
す
る
規
程
は
別

に
定
め
る
。

第

=
二
条

入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
は
、
所
定
の
入
学
成
績

の
結
果
に
よ
り
合
格

の
判
定
を
得
た
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

二
、
前
項
の
者
は
所
定

の
期

日
ま
で
に
所
定

の
書
類
に

入
学
金
そ
の
他
学
費
を
添
え
て
、
入
学
手
続
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
前
項
の
手
続
を
履
行
し
な

い
場
合
は
、
入
学
を
許

可
し
な
い
。

第

一
四
条

学
生
の
保
証
人
は
、
学
生
に
か
か
わ
る

一
切
の

責
に
任
じ
得
る
者
二
名
と
し
、
う
ち

一
名
は
父
兄
、
親

族
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

と
す
る
。
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二
、
保
証
人
が
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ

つ
て
、
そ
の

責
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
場
合
は
新
た
に

保
証
人
を
定
め
直
ち
に
保
証
人
変
更
届
を
提
出
し
な

け
れ
ば
ら
な
な

い
。

第

一
五
条

日
本
体
育
大
学
学
則
第
十
七
条
か
ら
第
二
十

一

条
ま
で
の
規
程
は
専
攻
科
の
休
学
、
進
学
、
除
籍
に
こ

れ
を
適
用
す
る
。

第

一
六
条

本
学
専
攻
科
に
お
け
る
同

一
専
攻
科

の
最
長
在

学
期
間
は
二
ヵ
年
と
す
る
。

第
六
章

入
学
検
定
料

・
入
学
金

・
授
業
料

第

一
七
条

本
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
検
定
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

一
入
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
所
定

の
期
日
ま
で
に

入
学
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
九
条

学
生
は
授
業
料
を
所
定
の
期
日
内
に
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
〇
条

入
学
検
定
料
、
入
学
金
お
よ
び
学
費
の
納
入
に

つ
い
て
は
、
別
表

の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
章

教
員
組
織

第
二

一
条

本
学
専
攻
科
の
授
業
及
び
研
究
指
導
を
担
当
す

る
教
官
は
、
本
学
の
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
中
か

ら
こ
れ
に
あ
て
る
。

研
究
指
導
を
担
当
す
る
教
官

(指
導
教
官
)
は
、
各
課

程
に
お
け
る
研
究
指
導
の
責
任
を
負
う
。

第
八
立早

運
営
組
…織

第
二
二
条

本
学
専
攻
科
の
管
理

は
、
そ
の
専
攻
科
の
所
属

す
る
学
部
教
授
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
二
三
条

学
部
教
授
会
は
専
攻

科
に
関
し
、
次
の
事
項
を

審
議
す
る
。1

学
科
課
程
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

2

課
程
修
了
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

3
.
指
導
教
官
に
関
す
る
こ
と
。

4
.
そ
の
他
専
攻
科
に
関
す
る
重
要
事
項
。

付

則

こ

の
規

則

は
、

昭

和

四

十

六

年

四

月

一
日

よ

り

施

行

す

る

。

別

表入

学

検

定

料

八

、

○

○

○

円

入

学

金

五

〇

、

○

○

○

円

授

業

料

一
〇

〇

、

○

○

○

円

た

だ

し

経

済

事

情

に
よ

り
変

更

す

る
場

合

が

あ

る
。

〔「日
本
体
育
大
学
体
育
専
攻
科

(体
育
専
攻
)
増
設
届
出
書
」

(昭
和
四
十
五
年
九
月
)〕
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九
〇

日
本
体
育
大
学
専
攻
科
規
程

(現
行
)

第
1
条

第
2
条

第
3
条

第
4
条

第
5
条

第
6
条

第
7
条

第
8
条

第
9
条

昭
和
46
年

4
月
1
日

理
事
会
制
定

昭
和
50
年
10
月
2
日

全
部
改
正

平
成
2
年
3
月
28
日

最
近
改
正

学
則
第
3
条
第
2
項
に
よ
る
専
攻
科
は
、
体
育

の
理
論
及
び
応
用
に
関
し
、
特
別
の
事
項
に
つ
き
研
究
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
て
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

専
攻
科
の
専
攻
部
門
及
び
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

体
育
学
専
攻

20
名

専
攻
科
の
修
業
年
限
は
、
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
研
究
を
継
続
す
る
た
め
、
在
学
期
間

の
延
長
を
願

い
出
た
者

が
あ
る
場
合
は
、
学
長
は
教
授
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

学
生
は
、
別
表
1
に
定
め
る
教
育
課
程
に
よ
り
、
在
学
中
に
30
単
位
以
上
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

専
攻
科

の
入
学
資
格
は
、
次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω

大
学
を
卒
業
し
た
者

②

大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

専
攻
科

の
入
学
者
は
、
学
力
試
験
及
び
健
康
診
断
等
に
よ
り
選
考
の
上
、
学
長
が
こ
れ
を
許
可
す
る
。

専
攻
科
に
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
願
書
に
添
え
て
入
学
検
定
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

専
攻
科
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
入
学
金
を
入
学
の
手
続
き
を
す
る
と
き
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

専
攻
科
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
授
業
料
年
額
を
次
の
2
期
に
分
け
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前

期

4
月
1
日
か
ら
同
30
日
ま
で

後

期

10
月
1
日
か
ら
同
31
日
ま
で
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第
9
条

の
2

入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
、
別
表
2
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
10
条

既
納

の
入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ

っ
て
も
還
付
し
な
い
。

第
11
条

休
学

の
期
間
は
、
1
年
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、

は
教
授
会
の
議
を
経
て
期
間
の
延
長
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
12
条

第
13
条

第
14
条附附附附附附附附附附

第
4
条

に
定
め
る
単
位
を
修
得
し
た
者
に
は
、
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

こ
の
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
な

い
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
学
学
則
を
適
用
す
る
。

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
教
授
会

の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

貝U貝IJ貝IJ貝IJ貝IJ貝iJ貝iJ貝iJ貝iJ

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

こ

の
規

程

は

、

昭

和

50
年

10

月

2

日

か

ら

施

行

し

、

昭

和

50
年

4

月

1

日

か

ら

適

用

す

る
。

昭
和
51
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
53
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
54
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
55
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
56
年

4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
57
年

4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る

OOOOOOO。

た

だ

し

、

2
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

入
学
検
定
料
及
び
授
業

料
に
つ
い
て
は
、

学
長

平
成
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別表1

体育学部専攻科教育課程

学 科 目

論

論

論

論

論

論

論

論

論

習

習

習

習

習

習

験

験

験

験

習

文

計

懲
羅

響響

事
∵

体

体

体

衛

運

健

社

保

体

西

体

キ

体

レ

社

衛

生

キ

心

体

研

合

単 位

実技(2選)

(3選)

(必)

(3選)

(必)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

10

6

6

32

必=必 修 2選=2科 目選択
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別表2

入 学 金250,000円

授 業 料

前 期265,000円

後 期265,000円

実 験 実 習 費57,000円

入 学 検 定 料 25,000円

注 本表は平成2年 度移行入学 した者から適用す る。

〔「
学
校
法
人

日
本
体
育
会
規

程
類
集

」

一1736一



第第第第第

九

一

日
体

保
育

科
学

則

(昭
和

三
十

五
年

三

月
十

一
日
厚
生

大

臣
指

定

)

第

一
章

総

則

一

條

本
学
は
教
育
基
本
法
の
規
定
す
る
教
育

の
目
的
と
方
法
に
則
り
、
児
童
福
祉
法
に
基
き
、
保
育

の
理
論
と
実
際
を

教
授
研
究
し
、
健
全
な
心
身
を
練
磨
す
る
と
共
に
豊
か
な
教
養
と
高
度
の
技
術
を
授
け
以
て
優
れ
た
児
童
福
祉
施
設

の
保
母

を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

條

本
学

の
第

一
学
年
に
入
学
さ
せ
る
定
員
は
左
の
通
り
と
す
る
。

保
育
科

五
〇
名

第
二
章

通

則

第

一
節

学
年
学
期
及
び
休
日

三

條

前
学
期

後
学
期

四

條

祝
祭
日
、

春
季
休
業
日

夏
季
休
業
日

冬
季
休
業
日

五

條

教
授
會
は
本
学

の
教
員
を
以
て
組
織
す
る
。

学
年
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
り
、
左
の
二
学
期
に
分
け
る
。

自
四
月

一
日

至
九
月
三
十
日

自
十
月

一
日

至
翌
年
三
月
三
十

一
日

学
年
中
の
休
業
日
は
左

の
通
り
と
す
る
。
但
し
学
長
が
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
曜
日
、
本
学
記
念
日

自
三
月
二
十
日

至
四
月
十
日

自
七
月
十

一
日

至
九
月
十
日

自
十
二
月
二
十
五
日

至
翌
年

一
月
八
日

第
二
齢即

教
授
・曾
H

本
学
に
教
授
會
を
置
く
。
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教
授
會
は
学
長
又
は
教
員

の
三
分
の

一
以
上
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
学
長
が
こ
れ
を
招
集
し
そ
の
議
長
と
な
る
。

第

六

第

七

第

入

第

九

第

十

第

十

一
五 四 三 ニ ー 條條條一

、

 二

、
條 條 三 ニ ー 條 四 三

教
授
會

は
左
の
事
項
を
審
議
す
る
。

学
科
課
程
及
び
学
科
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

学
生
の
資
格
認
定
及
び
そ
の
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

教
職
員
の
進
退
に
関
す
る
こ
と
。

厚
生
大
臣
又
は
学
長
の
諮
問
し
た
こ
と
。

そ
の
他

の
重
大
な
こ
と
。

第
三
節

入
学
及
び
入
学
資
格

本
学
の
入
学
期
は
学
年

の
始
め
か
ら
三
十
日
以
内
と
す
る
。

本
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
者
は
、
左
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
。

通
常

の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

(通
常

の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る

学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
)。

文
部
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
。

満
十
入
才
以
上

の
女
子
で
あ

つ
て
児
童
福
祉
施
設
に
お

い
て
二
年
以
上
児
童

の
保
護
に
従

事
し
た
者
。

入
学
志
願
者
は
入
学
願
書
、
履
歴
書
及
び
入
学
に
必
要
な
左

の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

出
身
学
校
長

の
卒
業
成
績
証
明
書
、
人
物
考
査
書
。

身
体
楡
査
書
。

戸
籍
抄
本
。

願
類
に
楡
定
料

(別
に
規
定
す
る
)
を
添
付
す
る
こ
と
。

願
出
に
よ
り
退
学
し
た
者
が
再
入
学
を
志
望
す
る
と
き
は
、
詮
議
の
上
原
級
若
し
く
は
そ
れ
以
下
に
入
学
を
許
可
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す
る
こ
と
が
あ
る
。

第

十

二

條

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
保
証
人
二
人
を
定
め
、
本
学
規
定

の
書
式
に
よ
り
在
学
保
証
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第

十

三

條

保
証
人
は
尊
属
親
及
び
本
学
所
在
地
又
は
近
接
府
県
居
住
者
で
独
立
の
生
計
を
営
む
も

の
と
す
る
。

保
証
人
に
異
動

(変
更
、
死
亡
、
転
居
改
姓
等
)

の
あ
つ
た
と
き
は
直
ち
に
届
出
る
こ
と
。

第

十

四

條

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
入
学
金

(別
に
規
定
す
る
)
を
納
付
す
る
こ
と
。

第
四
節

休
学
、
退
学
、
除
籍

第

十

五

條

疾
病
そ
の
他
止
む
を
得
な

い
事
故
に
よ
り
欠
席
す
る
者
は
本
人
よ
り
届
け
出
る
こ
と
。

欠
席
が
引
き
続
き
七
日
以
上
に
亘
る
と
き
は
理
由
を
詳
記
し
、
保
証
人
連
署
を
以
て
届
け
出
る
こ
と
。

欠
席
届
は

一
週
間
以
内
に
差
し
出
す

こ
と
。

病
氣
欠
席

の
場
合
は
病
名
を
記
入
し
、
こ
れ
が
た
め

一
週
間
を
超
え
る
場
合
は
医
師
の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

第

十

六

條

病
氣
そ

の
他
止
む
を
得
な
い
事
故
が
あ
る
と
き
は

一
年
以
内
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

休
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
連
署
を
以
て
願
い
出
る
こ
と
。

但
し
病
氣
に
よ
り
休
学
す
る
者
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

第

十

七

條

第

十

入

條

第

十

九

條

第

二
十

條一

、

二

、

三

、

休
学
中

の
授
業
料
そ
の
他
の
納
金
は
こ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
。

授
業
料
そ
の
他
の
納
金
未
納
者
は
完
納
ま
で
登
校
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

退
学
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
そ

の
事
由
を
記
し
、
保
証
人
連
署
を
以
て
願

い
出
る
こ
と
。

左
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
は
学
籍
を
除
く
。

操
行
不
良

で
改
俊
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者
。

学
力
劣
等
で
成
業

の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者
。

正
当
な
事
由
な
く
引
き
続
き

一
ヵ
月
以
上
欠
席
し
た
者
又
は
出
席
が
常
に
定
ま
ら
な

い
者

。
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四
、
授
業
料
そ
の
他
規
定
の
納
金
を
納
付
し
な
い
で
定
期
日
後
三
十
日
以
上
に
及
ぶ
者
。

第
三
章

学

科

第

一
節

修
業
年
限
及
び
学
科
課
程

第
二
十

一
條

本
学

の
修
業
年
限
は
二
ヵ
年
と
す
る
。

第
二
十
二
條

学
生
は
左

の
標
準
に
よ
り
授
業
科
目
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
科
課
程
及
び
軍
位
数

一
.

必

修

科

目

二
.

選

択

科

目

備

考

配

当

配

当

配

当

配

当

学

科

目

学

科

目

軍
位
数

時
間
数

軍
位
数

時
間
数

倫

理

学

二

二
〇

保

育

理

論

二

三
〇

教
育
学
及
び
教
育
心
理
学

四

六
〇

社

會

福

祉

事

業
一

般

二

三
〇

保

育

理

論

六

九
〇

社

會

福

祉

法

制

一

一

五

児
童
心
理
学
及
び
精
神
衛
生

八

一

二

〇

施

設

管

理

二

三
〇

生
理
学
及
び
保
健
衛
生
学看護学及び小児病学栄養学

四四四

六
〇六〇六〇

コ

ミ

ュ

ニ

テ

!

・オーガニゼーション

二

三
〇

生

物

学

二

二
〇

英

語

三

九
〇
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総 ケ 育 栄 看 体 音 社 自 全

1

ス 養 護
.児 會 然合

ワ 学 学 彼

実1実 実 実
住ク

実 居
習 習 習 習 習 育 樂 究 究)

全 全 生 社 グ ケ 社 社

鰻 雛))制 ク ク 般 学

○ 一 一 一 一 二 六 一 一 一 三

九
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
入
〇

六
〇

四
五

四
五

四
五

四
五

九
〇
〇

六 九 三 三 三 三 三
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

家 教 教 図 体 統 衛 音_法 社 歴 教 哲_グ
日 以 ル

育画 茜 會 翻
政育

行工 計嘱 教史育1;

含 修 実
学 史 政 作 育 学 学 樂)学 育 学 学 学)習

_工_」"一 ⊥ ⊥-H⊥
ノ　 　 　　 ノ　 ノ　 　 　 ノ　

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
二 三 三 三 三 四
〇 〇 〇 〇 〇 五
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竿

業

論

文

三

 

第
二
十
三
條

授
業
科
目
の
軍
位
は
左
の
基
準
に
よ
り
算
出
す
る
。

一
、

一
時
間
の
授
業
に

つ
き
、
二
時
間
の
予
習
ま
た
は
復
習
を
必
要
と
す
る
講
義
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
十
五
時

間
の
授
業
を
も

つ
て

一
軍
位
と
す
る
。

二
、
二
時
間
の
授
業
に

つ
き
、

一
時
間
の
予
習
ま
た
は
復
習
を
必
要
と
す
る
演
習
に
よ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
三
十
時

間
の
授
業
を
も

つ
て

一
軍
位
と
す
る
。

三
、
前
二
項
の
も
の
を
除
く
外
、
予
習
ま
た
は
復
習
を
必
要
と
し
な

い
実
験
ま
た
は
実
習
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

四
十
五
時
間
の
授
業
を
も
つ
て

一
軍
位
と
す
る
。

第
二
十
四
條

学
科
目
の
う
ち
必
修
科
目
は
毎
学
期
及
び
毎
週
の
授
業
計
画
に
よ
り
全
課
程

の
軍
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
総
合
実
習
に
つ
い
て
は
、
別
途
実
施
案
に
基
い
て
行
う
。

卒
業
論
文
は
最
終
年
度
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
條

選
択
科
目
の
う
ち
厚
生
大
臣
の
定
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
四
科
目
以
上
選
択
履
習
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
條

授
業
科
目
の
修
了
は
、
試
験
に
よ
つ
て
こ
れ
を
認
定
す
る
。

第
二
節

試
験
及
び
卒
業

第
二
十
七
條

学
生
は
必
修
科
目
及
び
そ
の
選
択
し
た
学
科
目

の
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
入
條

年
度
又
は
学
期

の
終
り
に
お
い
て
各

々
そ
の
履
修
し
た
科
目
に

つ
き
試
験
を
行
う
。
但

し
学
生
は
正
当

の
事
由
の

な
い
限
り
、
授
業
時
間
数

の
三
分
の
二
以
上
出
席
し
な
け
れ
ば
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

追
試
験
は
学
生

の
願
出
に
よ
り
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
あ
る
。

第
二
十
九
條

試
験
は
各
学
科
目
に
つ
い
て
合
格
不
合
格
を
決
定
し
、
六
〇
点
以
上
を
も

つ
て
合
格
と
す
る
。
但
し
実
験
実
習
に

つ
い
て
は
平
素

の
成
績
を
以
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第

三

十

條

最
終
年
度
に
卒
業
論
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
卒
業
論
文
は
三
軍
位
と
計
算
す

る
。

論
文
の
題
目
は
予
め
指
導
教
官
の
承
認
を
受
け
指
導
教
官
を
経
て
提
出
す
る
。

第
三
十

一
條

試
験
に
合
格

で
き
な

い
者
は
全
部
合
格
す
る
ま
で
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
四

ヵ
年
を
超
え
る
こ
と
は
許

さ
れ
な

い
。
四
ヵ
年
以
上
に
わ
た
る
者
は
除
籍
す
る
。

第
三
十
二
條

学
生
が
所
定

の
学
科
目
を
修
め
所
定

の
軍
位
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
は
、
卒
業
証
書

を
授
与
す
る
。

第
三
節

保
母
資
格

第
三
十
三
條

学
長
は
卒
業
し
た
者
に
対
し
保
母
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

第
四
節

聴
講
生

マ
マ

第
三
十
三
條

本
学
所
定

の
学
科
目
中

一
科
目
又
は
数
科
目
の
聴
講
を
願
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
学

力
詮
衡
の
上
支
障

の
な

い

限
り
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
五
條

第
三
十
⊥ハ
條

第
三
十
七
條

第
三
十
八
條

第
三
十
九
條

第

四

十

條

第
四
十

一
條

第
四
十
二
條

第
四
十
三
條

聴
講
期
間
は

一
ヵ
年
以
内
と
す
る
。
但
し
事
情
に
よ
り
更
に
継
続
題
講
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

聴
講
を
修
了
し
た
者

に
対
し
て
は
聴
講
証
明
書
を
授
与
す
る
。

聴
講
料
は
学
科
授
業
料
と
同
額
で
入
学
と
同
時
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

聴
講
生

に
対
し
て
は
試
験
は
行
わ
な

い
。

聴
講
生
の
入
寮
は
許
可
し
な

い
。

薯
講
生
に
関
し
特
に
規
定
あ
る
も
の
の
外
は
本
学

一
般

の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
章

服

装

学
生
の
服
装
は
総
て
本
学
所
定
の
服
装
規
定

に
依
る
。

第
五
章

賞

罰

善
行
の
者
、
学
業
優
秀

の
者
及
び
功
績
顕
著
な
者
等
に
対
し
て
は
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ

る
。

学
則
に
違
背
し
風
紀
を
棄
し
、
学
生

の
本
分
に
惇
る
行
為
が
あ

つ
た
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
懲
戒
を
加
え
る
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こ
と
が
あ
る
。

懲
戒
は
成
飾
、
停
学
、
退
学

の
三
種
と
す
る
。

第
六
章

入
寮
及
び
退
寮

第
四
十
四
條

学
生
は
第

一
学
年
中
は
成
る
べ
く
入
寮
す
る
も

の
と
す
る
。

第
四
十
五
條

卒
業
し
た
者
、
除
籍
又
は
退
学
を
命
ぜ
れ
ら
た
者
は
同
時
に
退
寮
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

第
四
十
六
條

本
学
則
施
行
に
関
す
る
細
則
は
別
に
こ
れ
を
定

め
る
。

第
四
十
七
條

本
学
則
は
昭
和
三
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

別
途
に
規
定
す
べ
き
も
の

一
.
授
業
料
等
納
付
規
定

日
体
保
育
科
授
業
料
等
納
付
規
定

第

一
條

授
業
料
は
左

の
通
り
と
す
る
。
但
し
二
期
に
分
納
す
る
も
前
期
に
全
納
す
る
も
随
意
と
す
る
。

前
期

後
期

自

四

月

一
日

至
九
月
三
十
日

自
十
月

一
日

至
三
月
三
十

一
日

一
二

、

二

、

〔論
寄

第
二
條

授
業
料
は
毎
学
期
始
業
後

一
週
間
以
内
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
條

入
学
検
定
料
は
四
、
○
○
○
円
と
す
る
。
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第
四
條

第
五
條

第
六
條

入

学

金

は

五

、

○

○

○

円

と

す

る
。

既

納

の

授

業

料

、

検

定

料

及

び

入
学

金

等

は

こ

れ

を

返

付

し

な

い
。

学

生

で

あ

つ
て
退

学

し

、

除

籍

さ

れ

、

又

は
退

学

を

命

ぜ
ら

れ

た

と

き

は
、

そ

の
学

期

の
授

業

料

は

こ

れ

を

徴

収

す

る

。

〔「
日
体
保
育
科
指
定
申
請
書
」
(昭
和
三
十
五
年

】
月
)
〕

九

二

常

陽

中
學

校
學

則

(昭
和

二

十

二
年

二
月
十

日
認
可

)

第

一
章

総

則

第

條

本
校

ハ
中
等
學
校
令

二
擦
リ
高
等
普
通
教
育
ヲ
施
シ
身
膿
ノ
襲
達
智
能

ノ
啓
培
人
格
ノ
陶
冶
ヲ
重

ン
ジ
特

二
國
際

道
義

ノ
酒
養

二
努

メ
以
テ
誠
心
有
爲
ナ
ル
人
材
ノ
養
成

ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス

第

二

條

修
業
年
限

ハ
五
年
ト

ス

第

三

條

生
徒
ノ
入
學
定
員

ハ
ニ
百
名
ト

ス

第
二
章

學
年
學
期
及
休
業

第

四

條

學
年

ハ
四
月

一
日
二
始

マ
リ
翌
年
三
月
三
十

一
日

二
終
ル

學
年
ヲ
分
チ
テ
左
ノ
三
學
期
ト

ス

第

一
學
期

四
月

一
日
ヨ
リ
入
月
三
十

一
日

二
至

ル

第
二
學
期

九
月

一
日
ヨ
リ
十
二
月
二
十

一
日
二
至

ル

第
三
學
期

一
月

一
日
ヨ
リ
三
月
三
十

一
日

二
至

ル

第

五

條

休
業
日
左
ノ
如
シ

一
、
祝
日
、
祭
日
、
日
曜
日

一
、
夏
季
休
業
七
月
二
十

一
日

ヨ
リ
八
月
三
十

一
日

マ
デ
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第

六

一
、
冬
季
休
業
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年

一
月
七
日

マ
デ

一
、
春
季
休
業
三
月
二
十
六
日
ヨ
リ
四
月
四
日
マ
デ

休
業
日

二
行
事
作
業
又

ハ
心
身
修
練
ヲ
行
ヒ
且
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ

ハ
臨
時
短
縮
或

ハ
延
長

ス
ル
コ
ト
ア
ル

ベ
シ第

三
章

學
科
課
程
及
授
業
時
数

條

學
科
課
程
及
授
業
時
数
左
ノ
如
シ

理 國
教

数 民 科

科 料

教 生 物 数 地 歴 国 修
學

練 物 象 學 理 史 語 身
年

一 一 第
一

學
三 四 四 三 五 一 年

〕 一 第
二

學
三 四 四 三 五 一 年

一 一 第
三
學

三 六 四 三 五 二 年

一 一 第
四
學

三 .五 五 三 五 二 年

一 一 第
五

三 五 五〕
=五 二一一

學
年

一1746一



藝 体
毎 修 外 実
週 能 練
授 国
業 業 科 科
総 語
時 工 図 書 音 武 体
数 練 科 科

作 画 道 楽 道 操

〕 〕

三
五 三 四 ニ ー 一 四

一

〕
三
五 三 四 ニ ー 一 四

一 〕
( (

三 四 四
六 三 三 三

一 〕
( (

三 四 四
六 三 三 三

〕一
( (

三
六 三
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海

軍

備
考

本
表
ノ
外
學
校
長

二
於
テ
教
育
上
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
随
時
課
外
ト
シ
テ
修
練
實
習
作
業
等

二
關
ス

ル
教
育
ヲ
施

ス
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ

第
四
章

進
級
及
卒
業

第

七

條

各
學
年

二
於
ケ
ル
課
程
ノ
修
了

ハ
平
素
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
テ
之
ヲ
定

ム



第

入

條

第

九

條

第 第 第

±++

條 條 條

 

第

十

三

條

第

十

四

條

第

十

五

條

第

十

六

條

第

十

七

條

第

十

入

條

第

十

九

條

第

二
十

條

成
績
ヲ
分
チ
テ
學
期
成
績
及
學
年
成
績
ノ
ニ
ト

ス
學
年
成
績

ハ
各
學
期
ノ
成
績
ヲ
綜
合
シ
テ
之
ヲ
定

ム

本
校
ノ
全
課
程
ヲ
修
了
シ
タ

ル
者

ニ
ハ
卒
業
讃
書
ヲ
授
與
ス

第
五
章

入
學
休
學
及
退
学

入
學
期

ハ
毎
年
四
月
ト
ス
但
シ
鉄
員
ア
ル
ト
キ

ハ
臨
時
入
學
ヲ
許
可

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第

一
學
年

二
入
學
ヲ
許
可

ス
ル
者

ハ
國
民
學
校
初
等
科
ヲ
修
了
シ
タ

ル
者
ト
ス

第
二
學
年
以
上

二
訣
員
ア
ル
場
合

ハ
相
當
年
齢

二
達
シ
前
各
學
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
及
同
等
ノ
學
力
ヲ
有

ス
ト
認
ム
ル
者

二
封
シ
之
ヲ
考
査
ノ
上
入
學
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

入
學
志
願
者

ハ
所
定
ノ
入
學
願
書

二
入
學
楡
定
料
ヲ
添

へ
任
學
又

ハ
出
身
學
校
ヲ
経
テ
願
出
ヅ
ベ
シ

入
學
志
願
者

二
封
シ
テ

ハ
在
学
又

ハ
出
身
學
校
長
ノ
個
人
調
査
書
ヲ
勘
考
シ
更

二
学
力
及

人
物
考
査
並

二
身
禮
検

査
ヲ
行
ヒ
入
學
ヲ
許
可
ス

入
學
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者

ハ
十
日
以
内

二
本
校
所
定
ノ
誓
約
書

二
戸
籍
抄
本
又

ハ
戸
籍
記
載
事
項
謹
明
書
ヲ
添

へ
學
校
長

二
差
出

ス
ベ
シ

保
謹
人

ハ
尊
屡
親
又

ハ
生
徒
ノ
身
分
ヲ
引
受
ヶ
且
監
督
ノ
責
ヲ
蓋
ス
ニ
堪

フ
ル
者
タ
ル
ベ
シ

疾
病
又

ハ
事
故

二
因
リ
鉄
席
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
豫
メ
其
ノ
旨
學
校
長

二
届
出
ヅ
ベ
シ
但

シ
病
氣
ノ
爲

二
一
週
間

以
上

二
拙

ル
ト
キ

ハ
讐
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

疾
病
又

ハ
事
故

二
因
リ
三
ケ
月
以
上
修
學

ス
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
ル
虞
ア
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
理
由

ヲ
具
シ
保
讃
人
連
署
ノ

上
學
校
長

二
願
出
デ

一
年
以
内
休
學
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
疾
病
ノ
場
合

ハ
馨
師
ノ
診
断
書

ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

休
學
期
間
ノ
中
途

二
於
テ
出
校
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
其
讃
人
連
署
ヲ
以
テ
學
校
長

二
届
出

ス
ベ
シ

疾
病
又

ハ
事
故

二
因
リ
退
學
セ
ン
ト

ス
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
事
由
ヲ
具
シ
保
謹
人
連
署
ヲ
以

テ
學
校
長

二
願
出

ツ
ベ
シ

但
シ
疾
病
ノ
場
合

ニ
ハ
腎
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
附

ス
ベ
シ

學
校
長

二
於
テ
左
ノ
各
號
ノ

一
二
該
當
ス
ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
退
學
ヲ
命

ス

一1748一



一
、
性
行
不
良

ニ
シ
テ
改
善
ノ
見
込
ナ
キ
者

二
、
學
力
劣
等

ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者

三
、
引
績
キ

一
年
以
上
鉄
席
シ
タ
ル
者

四
、
出
席
常
ナ
ラ
ザ

ル
者

第
六
章

賞

罰

第
二
十

一
條

學
力
、
禮
力
、
操
行
共

二
優
秀
ナ
ル
者
又

ハ
其
ノ
他
ノ
模
範
タ
ル
ベ
キ
者

ハ
之
ヲ
褒
賞

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
二
條

不
都
合
ノ
行
爲
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
生
徒

二
封
シ
調
戒
謎
責
ヲ
加

へ
又

ハ
停
學
退
學
ヲ
命

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
七
章

授
業
料
及
入
學
検
定
料
入
學
金

第
二
十
三
條

授
業
料

ハ
月
額
金
式
拾
圓
ト
ス
毎
月
指
定
ノ
期
日

二
納
付

ス
ベ
シ
但
シ
前
納
ヲ
妨
ゲ
ス

第
二
十
四
條

入
學
検
定
料

ハ
金
五
圓
ト
ス

第
二
十
五
條

入
學
金

ハ
金
拾
圓
ト

ス

第
二
十
六
條

既
納
ノ
學
費

ハ
事
情
ノ
如
何

二
拘
ラ
ス
返
附
セ
ス
但
シ
前
納
ノ
授
業
料

二
限
リ
退
學
翌
月
後
ノ
分
ヲ
返
還

ス

第
二
十
七
條

期
日
内

二
授
業
料
ヲ
納
付
セ
ザ
ル
者

二
封
シ
テ

ハ
其
ノ
出
校
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
八
條

在
學
生
徒

ハ
出
席
ノ
有
無

二
拘
ラ
ス
授
業
料
ヲ
納
付

ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
九
條

授
業
料

ハ
特
別
ノ
場
合

二
於
テ
之
ヲ
減
免
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
八
章

寮

舎

第

三

十

條

本
校
生
徒

ハ
保
謹
人
ノ
許
ヨ
り
通
學
ス
ル
モ
ノ
ノ
外

ハ
寮
舎

二
寄
宿
セ
シ
ム

第
三
十

一
條

寮
生

ニ
シ
テ
外
泊
セ
ン
ト
ス
ル
者

ハ
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得

ル
ニ
ア
ラ
ザ

レ
バ
之
ヲ
ナ

ス

コ
ト
ヲ
得

ス

第
三
十
二
條

教
育
上
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ

ハ
生
徒

二
入
寮
ヲ
命

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
三
條

生
徒
ノ
寮
舎

二
於
ケ
ル
費
用

ハ
自
辮
ト
シ

=
疋
ノ
期
日
二
納
付
セ
シ
ム

附

則

一1749一



第
三
十
四
條

本
學
則
施
行

二
關
ス
ル
細
則

ハ
學
校
長
之
ヲ
定

ム

學

級

編

成

豫

定

表

年
度學級生徒學数年

第
一

年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

第
四
年
度

第
五
年
度

學
級

生
徒
数

學
級

生
徒
数

學
級

生
徒
数

學
級

生
徒
数

學
級

生

徒

数

第

一

學

年

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

第

二

學

年

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

第

三

學

年

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

第

四

學

年

四

二
〇
〇

四

二
〇
〇

第

五

學

年

四

二
〇
〇

計

四

二
〇
〇

入

四
〇
〇

一

二

六
〇
〇

一

六

八
〇
〇

二

〇

一
、

○

○

○

第

一
號
書
式

入

學

願

受
付
番
號

一1750一



號 番

者 権 親 人 本

職

業

現

住

所

氏

名

卒 現

業 在

學

校 又

名 ハ

現

住

所

原

籍

生

年

月

日

氏

名

績 本
人
ト

柄 ノ

1751



第
二
號
書
式

入
學
許
可
通
知
ヲ

受
ク
ル
所

常
陽
中
學
校
長
何
某
殿

親
権
者

右
後
見
人

親

族

團

籍所職
業
戸
主
又

ハ
誰
何

氏

名

年

月

日

生

右
者
今
般
、
御
校

へ
入
学
許
可
相
成
候

二
就
テ

ハ
充
分
監
督
ノ
責

二
任

シ

狸
リ

ニ
退
學
韓
學
致
サ
セ
間
敷
且
本
人
在
學
中

ハ
勿
論
學
籍
ヲ
脱
シ
候
後

タ
リ
ト
モ
在
學
中

二
係

ル
事
件

ハ
一
切
引
受
可
申
伍
テ
保
謹
如
斯
候
也

年

月

日

正
保
謹
人
住
所

氏

名

㊥

一1752一



第
三
號
書
式

副
保
謹
人
住
所

常
陽
中
學
校
長
何
某
殿

圏
本
校
規
定
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
其
ノ
業
ヲ
卒

ヘ
タ
リ

傍
テ
之
ヲ
謹
ス年

月

日

園
〔「常

陽
中
學
校
設
置
認
可
申
請
」

(昭
和

二
十

一
年
九

月
)〕

1753一



九
三

常
陽
高
等
學
校
學
則

(昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
認
可
)

レル

昂
'

勤
章繕

縣
則瞳

則

 

有

鳥

な
人
材

を
.養

成
イ
'る
を
闇
的
〉ど
イ
ー
ろ

鯛

一駕

-
刺
佼

に
簡

圃

熱

訓
劃

凶
圏

M
幽

限

は
㌧享

と
ず
剤

監昂

二'際

塗
徒
定

ツ貝
ば
四
百

み
斗
-人
と
ノ9
る

・

弄

ー

i
l

.
ノ,
智

日
、
衆

膚
、
厚

絞

}

μ
念

日
、
日
曜

匪
日

ノ
,

、
諸

r

「

よ

「

.

虐

,

-

.

航

ー

「

ーー

1
陛
薩

瓦
ほ
延

長

ず

る
・」俵

ち

ろ

.

第

亥
隣

課
3女
並
綬
.蒙

浸
時
数

義獅
ノ＼レヒ

麟

縫
盗
ろ

、

傲
隆

及
覆
業

崎
童

ば
別

「.
に
作
う

に
.あ

リ
ィ
鳳

'〆
百

二
子

d
以
L
-
と

-
i
し
共
の
他
の
…學

年
に
あ
之

墜

降

法
吉

炭
よ
と

ノ
ブ

う",即

障

医

陛

退
匪
仔
.休
蝿
学
風
鱒

画
守

第

掲

難

・刃

,吋

倒
エ
調学

年

の
焔
め
と
引

引

但
し
款
冒
(う

ろ

コ　
　

　
　
　
　
　
ド

ロ　
け

り
く
　
レ
　

　

　

　

　

と

さ
停

,即

畜

仔

朔

の
姶

め

に
蛍

い
く
臨

崎

入
嘱
傷

ゼ
ー
め

ろ
一

」

こ
と

が
ち

る

;

-

渕

羽
、
笛

引
劉

,劇

年

剥

し
得

る
兆
・
ロ
す
學

、稼
を
修

了

し
み、
者

丈
は
之
と
同
融寸

以
Lあ
瞳

降

る

　
者
と
ヲ
る

謝
堀
側
州
-劇
釧
剛
聞
剛
圏
旧
N
泌
丁
を
許
句
で
べ
き
者
W闊
閉
例

-.匡

比
玖別

一,
t
み
、払樋

又
ば
考

査
1.ド
依

ー

之

と
同

等

の
ル
ザ
カ
あ

り
と

認

め

た
者

.

第
斗
二療

灌舜
!學
斗
λ
泓
ず志
願
剃
,ド
刻
ー
イ
　

馴

鯉
俳
者
を
炭
り
る

劇

刈

摩
赴
願
者
は
所
宛
の
入
摩

願
畜

抵

身

劇
樹

、

養

謝

'書

並

F
礼
旦
皆
払
乃
省
/掛
阿
を
.添

之
イ
、學

、荻

到

蘭

津
途
一退

學

」者
ぞ
'再

汎
仔
を
志
願

ブ

る
者

又
は
他

に
纐

歩

る

,

'

,
吊
-
陽
津

卜
衿

1

の
商

等

學

♪、
よ
ウ
轄

摩

を

烈心
願

で
'
惹
者

あ
る
と
博

ば
鉄
員

あ
る
場

含
ド
恨
ー
考

査

ヱ

相
嘗

摩

年

ド

ー

「
l
-
1

.編

入
を

許

可

プ

る
亡
と

が
あ

る

隠

囲
入
學

・
許
可
ぎ
得
た
者
は
す

以
内
怪

副
茗

の

π
ー

,
,巳
!

-

π

」

ー

ー

ー

-
異暑

ー

嘉

丈

1痴、

一 「

1霊}重

ラ 切

霜

鵜
ノ毒

老圏
ヌ」盛

鞭∫身

ろ を
こ,k

辮
あy壽

る 場合

{こlit

薄

蓼

窪

一1754一



「

i

き

ほ
洪

旨

直

ド
摩

鯨

.長
ド
店
訟
る
保
護

へ
F
変

ず

あ

る

と

》
・、・
も

亦

同

じr
-I-r

瞠幽
闇

膨

彦
低
匹
願

玖
で
、許

!矧

を
吻
反
り

る

陣
繍

勲能
徽彌雛
酵翻

{

漫

丁
を

許

'同

・り

.る
壷
ず

ボ
欺
謝

惰

例
馴
鞠

糊
酬

を
志
望
ゴ
る
者
あ
ろ
ど

き

臣
ヌ
雷

の
事

由

あ

ー
ど

認

め
た
場

合

に
限

り

之

酬

、計

可

で

る
こ
と

バ
玖
來

う

「
ー
li
-
t

,剃

凶

訓
早
-
弘
負

ρ
訓
・

一馴

・倒

倒

,州

汀
方
謝

守
業

優

等

.イ
化
の
竺

・監

鯵

・廻

改
る
者

茅
ま
箇

衡
荏

鮒

玄
'胤

り
と
雛

鵬
辮

黙
欝

罰

る
徴
成
剛
剣
餉
瀧

停
幌学
坐

、…
と
ブ

る

國

印
梨

奇

杏
号

・
三

該
當
イ
る
者
ほ
學

蓼
惹
・・れ
ド
恨
顔

劉
! 亀

性

qズ
・

良,
<

改

老

雷
輩
な

し

と
♪刀評

め

た

者

≦'

 

・重

守
力
劣

肇
珂
ぞ
威
業

の
見

之
㌃

し
ど
認

め

た
者

雁

目
口

刻

難

劇

を
以
つ
イ
之
を
賠
償
せ
ー
め
ろ
こ
と
が

「

ち
野

瀾
謝

鋼
難
暢
罹
籍

環
雛
罐
燦
蛎研
業
ほ
ト
素

粥羅

鵬

鞭
蝦

離

蝦
雑
節
.、者

,劉

霧

刎

勾
の
惣

望

ハの
に
財
療

8
蝶
損
亡
火
し
た
ξ
は

嗣

'丁
六
隣
険
麟

を
昂
捲

庚
域

跨
彊
慶

康

嘩

図

一

「

…

i
」
-,
瞳

醸
潅

惨

ー

箪

る

凶

閉
撮

.灘

ヨ
]
.掴
へ

.

日
U

ド

・

-網

を

、防

げ

な

い

陣
氏
隊
閣

陶
姻
閣

隔
蓄
生階
陣

隠
轟
糠
欝

籟

了7T「 マ

{i'

由

あ

る

も

・ヴ～
ψど

顕
訪
腰

し

な

い

第

べ
ゑ
早

魂
月

侑

全
0

咳即
"!劇

,
虎
蓼

に
関

ず
る
県
定
は
戯
裟

1

別
に
〃～剤

り

る

.ー

}ー
ー山研
-
喝
ー
山
よ

†
ー
醤
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ト
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'
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め
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〔「常

陽
高

等
學
校
學
則
綴
」

(昭
和
二
十
三
年
)
〕

一1756一



九
四

荏
原
中
学
校
学
則

(
明
治
三
十
七
年
四
月
十

一
日
認
可
)

第

一
章

学

年
、
学

期
、
休

日

第

一

条

本
校

生
徒
修
業

年
限

ヲ
五

ケ
年

ト
シ

一
ケ
年

ヲ

}
学

年

二
当

ツ

第

二

条

学
年

ハ
毎
年

四
月

一
日

二
始

マ
リ
翌
年
三
月

三
十

一

日

二
終

ハ
ル

第

三

条

一
学
年

ヲ
分

チ
テ
三
学
期

ト

ス

第

一
学

期

四
月

一
日

ヨ
リ
八
月

三
十

一
日

二
至

ル

第

二
学

期

九

月

一
日

ヨ
リ
十

二
月

三
十

一
日

二
至

ル

第

三
学

期

一
月

一
日

ヨ
リ
三
月

三
十

一
日

二
至

ル

第

四

条

休
業

日
左

ノ
如

シ

一
、

日
曜
日

一
、
大

祭
祝

日

一
、

日
本
休

育
会
創
立
記

念
日

(九

月

二
十

三

日
)

一
、

夏
季
休
業

八
月

一
日

ヨ
リ
八
月

三
十

一
日

二

至

ル

一
、

冬
季
休
業

十

二
月

二
十

五
日

ヨ
リ
翌

年

一
月

七
日

二
至

ル

第

二
章

学

科
及
課

程

第

五

条

本

校

ノ
学
科

課
程

ハ
左

ノ
如

シ

(
別
表
)

第

三
章

入
学

及
退
学

第

六

条

入
学
期

ハ
学

年

ノ
初

ト

ス
学
年

ノ
初

メ
ヨ
リ

三
十

日

以

内

ト

ス
但
臨
時

入
学

ハ
欠
員

7

ル
時

二
於

テ
第

二

学

期
第

三
学

期

ノ
始

メ

ヨ
リ
十

日
以
内

ト

ス

第

七

条

本

校
第

一
年

級

二
入
学

セ
シ
ム
可
キ
者

ハ
身
体
健

全

品

行
方
正
年

齢
満
十

二
年
以

上

ニ
シ
テ
高

等
小
学
校

第

二
学
年
修

了

ノ
者

又

ハ
之

ト
同
程

度

ノ
学
科

二
就

キ
入
学
試
験

ヲ
受

ケ
テ
及
第

シ
タ

ル
者

タ

ル
可

シ

但

シ
入
学

ノ
承
認

ハ
小
学
校

高
等
科

第

二
学
年
修

了

老

ヲ
以

テ
先

ト

ス
然

レ
ド

モ
該

志
願

者

ノ
募

集
人
員

二
超
過

ス

ル
時

ハ
選

抜
試
験

ヲ
施
行

ス

第

八

条

本

校
第

二
年

級
以

上

二
入
学

セ
シ

ム
ベ

キ

モ
ノ

ハ
相

当

ノ
年
齢

二
達

シ
前

各
学
年

ノ
各
学

科

目
試
験

二
及

第

シ
タ
ル
者

ト

ス

第

九

条

入
学
志
願
者

ハ
第

一
号
雷
式

入
学
申

請
書
第

二
号
書

式
学

業
履
歴
書

ヲ
添

へ
本
校

事
務
所

二
差

シ
出

ス
ベ

シ
且
高
等
小

学
第

二
学
年
修

了
後

ノ
者

ニ
シ
テ
本
校

第

一
学
年
級

二
入
学

ス
ル
者

ノ
外

ハ
入
学

試
験
検
定
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料

ト
シ
テ
金

五
拾

銭

ヲ
納

ム
可

シ

第

十

条

退
学

セ
ソ
ト

ス
ル
者

ハ
保

証
人
速

署

ヲ
以

テ
其

ノ
事

由

ヲ
詳

記

シ
申
請

欝

ヲ
差
出

ス
可

シ

第

十

一
条

已

二
退

学

シ
タ

ル
生
徒

ニ
シ
テ
退
学

ノ
時

ヨ
リ

一
個

年
以
内

二
再

入
学

ヲ
志
願

シ
タ
ル
時

ハ
試
験

二
依

ラ

ズ

シ
テ
原
学
年
以

下

ノ
学
年

二
入
学

セ
シ
ム

ル
事

ア

ル
ベ

シ

第

十

二
条

他

ノ
中

学
校

二
転

学

ヲ
志
望

ス
ル
生
徒

ア
ル
時

ハ
正

当

ノ
事

由

ア
リ
ト
認

メ
タ
ル
場

合

二
限

リ
其

ノ
生
徒

ノ
在
学

証
書
及

ピ
成
績
表

ヲ
移

転
先
学
校

二
送

附

ス

ベ

シ

本
校

二
於

テ
他

ノ
学

校

ヨ
リ
前

項
書
類

ノ
送
致

ヲ
受

ケ

タ

ル
時

ハ
欠
員

ア

ル
場
合

二
限

リ
入
学

ヲ
承
認

ス

ル

コ
ト
ア

ル
可

シ

前

項

ノ
規

定

二
依

リ
転

入
学

ヲ
承
認

ス
ル
生
徒

ハ
試

験

ヲ
行

ハ
ズ

シ
テ
同

一
学
年

二
編
入

ス
ル

コ
ト

ア
ル

可

シ

第

四
章

試
験
規

則

第
十

三
条

試

験

ヲ
分

チ
テ
学
年
学

期

ノ
ニ
ト

ス

第
十

四
条

学
年
試

験

ハ

一
学
年
・
ノ
終

リ

ニ
学
期
試
験

ハ
第

一
学

期
第

二
学
期

ノ
終

リ

ニ
之

ヲ
行

フ

第
十

五
条

試

験
成
績

ハ
叩

乙
丙
丁

ノ
四

二
分

ツ

第
十

六
条

試
験

二
欠
席

シ
タ
ル
者

ハ
凡

テ
補

欠
試
験

ヲ
施
行

セ

ズ

第
十

七
条

生

徒

ノ
及
落

ハ
毎

学
期
試

験
及

ビ
学
年
試

験

ノ
成

績

及
ビ
平
素

ノ
学
業

ヲ
考
査

シ
テ
之

ヲ
定

ム

第
十

八
条

各
学
科

ノ
成
績

ハ
丙
以

上

ヲ
及
第

ト

ス

第
十

九
条

第

一
、

二
、

三
、

四
学
年

試
験

ノ
及
第
者

ニ
ハ
学
年

修
業
証

誹

ヲ
授
与

シ
第

五
学
年

試
験

ノ
及
第
者

ニ
ハ

卒

業
証
毬

ヲ
授
与

ス

第

五
章

学
費

規
則

第

二
十
条

本

校

二
入
学

ス
ル
者

ハ
在
学
保
証

書

ヲ
添

へ
入
学
金

弐
円

ヲ
納

ム
可

シ

第

二
十

一
条

本
校

ノ
授
業

料

ハ
第

三
学
年

以
上

ヲ

一
ケ
年
金

弐

拾
七
円

五
拾
銭

(
一
ケ
月
金
弐

円
五
十

銭
但

八
月

ヲ

除

ク
)

ト
シ
第

二
学
年

以
下

ヲ

一
ケ
年

金
弐
拾

弐
円

(
一
ケ
月
金
弐

円

八
月

ヲ
除

ク
)

ト

ス

第

二
十

二
条

授
業

料

ハ
毎

学
期

即

チ

一
月

四
月
九

月

ノ
三
回

二

分

チ
其

月

ノ
十

日
以
内

二
之

ヲ
前
納

ス
可

シ
但

シ
月

割

ヲ
以

テ

セ

ソ
ト

ス

ル
モ
ノ

ハ
年

額
十

一
分

ノ

一
ヲ

毎
月

五
日
迄

二
納

ム
可

シ

第

二
十

三
条

授
業

料

ノ
納

付

ヲ
滞

リ
タ

ル
モ
ノ

ハ
保
証

人

ヨ
リ

之

ヲ
微

収

ス

第

二
十

四
条

生

徒
在
学
中

ハ
出
席

ノ
有
無

二
拘

ハ
ラ
ズ
授
業

料
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ヲ
徴

収

ス

第

二
十

五
条

入
学
金

並

二
授

業

料
月
割

額

ハ

一
旦
之

ヲ
納

メ
タ

ル
後

直

チ

ニ
退

学

ス

ル
モ
返
附

セ
ズ
但

シ

一
学

期

ノ

授
業

料

ヲ
前

納

シ
半

途

ニ
シ
テ
退

学

ス

ル
者

ハ
退

学

ノ
翌
月

分

ヨ
リ
還

附

ス
可

シ

第

六
章

・
賞

罰

規
則

第

二
十

六
条

身

体
健

全

品
行

方

正

ニ
シ
テ
学
術

優
等

ナ

ル
者

ニ

ハ
教

員
会

ノ
決
議

ヲ
経

テ
特

殊

ノ
待

遇

ヲ
為

ス

コ
ト

ア
ル
ベ

シ

第

二
十

七
条

校

則
命

令

二
違

背

シ
タ

ル
者

及

ピ
総

テ
生

徒

タ

ル

ノ
本

分

ヲ
尽

サ
ザ

ル
者

ハ
其

情

状

二
依

リ
左

ノ
懲

罰

ヲ
加

フ

ル
モ

ノ
ト

ス

一
、

訓
戒

譲

出只
若

ク

ハ
教
誇

シ
テ
将
来

ヲ
戒

ム

ニ
、

退

場

授
業

二
就

ク

コ
ト

ヲ
停

止

シ
教

揚

ヲ
退

カ

シ

ム

三
、

謹
慎

校

内

二
謹

慎

セ
シ

メ
悔

悟

ノ
実

ヲ
挙

ゲ

シ
ム

四
、

停

学

悔

俊

ノ
情

状

顕
著

ナ

ル

ニ
至

ル
迄
就

学

ヲ
停

止

ス

五
、

退

学

学
籍

ヲ
除

キ

テ
放
校

ス

第

二
十

八
条

左

ノ
各
項

ノ

一
二
該

当

ス

ル
者

ハ
退

学

セ
シ

ム

一
、

身

体
病

弱
若

ク

ハ
学

業
劣

等

ニ
シ
テ
成

業

ノ
見

込

ナ

キ
者

一
、
性
行

不
良

ニ
シ
テ
改

善

ノ
見

込

ナ
キ
者

一
、
出
席

極

メ
テ

不
定

ナ

ル
者

一
、

一
ケ
年

以

上
引
続

キ
欠
席

シ

タ
ル
者

一
、
正

当

ノ
事
由

ナ
ク

シ
テ

又

ハ
無

届

ニ
テ
引
続

キ
十

五

日
以

上
欠

席

シ
タ

ル
者

一
、
贋

々
授

業
料

ノ
納

附

ヲ
台
心
リ

タ
ル
者

一
、

第

三
十

二
条

但
書

ノ
場
合

二
於

テ
適

当

ナ

ル
保
証

人

ヲ
立

テ
ザ

ル
者

第

七
章

生

徒

心
得

第

二
十

九

条

本

校

生
徒

タ

ル
者

ハ
常

二
本

校

教
育

ノ
旨

趣

ヲ
体

シ
剛
健

ナ

ル
身
体

堅

実

ナ

ル
道

義

明
敏

ナ

ル
智
識

ヲ

修
軸獲
セ

ソ

コ
ト
ヲ
期

ス
可

シ

第

三
十

条

前
条

ノ
目
的

ヲ
達

セ

ソ
ガ
為

メ

ニ
居

常
言

動

ヲ
慎

ミ

校
規

教

訓

二
服
従

シ
筍

モ
生
徒

タ

ル
ノ
体

面

ヲ
傷

ク

可

ラ
ズ

第

三
十

一
条

総

テ
師
長

ヲ
尊

敬

シ
信

義
礼

節

ヲ
重

ソ
ズ

ベ

ク
荷

モ
面

従
背

反

卑
劣

ノ
言

動

ヲ
為

ス
可

ラ
ズ

第

八
章

父

兄
保

証
人

心
得

第

三
十

二
条

入
学

ノ
承

認

ヲ
得

タ
ル
者

ハ
東
京

府
下

二
於

テ

一

家
計

ヲ
立

テ
本
校

の
指
示

二
従

ヒ
テ
被
保

証
人

二
関
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ス

ル

一
切

ノ
責

二
任

ジ
得

ベ

キ
成
年

以

上

ノ
男

子

ヲ

保
証

人

ト

シ
第

三
号
書

式

ノ
在

学
保

証
書

ヲ
十

日
以

内

二
差
出

ス
ベ

シ
但

シ
本
校

二
於

テ
不
適

当

ト
認

ム

ル
保

証

人

ハ
之

ヲ
変

換

セ

シ
ム
可

シ

第

三
十

三
条

保

証
人

ニ
シ
テ
転
居

シ
又

ハ
改

名

シ

タ
ル
時

ハ
其

都

度

直

チ

ニ
本
校

二
通

知

シ
又

旅
行

ス

ル
時

ハ
相

当

ノ
代

理
人

ヲ
定

メ
本
校

二
申

シ
出

ヅ

可

シ

第

三
十

四
条

保

証
人

二
対

シ
本
校

ヨ
リ
出
頭

ヲ
促

シ
タ

ル
時

ハ

速

二
参

校

ス
可

シ

第

九
章

寄

宿
寮

規

則

第

三

十

五
条

本
寮

ハ
生

徒

ノ
父
母

兄
姉

二
代

リ
テ
其

ノ
保

護

訓

育

ノ
任

二
当

ル
所

ト

ス

第

三
十

六
条

本
寮

ハ
特

二
衛
生

体
育

二
注
意

シ
之

二
基

キ

テ
品

性

ノ
陶
冶

学

業

ノ
進
歩

ヲ
図

ル
可

シ

第

三
十

七
条

本

寮

ニ

ハ
寮

監
及

ビ
医
師

ヲ
置

キ

テ
寮
生

ノ
保

護

訓
育

二
従

事

セ

シ
ム

第

三
十

八
条

寮

生

ノ
勉

学
食

事
眼

起

運
動

共

ノ
他
外

泊

帰
宅

等

二
関

ス
ル
細

則

ハ
別

二
之

ヲ
定

ム

第

三
十

九
条

寮

生
若

シ
其

ノ
本
分

ヲ
尽

サ
ザ

ル
時

ハ
其

情
状

二

依

リ
左

ノ
懲

戒

ヲ
加

フ
ベ

シ

一
、

訓

戒

二

、

三

、

四

、

第

四

十

条

謹

慎

保
証
人
預
ケ

退

寮

寮
費

ハ
物
価
ノ
高
低

二
伴
ヒ
時
々
之
ヲ
定
ム
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計

1体 唱 図 物 博 数 歴 地

計

昌
=
"

理史学物

理
化
学画歌操 蜘 死1

ふ
兵普 単 白

式通

在

体体

操操 音 画

六 一

物
理
化
学

図

画

唱

歌

μ

摺

同 単 用自

器在

上 音 画画

六 一 一

物
理
化
学

図

画

唱

歌

体

操

同単複同

上音音上

六 一

鉱 算 日 外 日 書綴 作講 人
取字 ・ 倫

本 国木 寵 燐 灘

歴 地地 勉 徴 ・

会訳 要
物 術 史 理理 話解 字法 旨

二 四 一 二 六 七 一

{

剃
■
一∫一

年

班

田
旦

ρf

・工

時

数

学/博 数 歴 地 外 漢国 修

看'1国
盟

ヨこ ロ　

物 学 史 理(闘`」英)三 聖 謄

同算代植

上術数物

外

国

地

理

同

上

同

上

読

方
、

訳

解
、

害

取

習

字
、

会

話
、

文

法

二 四 ニ ー 六 七

博 数 歴 地 外 漢国 修
国 言猷
言 配1:ltロロコ

物 学 史 理(英)文 及 身

み
動生 幾代 束

物理 洋

衛 歴

生 何数 史

外

国

地

理

同同読
方

、

訳
解

、

会
話

、

文
法

上上

書
取

二 四 ニ ー 七 七

㌶

二

学

奪

.珪

田
皿

,̀

・山

L寸

交

"

峯

蒼/

輩

時 毎

1数週

(別
表
)

学
科
課
程
及
教
授
時
数
表

一1761一



体 唱 図 物

、,【 理
化

操 歌 画 学

博 数 歴

物 学 史

　 へ 　 　　 　　 　 　 　 　　　 　 　

㌧wρ 〆

地ll 一警 断
コ ん ロロ

ド

　 ロ ノ にいノロ

理(英)文 及 身/!(・1

同

上

同 化
学

第第節

学学学

上 期期其月

動 同
物

第第第

rSY・PY・,、lt'一距一レ ーチ

」明其月」切_ヒ

西

洋

歴

史

同

上

講
読

、

文
法
、

作
文

同翻

ロ

し即

ヲ

ロカ

ヒ
一

フ

同

上

二 六 一 四 三三 四 ニ ー 七 六 一

体 唱 図 物
計 理

化
操 歌 画 学

博 数 歴 地 外 漢国 修

累 語
物 学 史 理(英)文 及 身

〔「創
立
八
十
周
年
記
念

誌
日
体
荏
原
高
等
学
校
」

(昭
和
五
十
九
年
十

」
月
)
〕

同 物

洋本
学

歴歴

上 理 角何 史史 文 上 史上

三
三 六 四 四 二 一 九 六

三幾 西日 地 同 文同 倫同

理

学

史上 班上

第

匹1

学

年

時毎数
週

学/
科//

遇

/
一み

年

第

五

学

年

毎
週

時
数

一1762一



九
五

荏
原
高
等
學
校
學
則

(昭
和
二
十
九
年
二
月
九
日
改
正
認
可
)

第

一
章

総

則

第

一
条

本
校
は
学
校
法
人
日
本
体
育
会
が
経
営
す
る
。

第

一一
条

本
校
は
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
、
同
施
行
規
則
及

び
私
立
学
校
法
に
よ
つ
て
設
置
運
営
す
る
全
周
制
高
等

学
校
で
普
通
課
程
と
商
業
課
程
を
置
く
。

第

三

条

木
校
の
位
置
は
東
京
都
大
田
区
安
方
町
四
八
番
地
に
置

く
o

第

四

条

本
校
は
男
子
に
必
要
な
高
等
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育

を
施
し
、
特
に
人
格
の
陶
冶
と
社
会
的
教
養
を
減
養
す

る
こ
と
を
目
当
と
す
る
o

第

五

条

本
校
は
教
育
の
尊
厳
を
保
つ
た
め
政
党
政
派
並
び
に
偏

向
し
た
政
治
的
又
は
思
想
的
活
動
を
許
さ
な
い
。

第

六

条

本
校
の
主
義
方
針
に
賛
同
し
て
子
弟
の
教
育
を
依
頼
す

る
父
兄

(保
謹
者
)
と
の
約
束
の
も
と
に
そ
の
子
弟
を

本
校
生
徒
と
し
て
教
育
す
る
。

第

七

条

本
校
に
は
学
校
長
教
頭
教
諭
兼
任
教
諭
嘱
託
教
員
並
び

に
事
務
職
員
を
お
く
。

第

八

条

教
職
員
は
本
校
の
教
育
目
的
を
体
し
て
教
育
活
動
に
誠

実
な
努
力
を
な
し
す
べ
て
率
先
垂
範
す
る
を
要
す
る
。

第

九

条

学
校
管
理
教
職
員
の
職
責
に
関
す
る
組
…織
及
び
規
定
は

別
に
之
を
定
め
る
。

第

十

条

教
師
と
生
徒
と
は
互
い
に
そ
の
人
格
を
尊
重
し
特
に
生

徒
は
教
師
を
尊
敬
し
そ
の
指
示
指
導
に
従
順
で
あ
る
こ

と
を
要
す
る
。

第
二
章

定
員

。
修
業
年
限
等

第
十

一
条

本
校
の
定
員
は
七
百
二
十
名
と
し
普
通
課
程
は
十
二
学

級
四
百
入
十
名
商
業
課
秘
は
六
学
級
二
百
四
十
名
と
す

る
。

第
十
二
条

修
業
年
限
は
三
ケ
年
と
す
る
。

第
十
三
条

攣
年
は
毎
年
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
・三
月
三
十
一

目
に
終
る
。

第
十
四
条

一
学
年
を
三
期
制
と
す
る
。
第
一
期
は
四
月

一
日
か
ら

八
月
三
十

一
日
迄
第
二
期
は
九
月
一
口
か
ら
十
二
月
三

日
迄
、
第
三
期
は
翌
年

一
月

一
口
か
ら
左
月
三
十

一
日
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す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
教
.育
懇
談
の
た
め
の
組
…織

は
別
に
之
を
定
め
る
。

第

三

十

条

保
護
者
の
住
所
が
遠
隔
の
場
合
は
そ
の
代
理
人
と
し

て
別
に
都
内
に
在
住
す
る
保
証
人
を
定
め
る
こ
と
を

要
す
る
。
但
し
こ
の
揚
合
学
校
長
の
承
認
を
碍
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

休
学

・
退
学

・
転
学

第
三
十
一
条

病
気
そ
の
他
正
当
な
理
由
で
ニ
ケ
月
以
上
欠
席
し
よ

う
と
す
る
者
は
保
護
者
か
ら
体
学
願
を
提
出
し
て
学

校
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
一条

病
気

・
転
住
そ
の
他
正
当
な
理
由
で
転
校
叉
は
退
学

を
希
望
す
る
者
は
所
定
の
書
類
を
と
り
の
え
て
保
誕

者
か
ら
学
校
長
に
願
い
出
で
そ
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

褒
賞

・
罰
則

第
三
十
三
条

学
力

・
性
行

・
出
席
の
諸
条
件
が
他
に
秀
で
人
間
成

育
過
程
に
於
い
て

一
般
生
徒
の
模
範
と
す
る
に
足
る

も
の
は
学
年
末
に

一
定
の
方
法
に
よ
つ
て
表
彰
す
る

他
卒
業
の
際
に
賞
状
等
を
授
与
し
て
之

を
褒

賞

す

る
。

第
三
十
四
条

川
席
常
な
ら
ず
或
い
は
無
屈
の
ま
～
一
ケ
月
以
上
欠

席
し
た
者
ま
た
納
入
金
の
滞
納
ニ
ケ
月
以
上
に
及
ぶ

者
は
之
を
除
籍
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
三
十
五
条

校
則
を
守
ら
ず
協
同
生
活
を
み
だ
り
叉
は
学
業

。
性

行
の
不
良
等
に
よ
り
、
学
校
長
が
就
学
継
続
困
難
と

認
め
た
も
の
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
謎
責

・
謹
慎

・

停
学

・
退
学
そ
の
他
適
当
と
認
め
た
教
育
上
の
処
分

を
行
う
。

第
入
章

教
育
課
程

第
三
十
六
条

本
校
三
ケ
年
間
に
履
修
す
べ
き
教
育
課
程
時
…聞
配
当

表
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

第
九
章

入
学
考
査
料

・
入
学
料
及
び
授
業
料

第
三
十
七
条

本
校
の
入
学
考
査
料

・
入
学
料
及
び
授
業
料
は
下
の

通
り
で
あ
る
。

入
学
考

査

料

五
百
円

入

学

料

弐
千
円

授
業
料
(月
額
)

九
百
円

第
三
十
八
条

授
業
料
は
生
徒
が
在
籍
す
る
間
は
毎
月
之
を
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条

一
旦
納
め
た
納
入
金
は
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
之
を

返
還
し
な
い
。

箪

四

十
条

寄
宿
舎
制
度
は
当
分
之
を
定
め
な
い
。
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迄

と
す

る
。

第

十
五
条

侮

日

の
教
育

活
動

は
午
前

八
時

に
始

ま
り
午
後

四
時

に

終

る
。
但

し
季
節

に
よ

つ
て
仲
縮

す

る

こ
と

が

あ
る
。

第

三
章

休

日

・
休
暇

第
十

六
条

木

校

の
休

日

は
下

記
の
通

り

と
す

る
。

祝

目

・
日
曜

日

・
創
立

記
念

日

第
十

七
条

長
期

の
休
暇

は

下
記

の
通

り

で
あ
る
。

夏

期
休

暇

七
月

二
+

一
日

か
ら
八

刀
三
+

一
日
ま

で

冬

期
休

暇

十
二

月
二
十

五

日
か
ら
翌
年

一
月
七

目
ま

で

麻

期
休

暇

三
月

二
十

四

日
か
ら

三
月
三

十

一
日
ま

で

第

十
八

条

前

二
条

の
規

定
の
外
、
教

育

上

必
要

と
認

め
た

と
き

は

臨

時
休

業

授
業
時

間

の
短
縮
等

を
行

う

こ
と

が

あ
る
。

第

四
章

入

学

・
在
学

・
卒
業

第

十
九

条

本

校

入
学

の
資
格

は
中
学

校
卒
業

或

は
そ

れ
と
同
等

以

上

の
学
力

を
有

し

て
相
当

の
年
令

に
達
し

心
身
共

に
健

全

で
あ

る

こ
と

を
要

す
る
。

第

二
十
条

本

校

に
入
学

を
希

望

す
る
者

は
所

定

の
入
挙

願
書

履

歴

書

そ

の
他

必
要

な
書
類

を
と

＼
の
え
考
査
料

と
共

に
本

校

に
提

川
す

る
こ
と

を
要
す

る
。

第

二
十

一
条

本

校

に
入
学

の
許

可
を
受

け
た

も
の

ね
所

定

の
様

式

の
在
学
証
書
を
認
め
、
所
定
の
入
学
料
を
添
え
て
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

本
校
に
在
学
す
る
も
の
は
校
則
及
び
そ
れ
に
伴
う
諸

規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

本
校
所
定
の
単
位
を
全
部
履
修
し
た
も
の
に
は
所
定

の
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
二
十
四
条

三
年
間
に
所
定
の
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
つ
た
時
は
そ
の
単
位
を
修
了
す
る
ま
で
六
ケ
月
叉

は

一
ケ
年
引
続
き
在
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
五
章

保
護
者

・
保
証
人

第
二
十
五
条

子
弟
の
生
活
と
教
育
と
に
責
任
を
も
つ
父
兄
を
保
漣

潜
と
す
る
。

第
二
十
六
条

保
護
者
は
生
徒
の
在
学
中
そ
の
身
上
に
関
す
る
責
任

を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

保
誕
者
は
常
に
そ
の
住
所
を
学
校
に
届
け
出
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

保
護
者
は
通
知
簿

・
生
徒
乎
帖
生
徒
会
新
聞
な
ど
に

関
心
を
も
ち
、
学
校
訪
問
∵
教
育
懇
話
会
へ
の
参
加

等
に
よ
り
、
家
庭
と
学
校
と
の
連
絡
を
保
つ
こ
と
を

要
す
る
。

第
二
十
九
条

保
誕
者
ほ
本
校
教
員
と
共
に
学
校
教
育
活
動
に
協
力
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第
四
十
一 附

条

る 本
o校 則

校
則
の
施
行
上
必
要
な
細
則
は
別
に
之
を
定
め

第
四
+
二
条

撰

択
教
科

目

に

つ
い

て
は
時

の
事
情

に
よ
り
多

少

の

変
更

を
見

る

こ
と
が

あ
る
。

表当配間時程課育教

別 /
課

程

別

通

常

課

程

別/

課

程

別

通

常

課

程

選

教

科

別

位

必

普

通

課

程

商

業

課

程

鐸
卸
鋼

総 時 数

選

教

科

別

量
一

科 目1必

法副

単 位 普

通

課

程

一

年
二
年
三

年

年

次

商

業

課

程

位

年

次

単
司
司
司

国

総 時 数

 

語

(甲
)

九

三

三

三

九

三

三

業

経

規済

三二

(
三
)

(
三
)

一
〇
五

(
二
)

(
二
)

七
〇

共 通 必 修 教 科 目

理 科 数 学 保

健

体

育

社 会

地化物生

学学理物

解幾解一

哲畷
じ何ご学

時世日人一

文般事界本

地社問

題史史理会

で
五

((!{V(㌧
五 五 五 五
))))

((((
五 ユニ五 五
))))

≦≧盆盆2
))))

で
五

((((五五五 ユニ
))))

((((
五五五五))))
((((
五五五五))))

九

三

三

三

6五

五

((((五五五五
))))
((((
五五五五))))

五

≦≧⊆≧盆⊆≧
))))

((((
五 五 五 五
))))

2⊆≧盆盆))「))
一
宅 ～ii…
五 五

一
五

((((
五五五五))))

((((五五五五
))))

((((五五五五

≧∠))¥

宅ん至
五 五

九

三

三

三

蓋

五 五

五

((((
五五五五))))
((((
五五五五))) 一¥

宅ん量…モ
五 ⊂)五

選 択 教 科 目 関係必修教

統商実 商 珠芸漢国 外

計 務 業 国

調 実 経 藁 藁

査品習 済 算能文乙 蓉

簿商文珠経算

記業書及
商

会英実業
計

計語務算営

三 三 六 六 六 玉

二 二 ニ ニ 五

一 一=二=ニニ 五

二=二 二二二二 五

ニ ニニ四 一

二 二 四 二 三 六 六 六 ～ヨ

ニ ニ ニ ニニ 五

一 一 二=ニ ニ 五

二二二 二二

6五 二 六二

(
二 二δ

((四 δ5

((
四五 δ5

三三一 二
五 七 七 一 七
⊂⊃五 ⊂⊃⊂⊃⊂⊃

七七茜急δ6≡ …三琵
000⊂)五 五 〇 〇 〇 〇 五

選
択
教
科
目
中
普
通
課
程
の
外
国
語
は
各
年
次
五
単
位
必
修
と
し
国
語

乙

・
漢
文

・
芸
能

・珠
算

・
商
業
経
済
中
よ
り
二
科
目
を
選
択
せ
し
め
る
。

商
業
課
程
は
八
十
五
単
位
以
上
の
所
商
業
に
関
す
る
科
目
三
十
単
位
以

上
を
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。
普
通
課
程
は
共
通
必
修
教
科
目
に
選
択
教

科
目
を
加
え
て
八
十
五
単
位
以
上
を
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。

社
会

は

一
般
社
会
を
除
き
普
通
課
程
は
十
単
位
商
業
課
程
は
五
単
位
以

上
を
履
修
せ
し
め
理
科
数
学
は
普
通
課
程
は
各
々
十
五
単
位
商
業
課
程
は

各
々
五
単
位
以
上
を
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。

〔「
日
本
体
育
会
荏
原
中
学
校

・
荏
原
高

等
学
校
五
十
年
史
」

(昭
和
三
十
年
十

一
月
)
〕
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九
六

日
体
荏
原
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

第 第第 第第 第

 

第第 第 第

昭
和
23
年
3
月
10
日

制

定

平
成
2
年
11
月
7
日

最
近
改
正

第

一
章

総

則

一

条

本
校
は
学
校
法
人
日
本
体
育
会
が
経
営
す
る
。

二

条

本
校
は
教
育
基
本
法

・
学
校
教
育
法

・
同
施
行
規
則
及
び
私
立
学
校
法
に
よ

つ
て
設
置
運
営
す
る
全
日
制
の
課
程
、

普
通
科
と
商
業
科
を
置
く
。

三

条

本
校
は
日
体
荏
原
高
等
学
校
と
称
し
東
京
都
大
田
区
池
上
八
丁
目
二
十
六
番

一
号
に
置
く
。

四

条

本
校
は
男
子
に
必
要
な
高
等
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
し
特
に
人
格
の
陶
冶
と
社
会
的
教
養
を
酒
養
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

五

条

本
校
は
教
育

の
尊
厳
を
保

つ
た
め
政
党
政
派
並
び
に
偏
向
し
た
政
治
的
又
は
思
想
的
活
動

を
許
さ
な

い
。

六

条

本
校
の
主
義
方
針
に
賛
同
し
て
子
弟

の
教
育
を
依
頼
す
る
父
兄

(保
護
者
)
と
の
約
束

の
も
と
に
そ
の
子
弟
を
本

校
生
徒
と
し
て
教
育
す
る
。

七

条

本
校
に
は
学
校
長
1
、
教
頭
1
、
教
諭
50
、
兼
任
教
諭
2
、
講
師
12
、
並
び
に
事
務
職

員
5

学
校
医
1
、
学
校

歯
科
医
1
、
学
校
薬
剤
師
1
、
看
護
職
員
1
を
置
く
。

入

条

教
職
員
は
本
校
の
教
育
目
的
を
体
し
て
教
育
活
動
に
誠
実
な
努
力
を
な
し
、
す
べ
て
率
先

垂
範
す
る
を
要
す
る
。

九

条

学
校
管
理
、
教
職
員
の
職
責
に
関
す
る
組
織
及
び
規
定
は
別
に
之
を
定
め
る
。

十

条

教
師
と
生
徒
と
は
互
い
に
そ
の
人
格
を
尊
重
し
特

に
生
徒
は
教
師
を
尊
敬
し
そ
の
指
示
指
導
に
従
順
で
あ
る
こ
と

を
要
す
る
。

第
二
章

定
員

・
修
業
年
限
等
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第

十

一
条

本
校
の
定
員
は
壱
千
五
百
名
と
し
全
日
制

の
課
程
普
通
科
は
弐
拾
七
学
級
で
壱
千
参
百
五
拾
名
、
商
業
に
関
す
る

学
科
商
業
科
は
参
学
級
壱
五
百
拾
名
と
す
る
。

第

十

二

条

修
業
年
限
は
三
年
と
す
る
。

第

十

三

条

学
年
は
毎
年
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
る
。

第

十

四

条

一
学
年
を
三
期
制
と
す
る
。
第

一
期
は
四
月

一
日
か
ら
八
月
三
十

一
日
ま
で
、
第
二
期
は
九
月

一
日
か
ら
十
二
月

三
十

一
日
ま
で
、
第
三
期
は
翌
年

一
月

一
日
か
ら
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

第

十

五

条

毎
日
の
教
育
活
動
は
午
前
八
時
三
十
分
に
始
ま
り
午
後
四
時
三
十
分
に
終
る
。
但
し
、
季

節
に
よ

つ
て
伸
縮
す
る

こ
と
が
あ
る
。

第
三
章

休
日

・
休
暇

第

十

六

条

本
校

の
休
日
は
下
記

の
と
お
り
と
す
る
。

国
民
の
祝
日

・
日
曜
日

・
創
立
記
念
日

第

十

七

条

長
期
の
休
業
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。

夏
季
休
業
日

七
月
二
十

一
日
か
ら
八
月
三
十

一
日
ま
で

冬
季
休
業
日

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年

一
月
七
日
ま
で

春
季
休
業
日

三
月
二
十
四
日
か
ら
三
月
三
十

一
日
ま
で

第
四
章

入
学

・
在
学

第

十

入

条

本
校
入
学

の
資
格
は
中
学
校
卒
業
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
以
上

の
学
力
を
有
し
て
相
当
の
年
令

に
達
し
、
心
身
共

に
健
全

で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

第

十

九

条

本
校
に
入
学
を
希
望
す
る
者
は
所
定

の
入
学
願
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
整
え
て
選
抜
料

と
共
に
本
校
に
提
出
す

る
宅
と
を
要
す
る
。

第

二

十

条

本
校
に
入
学
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
所
定
の
在
学
証
書
を
認
め
、
所
定

の
入
学
金
を
添

え
て
提
出
す
る
も
の
と
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す
る
。

第
二
十

一
条

本
校
に
在
学
す
る
者
は
学
則
及
び
そ
れ
に
併
う
諸
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

教
育
課
程

・
学
習
評
価
及
び
卒
業
等

第
二
十
二
条

本
校
の
教
育
課
程
は
別
表
に
定
め
る
教
科
及
び
特
別
教
育
活
動
、
並
び
に
学
校
行
事
等
に
よ
り
編
成
し
、
各
学
年

の
課
程
の
修
了
は
生
徒

の
平
素
の
成
績
を
評
価
し
、
学
年
末
に
お
い
て
認
定
し
、
所
定

の
全
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
所
定

の
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
二
十
三
条

三
年
間
に
所
定
の
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

つ
た
時
は
そ
の
単
位
を
修
了
す
る
ま
で
六
ヶ
月
又
は

一
ヵ

年
引
続
き
在
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
六
章

保
護
者

・
保
証
人

第
二
十
四
条

子
弟

の
生
活
と
教
育
と
に
責
任
を
持

つ
父
兄
を
保
護
者
と
す
る
。

第
二
十
五
条

保
護
者
は
生
徒
の
在
学
中
そ
の
身
上
に
関
す
る
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

保
護
者
は
常
に
そ
の
住
所
を
学
校

に
届
け
出
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
七
条

保
護
者
は
通
知
簿

・
生
徒
手
帳

・
生
徒
会
新
聞
等
に
関
心
を
持
ち
、
学
校
訪
問
、
教
育
懇
話
会

へ
の
参
加
に
よ
り

家
庭
と
学
校
と
の
連
絡
を
保

つ
こ
と
を
要
す
る
。

第
二
十
入
条

保
護
者

は
本
校
教
員
と
共
に
学
校
教
育
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

教
育
懇
話

の
た
め
の
組
織
は
別
に
之
を
定
め
る
。

第
二
十
九
条

保
護
者

の
住
所
が
遠
隔
の
場
合
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
別
に
都
内
に
在
住
す
る
保
証
人
を
定
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

但
し
、
こ
の
場
合
学
校
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

休
学

・
退
学

・
転
学

第

三

十

条

病
気
そ
の
他
正
当
な
理
由

で
ニ
カ
月
以
上
欠
席
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
か
ら
休
学
願
を
提
出
し
て
学
校
長

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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第
三
十

一
条

病
気
、
転
任
そ

の
他
正
当
な
理
由
で
転
校
を
希
望
す
る
者
は
所
定
の
書
類
を
整
え
て
、
保
護
者
か
ら
届
け
出
て
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
退
学
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
所
定
の
書
類
に
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
、
必
要
な
書
類
を
添

え
て
保
護
者
か
ら
学
校
長
に
願
い
出
て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
入
章

賞
罰

第
三
十
二
条

学
力

・
性
行

・
出
席
の
諸
条
件
が
他
に
秀
で
、
人
間
育
成
課
程
に
お
い
て

一
般
生
徒

の
模
範
と
す
る
に
足
る
者
は

学
年
末
に

一
定

の
方
法
に
よ
つ
て
表
彰
す
る
他
卒
業

の
際
に
賞
状
等
を
授
与
し
て
之
を
賞
す
る
。

第
三
十
三
条

生
徒
が
学
則
そ
の
他
本
校

の
定
め
る
諸
規
則
を
守
ら
ず
、
そ
の
本
分
に
も
と
る
行
為

の
あ

つ
た
時
は
懲
戒
処
分
を

行
う
。

一

懲
戒
は
訓
告
、
停
学
及
び
退
学
と
す
る
。

二

前
項

の
退
学
は
次

の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
生
徒
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

1

性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

2

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

3

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な

い
者

4

学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

第
九
章

入
学
検
定
料

・
入
学
金

・
授
業
料

・
施
設
費

・
諸
費

第
三
十
四
条

本
校

の
入
学
検
定
料

・
入
学
金

・
授
業
料

・
施
設
費
お
よ
び
諸
費
は
下
記

の
通
り
で
あ

る
。

施 授 入 入
学

設 業 学 検
定

費 料 金 料

月
額

入
学
時

2
年
次
以
降

9
4
0

1
⊥

O
J
£
U

9
4

1
⊥

-

ρ0

0

3

1

、

0

0

0

円

、

0

0

0

円

、

0

0

0

円

、

0

0

0

円

0

0

0

円
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実
験
実
習
料

年
額

4
、
3
0
0
円

第
三
十
五
条

授
業
料
は
生
徒
が
在
籍
す
る
間
は
毎
月
之
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滞
納
二
ヵ
月
以
上
に
及
び
学
校

の
指

示
に
従
わ
な
い
者
は
退
学
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
六
条

一
旦
納
入
し
た
納
入
金
は
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
、
之
を
返
還
し
な
い
。

2

経
済
困
窮
等
特
別

の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
は
、
授
業
料
の
減
免
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

附

則

第
三
十
七
条

本
学
則

の
施
行
上
必
要
な
細
則
は
別

に
之
を
定
め
る
。

第
三
十
八
条

こ
の
学
則
は
、
昭
和
54
年
4
月
1
日
よ
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料

に
つ
い
て
は
、
昭
和
54
年
1
月
25

日
よ
り
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
55
年
4
月
1
日
よ
り
施
行
し
、
同
年
5
月
1
日
以
降
在
籍
す
る
生
徒

に
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和

57
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
58
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
58
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用

す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
59
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
し
、
入
学
検
定
料
及
び
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
59
年
度
入
学
す
る
者
か
ら

適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
60
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
60
年
度

入
学
す
る
者
か
ら
適
用
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す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
61
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に

つ
い
て
は
、
昭
和
61
年
度
入
学
す
る
者
か
ら

適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
62
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
63
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

入
学
検
定
料
及
び
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
63
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
64
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
及
び
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
64
年
度
入
学

す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
元
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
金
及
び
入
学
時
の
施
設
充
実
費

に
つ
い
て
は
、
平
成
元

年
3
月
31
日
ま
で
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
な
お
従
前

の
通
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
3
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
は
、
平
成

3
年
度
入
学
す
る
者
か
ら

適
用
す
る
。
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理 数 社 国 教

科 学 会 語 科

地生化 物理 理 確微 基代数 数 政 倫地 世 日現 古現 国国 国

率分礎 数 治 代 語
科

科 科 学 学統積解 幾 界本経 社 代 語語表

目
理 物 学 理III 計 分 析 何III 済理理 史史 会 典 文 現III

単標
444424 333334 224444 43244 位

数 準

4 5 4 5
1
学
年

(4)(4) 3(4) 3(4) 5
2

学
年

文

(4)(4)
25 43 葉 3一 一 一 一

(4) (4) (4)
選 特
択 別一 学

理
(4)(4)4 44 4 3 科

系 年

注

本
表
は
昭
和
57
年
度
以
降
に
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

合 活特 商 外 芸 体 保 教
国

計 動別 業 語 術 育 健 科

ク ホ 商 英英 英英英 書工 美 音 保 体

ラ1

ブ允
活i

業

経

≡五き五 三五
ロロ ロロロロ ≡五 量五

ロロ ロロIIIIII
道 芸 術 楽
IIII

llll

科

目
動 ム 済 CBAIII IIIIIIIIIIII健 育

3 各各 各各 7 単標
33 1 33354 21 位

5 2222 11 数 準

1

32 (2)30 1 6 (2)(2)(2) 14 学
年

2

32 (1①22 1 5 (2)(2)(2) 14 学
年

文
28 1

24
3 葉 3

3 3 一

32 (4) (4) (4)
選 特択 別

〕 学

理
32 32 1 23 3 科

系 年

別

表

(

普

通

科

)
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芸 体 保 理 数 社 国 教

術 育健 科 学 会 語 科

書工 美 音 保体 理 理 数数 政倫 地世 日現 古現 国 国国

道 芸 術 楽

IIII

llll

科 科 学学
代治 界 本

経 社

語代

表語 語

科

目
IIIIIIIIIIII健 育 III III 済理 理史 史会 典 文 現III

各各 各各 7 単 標
2～ 24 34 224444 43244 位

2222 11 数 準

2 12 2 3 4 4

1

学
年

1 12 2 3 3 5
2
学
年

3 2 2 3 3
3

学
年

(

商

業

科

)

〔「学

校
法
人
日
本
体
育
会
規

程
類
集
」
〕

注

本
表

は
昭
和
57
年
度
以
降

に
入
学
す

る
者

か
ら
適
用
す
る
。

合 活特 商 外 教
国

計 動別 業 語 科

ク ホ 総 計税工 簿簿 商商 英英 英英 英
ラ1

ブ允
活1

合 算 務 業 記 記 業 業ム ム
ユヌユミ

実事 会簿 計計法 経

ミ五 ミ五 三五
口ロロロ ロロ塁五 三五

ロロ ロロI

IIIII

科

目
動 ム 践 務 計 記III規 済 CBAIII

32223323 単 標
33 ～ll～ ～ll～ 33354 位

66446545 数 準

1

32 1 343 3 学
年

2
32 1 3332 3 学

年

3
32 1 33342 3 学

年
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九
七

柏
日
体
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
十
五
年
三
月
四
日
認
可
)

第

一

条

第

二

条

第

三

条

第

四

条

第

一

章

総

則

こ
の
学
校
は
教
育
韮
本
法
及
び
学
校
教
育
法
の
精
神

に
基
き
義
務
教
育
を
終
え
た
も
の
に
対
し
て
高
等
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
し
、
特

に
健

康
な
身
体
と
健
全
な
人
格
を
陶
冶
し
社
会
的
教
養
を
授
け
る
こ
と
に
ょ
つ
て
国
家
社
会
に
有
為
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
学
校
は
柏
日
体
高
等
学
校
と
称
し
、
学
校
法
人
日
本
体
育
会
が
維
持
経
営
す
る
。

こ
の
学
校

の
位
置
を
千
葉
県
柏
市
戸
張
字
前
原
九
四
四
番
地
に
置
く
。

第

二

牽

部
科
及
び
課
程

の
組
織

・
修
業
年
限

・
定
員
並
び
に
休
日

こ
の
学
校
の
部
科

の
組
織
修
業
年
限
及
び
定
員
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

ノ

第

二

学

年

第

三

学

年

合

計

第

一

学

年

科/

離
1

3i級

定

員

級

定

員

級

定

員

普

通

科

一
二
〇

3

一
二
〇

3

一
二
〇

・商

業

科

2

八
〇

・

}

八
〇

2

八
〇

A口

計

5

二
〇
〇

・

一

二
〇
〇

・

二
〇
〇

級

定

員

9

三
六
〇

・

二

面
・

15

六
〇
〇

第

五

条

第

六

条

こ
の
学
校

の
学

年
及

び
学
期

を
次

の
と
お
り

と
す

る
。

一
、

学

年

四
月

一
日

か
ら
翌
年

三
刀

三
十

一
日
ま

で

二
、
第

一

学

期

四
月

一
日

か
ら
八
月
三

十

一
日

ま
で

第

二

学

期

九
刀

一
口

か
ら
十
二
月

三
十

一
日
ま
で

第

三

学

期

一
月

一
日

か
ら

三
月
三

十

一
日
ま

で

こ
の
学

校

の
休

業
日

は
次

の
と
お
り

と
す

る
。

一
、
日

羅

ロ

一

口

二
、
国

民

の

祝

日

一1775一



家

庭

π

餅

職

業

一
商

芸

術
露

外

国

語

一
英

計

必

一

選

一-

創

△

2

13
△

2

△

2
⑤92 ②

2
△

2

△

2

2
△

2

△

2

5

一

5

29

}

29

△

2

一
△

2

31

}

31

1

△
9387

6

ω
●
O
鼻
㎝

△

N
H
O

ω
.
謡

01

6

卜δ
一〇

△創

66

△

卜⊇
H
O

△

N
一〇

51

0
卜o
q

△
②
女

△

2

△

4

△

2

△

2

210

理

育健 科

保体 化

陣

}1
ゆ

理

一

5

学

一

5

鴇

数

学

社

会

社

会

日

本

史

入

文

地

理

数

学

1

数

学

皿

数

学

厩

生物

555

5555

15

525

国

語

国

語

叩

国

語

乙

教

科

科

目

1σ
△
②
男

⑤55⑥

23
△

2

55533

17

595

△

2

555

15

525

43別

△
10計

6

ω
㎝
O

△

悼
5

三
、

こ
の
ほ
か
教
育
活
動
は
週
当
り
二
単
位

時
間
を
当
て
る
。

二
、
週
授
業
時
数
は
三

一
時
間
と
す
る
。

一
、
△
は
選
択
科
目
を
示
す
。

7

授
業
日
時
数
及
び
教
職
員
組
繊

門数
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

科単

、

数

学

年

総

時

数

摘

要

第

七

条

こ
の 六 五 四 三

、 、 、 、

学
校 開 春 冬 夏
の 第

「 警 三 校 季 季 季

普 課
比 記程 具

休 休 休及 念

び
授 教 日 業 業 業通
業 育
日 課
時 程

七
月

二
十

一
日

か
ら
八
月

三
十

一
日
ま

で

十
二
月

二
十
五
日

か
ら
翌
年

一
月
七

日
ま
で

三
月

二
十
四
日

か
ら
三
月

三
十

一
日

ま
で

一1776一



計

外

国

語

家

庭

商

業

保

健
体

育

理!

科

数

学

祉

会

国

語

教

科

へ"

討「

眠

択

必

膠「

英

話

食

物

家

庭

一

般

和

英
タ

イ
ブ

商

品

商

業

築

術

商

慶
語

計

算

実

務

会

計

銀

行

簿

記

Jl

菓

簿

記

商

業

簿

記

商

業

法

規

文

甚書

実

務

縄

営

到`

経

済

商隔

巣

一

般

保i体
1

健 育

化

学

生

物

数

学

1

人

文

地

理

一 　

③3

「1

本

史

馳

社

会

し
国

語

乙

園

語

甲

一

科

目

・・1倉28 ⑤
1△
②
女

△
②
男

② 3 2

1
4 ④ 2 2 2 2 ② ③ 3 ③

一 一

・1含③1
学

年

別

}}t

位

数

31

一

32

会29 5 含 含 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 ・}・3 3 3 3 3
'

3 含3 2

『

3念26 含 金含 5 2 3 2 4 含4 含 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 3

93 念13
1

10 含会含
△1△
2i4

5 6 3 2 4 含4 含2 2 2 2 2 9 6 6 9 会9 計

ω
.

呂
△
叙

「「

P
OO
O
§命合

s
命

△△

竿r
H

馨9コ
さ70 H△ H

お70お70

m

△
70 70 7070

1
70 315 210

馨
315

△
ト」ω
幽 一
〇 σI

l

総

時

数

四 三 ニ ー
、 、 、 「●

位 こ 一 週 目 品 を 美 選 △
時 の 時 授 六 ・'術 択 印
間 ほ 間 業 単 和 三 ・ 科 はを

か'時 位 英 年 家 目 選
当 特 三 数 を タ は 庭 は 択
て 別 年 は 選 イ 商 一 一 科
る 教 三 一 択 ブ 業 般 ・ 目。育 二 年 せ ・ 法 中 二 を

活 時 三 し 食 規 よ 年 示
動 間 ○ む 物 ・ り は す
に と 時 る の 商 一 国o
週 す 間o中 業 科 語
当 る'よ 簿 目 乙
り 。二 り 記 四 ・
二 年 三 ・ 単 商

単 三 科 商 位 業

摘

要

、

商

業

科

一1777一



第

八

条

第

九

条

第 第 第 第

士 士++

条 条 条 条

 

第

十

四

条

第

十

五

条

第

十

六

条

第

十

七

条

第

十

八

条

こ
の
学
校

の
始
業
及
び
終
業

の
時
刻
は
左
記
を
基
準
と
す
る
。

始

業

午
前
八
時
三
十
分

終

業

午
後
四
時
三
十
分

こ
の
学
校
に
次
の
職
41
を
置
く
。

一
、
校

長

一

名

二
、
教

論

二
十
六
名

三
、
講

師

四

名

四
、
実
習
助
手

六

名

五
、
事
務
敬
員

四

名

六
、
校

医

二

名

七
、
養
護
教
論

一

名

第

四

章

入
学

・
休
学

・
退
学

・
転
学

・
卒
業
及
び
賞
罰

こ
の
学
校
の
入
学
資
格
は
中
学
校
を
卒
業
或
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
し
て
相
当
の
年
令
に
達
し
心
身
共
に
健
全
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
所
定

の
願
書
と
出
身
学
校
長

の
調
査
書
に
入
学
考
査
料
を
添
え
て
提
出
し
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
学
を
許
可
さ
れ
た
唱
は
許
可
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
所
定
の
入
学
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

病
気
そ
の
他
正
当
な
理
由
で
休
学
、
退
学
、
転
学
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
所
定
の
書
類
を
と
」
の
え
て
、
父
兄
若
し
く
は
保
護
者
か
ら
校
長
に
願
出

て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
学
校
の
所
定
の
躁
租
を
修
了
し
た
者
は
成
績
評
価
の
上
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

身
体
壮
健
成
績
優
秀
。
品
行
方
正
で

一
般
生
徒
の
模
範
と
な
る
者
に
は
、
こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ
る
。

校
長
は
必
要
と
認
め
た
場
合
生
徒
に
左
の
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
訓

戒

二
、
謹

慎

三
、
出
校
停
止

校
長
は
次
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
性
行
不
良
で
改
普
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
学
力
劣
等
で
成
業

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
老

三
、
正
当
の
理
山
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

四
、
無
居
の
ま
Σ

一
ケ
刀
以
上
欠
席
し
た
当

五
、
学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
血
徒

と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

第

五

堆

入
学
考
査
料

・
入
学
料

・
及
び
授
業
料

入
学
考
査
料

・
入
学
料
及
び
授
業
料
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

入
学
考
査
料

五
〇
〇
円

入

学

料

三
、
五
〇
〇
円

授

業

料

月
額

一
、
五
〇
〇
円

一1778一



2

授
業
料

は
毎

月
十
日
ま

で
に
そ

の
月
分
を
納

入
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
但

し
滞
納
ニ

ケ
刀
以
上

に
及
び
学
校

の
指

示
に
従
わ

な

い
も

の
は
退

学

さ
せ

る
こ
と
が
あ

る
。

3

既
納

の
入
学

労
査
料

・
入
学
料

・
及
び
授
業

料

は
理
由

の
如

何

に
か
か
わ

ら
ず
返
還

し
な

い
。

可

ー

イ

玉

一
、

こ

の
学
則

は
昭
和

三
十
五
年

四
月

一
日
か
ら
実

施
す

る
。

二
、

こ
の
学
則
実

施

に
必
要

蹴
細
川

は
校
長
が

理
事
長

の
承
認

を
縛

て
別

に
定

め
る

〔「柏
日
体
高
等
学
校
学

則
」

(昭
和
三

十
五
年
)〕

一1779一



九
八

柏
日
体
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

昭
和

35
年
3
月
4
日

制

定

平
成

2
年
12
月
12
日

最
近
改

正

第
1
章

総
則

第
1
条

こ
の
学
校
は
学
校
法
人
日
本
体
育
会
が
経
営
す
る
。

第
2
条

こ
の
学
校
は
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
を
終
え
た
も
の
に
対
し
て
高
等
普
通
教
育
を
施
し
、

特
に
健
康
な
身
体
と
健
全
な
人
格
を
陶
冶
し
、
社
会
的
教
養
を
授
け
る
こ
と
に
よ

つ
て
国
家
、
社
会
に
有
為
な
人
材
を
育
成
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
3
条

こ
の
学
校
は
教
育
の
尊
厳
と
純
正
を
保

つ
た
め
政
党
、
政
派
並
び
に
偏
向
し
た
政
治
的
又
は
思
想
的
活
動
を
許
さ
な
い
。

第
4
条

こ
の
学
校
は
柏
日
体
高
等
学
校
と
称
し
、
千
葉
県
柏
市
戸
張
字
前
原
9
4
4
番
地
に
置
く
。

第
5
条

こ
の
学
校
は
男
女
共
学
と
す
る
。

第
2
章

学
校
の
編
成
、
定
員
、
修
業
年
限
、
学
年
、
学
期
並
に
休
業
日

第
6
条

こ
の
学
校

の
学
級
の
編
成
、
定
員
、
修
業
年
限
は
次
の
通
り
と
す
る
。

一1780一

科 別

部

別
級
別
定
員

学
年
別

級
第
一

学

年

定

員

級 第
二

学

年

定

貝

級
第
三

学

年

定

員

級 合

計

定

員



全 日 制

普 通 科

男

女
計

共

学

8 8

3 3

6 6

0 0

8 8

3 3

6 6

0 0

8 8

3 3

6 6

0 0

24 24

1 1
、 、

0 0

8 8

0 0

 

第
7
条

こ
の
学
校
の
学
年
及
び
学
期
を
次
の
通
り
と
す
る
。

1

学
年

4
月
1
日
か
ら
翌
年
3
月
31
日
ま
で

2

期
別

第
1
学
期

4
月
1
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

第
2
学
期

9
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

第
3
学
期

1
月
1
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で

第
8
条

こ
の
学
校

の
休
業
日
は
次
の
通
り
と
す
る
。

1

日
曜
日

2

国
民
の
祝
日

3

夏
季
休
業

7
月
21
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

4

冬
季
休
業

12
日
25
日
か
ら
翌
年
1
月
7
日
ま
で

5

春
季
休
業

3
月
25
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で

6

開
校
記
念
日

6
月
20
日

第
3
章

教
育
課
程
、
授
業
日
時
数
及
び
教
職
貝
組
織

第
9
条

こ
の
学
校
の
教
育
課
程
及
び
授
業
日
時
数
は
次
の
通
り
と
す
る
。

年

必

修

 

国
語
1

5

選

択

(下
記

の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
)

音

楽
1

3
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1

合 H必 英 体 理 数 現
修 語 科 学 代

計 Rク1育II社
ラ 会
ブ

30

単
位 1153654

合 書 美

道 術
計 II

33

3

単
位

年

H必 家 英 体 数 日 国
修 庭 語 学 本 語

Rク ーII育II史II

ラ 般
必

ブ

修

11234445

英 サ 総 物 地 生 代 地 宗
作 イ 合 数 域 教
文 ド 英 理 学 物 ・ 史 と
法 リ 語 幾 と 思 選
演iA何 現 想 択
習 ダ1代 A

Ai グ
IA ル

1 i
プ

333333333

簿 実 総 園 理 生 数 基 地
記 用 合 科 物 学 礎 域
会 英 英 芸 実 実 演 解 史
計 語 語 験 習 習 析 と 選
1講BI演 現 択

座 習 代 B

グ
ノヒ

プ

222222222
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3年 2

H必 家 英 保 体 体 地 世 古 現 合
修 庭 語 育 育 界 典 代

Rク ーII健__理 史 文 必 計
ラ 般 女 男
ブ_))

女
)

修 28

単
11232243433 位

化 物 天 確 微 わ 実 数 講 憲 国 文 総 合 美 音 中 英
学 理 分 率 分 か 用 学 座 法 際 学 合 術 楽 国 会
演 演 と 統 積 る 数 演 日 と 化 作 応 IIII語 話

習 習 気 計 分 数 学 習 本 現 時 品 用 計 II

象 学 学II史 代 代 研 国
の の 究 語
日 地
本 理

選
択
(

下
記

3333333333333
よ

り
3333

書 音 食 簿 簿 中 英 英 英 サ 総 生
道 楽 記 記 国 会 会 作 イ 合 物
III史 物 会 会 語 話 話 文 ド 英 演

計 計IIIII法 り 語 習
III演iA

習 ダII

3
教
科
を
選

ど 5

書 美 音
道 術 楽
IIIIII

Ai 単
IIA 位

II

333333333333 222

一1783一



第

10

条

第

11
条

24
単
位

こ
の
学
校
の
始
業
及
び
終
業

の
時
刻
は
下
記
を
基
準
と
す
る
。

始
業

午
前
8
時
30
分

終
業

午
後
4
時
30
分

こ
の
学
校
に
次
の
職
員
を
置
く
。

1357

第

4
章

校

長

教

諭

校

医

用

務

員

入
学
、
休
学
、

9
単
位

第
12
条

こ
の
学
校
の
入
学
資
格
は
、

相
当

の
年
齢
に
達
し
、
心
身

共
に
健
全
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
13
条

入
学
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
所
定

の
願
書
と
、
出
身
学
校
長
の
調
査
書
に
入
学
検
定
料
を
添
え

て
提
出
し
、
校
長
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
14
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
許
可
の
あ

つ
た
日
か
ら
5
日
以
内
に
所
定

の
入
学
金
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
15
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
も

の
は
、
こ
の
学
校
の
学
則
及
び
そ
れ
に
伴
う
諸
規
定
を
進
ん
で
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

又
保
護
者

は
保
証
人
連
名
で
、
子
弟
を
し
て
在
校
中
こ
れ
ら
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
書
類
を
以
て
校
長

に
誓
約
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

第
16
条

病
気
其

の
他
正
当
な
理
由
で
休
学
、
退
学
、
転
学
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
書
類
を
と

と
の
え
て
、
保
護
者
か

ら
校
長
に
願

い
出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
17
条

各
学
年

の
教
育
課
程
の
修
了
は
生
徒
の
平
素

の
成
績
を
評
価
し
て
学
年
末
に
於
て
認
定
し
、
こ
の
学
校
の
所
定

の
課
程

1
名

2

教

頭

1
名

52
名
以
上

4

事
務
職
貝

6
名

2
名

6

養
護
教
諭

1
名

1
名

8

夜
間
警
備
員

2
名

退
学
、
転
学
、
卒
業
及
び
賞
罰
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を
修
了
し
た
者
は
、
成
績
評
価

の
上
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

第
18
条

3
年
間
に
所
定
の
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

つ
た
時
は
そ
の
単
位
を
修
了
す
る
ま
で
、
6
ケ
月
又
は
ー
ケ
年

引
続
き
在
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
19
条

学
力
、
性
行
、
出
席

の
諸
条
件
が
他
に
秀
で
、

一
般
生
徒
の
模
範
と
な
る
も
の
は
、
卒
業
の
際

こ
れ
を
褒
賞
す
る
。

第
20
条

校
長
は
必
要
と
認
め
た
場
合
生
徒

に
次
の
懲
戒
を
加
え
る
。

1

訓
戒

2

学
校
謹
慎

3

家
庭
謹
慎

4

停
学

第
21
条

校
長
は
次
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

1

性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

2

学
力
劣
等
で
成
業

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

3

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な

い
も

の
。

4

無
届
の
ま
ま
ー
ケ
月
以
上
欠
席
し
た
も

の
。

5

学
校
の
秩
序
を
棄
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
も

の
。

第
5
章

入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
等

第
22
条

入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
等
は
次
の
通
り
と
す
る
。

入
学
検
定
料

1
2
、
0
0
0
円

入
学
金

1
3
3
、

9
0
0
円

施
設
設
備
費
入
学
時

9
2
、
7
0
0
円

2
年
次
2
0
、
6
0
0
円

3
年
次
1
0
、

3
0
0
円

授
業
料

(月
額
)

1
4
、
5
0
0
円

教
育
充
実
費

(月
額
)
1
0
、

0
0
0
円

第
23
条

授
業
料
等
は
生
徒
が
在
籍
す
る
間
は
、
毎
月
10
日
迄
に
そ
の
月
分
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、

ヶ
月
以
上
に
及
び
か
つ
学
校

の
指
示
に
従
わ
な

い
も

の
は
退
学
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
24
条

一
旦
納
入
し
た
納
入
金
は
理
由

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
返
還
し
な

い
。

附

則

滞
納
2
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こ
の
学
則
は
、
昭
和
46
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。

こ
の
学
則
実
施
に
必
要
な
細
則
は
、
校
長
が
理
事
長

の
承
認
を
得
て
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
47
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
48
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
第
22
条
中
の
入
学
考
査
料
に
つ
い
て
は
昭
和
48
年
1
月
20
日

か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
49
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
50
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
考
査
料
に
つ
い
て
は
昭
和
50
年

1
月
20
日
か
ら
実
施
す

る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
51
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
52
年
4
月
1
日
よ
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
は
昭
和
52
年

1
月
20
日
か
ち
実
施
す

る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
は
昭
和
53
年

1
月
20
日
よ
り
実
施
す

る
。

附

則
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こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

適

用

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

適

用

す

る

。

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭

和

55
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

昭

和

56
年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

昭

和

57
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

昭

和

58
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

昭

和

59
年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

昭

和

61
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

昭

和

62
年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

昭

和

63
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

昭

和

64
年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

平

成

元

年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
57
年
度
入
学
す
る
者
か
ら

た
だ
し
、
施
設
設
備
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
63
年
度
入
学
す
る
者
か
ち

た
だ
し
、
入
学
金
及
び
入
学
時

の
施
設
設
備
費

に
つ
い
て
は
、
平
成
元
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年
3
月
31
日
ま
で
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
な
お
従
前
の
通
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
3
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
充
実
費
に
つ
い
て
は
、

学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
な
お
従
前
の
通
り
と
す
る
。

平
成
元
年
3
月
31
日
ま
で
に
入

〔「学

校
法
人
日
本
体
育
会
規
程
類
集
」
〕

第

九
九

桜
華
女
子
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
+
三
年
四
月

一
日
制
定
)

条

第

二

条

第

三

条

第

四

条

第

一
章

総

則

本
校
は
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
の
精
神
に
も
と
つ
い
て
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
女
子
に
高
等
普
通
教
育
を

施
し
、
特
に
自
主
自
覚
の
下
に
心
身
の
健
康
を
期
し
、
教
養
を
積
み
、
徳
性
を
養

い
、
生
活
教
育

の
実
践
に
努
め

て
、
有
為
な
家
庭
の
婦
人
、
国
家
社
会

の
公
民
を
育
成
す
る
こ
と
を
も

っ
て
目
的
と
す

る
。

本
校
に
本
科
と
し
て
通
常
課
程
の
普
通
科
を
置
き
、
修
業
年
限
を
三
年
と
す
る
。

本
校
の
生
徒
牧
容
定
貝
は
本
科
普
通
科
二
四
〇
名
と
す
る
。

第
二
章

学
年
、
学
期
、
休
業
日

学
年
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
る
も

の
と
す
る
。

こ
れ
を
分
け
て
左
の
二
学
期
と
す
る
。

前
学
期
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
九
月
三
十
日
に
終
る
。

後
学
期
は
十
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
日
に
終
る
。

一1788一



第

五

条

休
業
日
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

、
国
民
の
祝
日
、
日
曜
日
、
日
本
体
育
会
及
び
本
校
記
念
日

、
夏
季
休
業

(七
月
二
十

一
日
よ
り
八
月
三
十

一
日
に
至
る
)

、
冬
季
休
業

(十
二
月
二
十
五
日
よ
り
翌
年

一
月
八
日
に
至
る
)

、
学
年
末
休
業

(三
月
二
十
五
日
よ
り
三
月
三
十

一
日
に
至
る
)

第
三
章

教
育
課
程
授
業
時
数
単
位
数

第

六

条

教
育
課
程
、
毎
週
学
習
時
数
及
び
単
位
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

学 数 科 会 社 語 国
教
科

科
目

数 数

学 学

人 世 日 社
文 界 本
地

国 国
…五 量五
口ロ ロロ

単 各位 年

時 別
III 理 史 史 会 乙 甲 数

第
一 並

日

六 三 三 年

第
二 通

三 四 一 三 年

第
三 科

三 四 二 三 年
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第

七

条

第
四
章

入
学
、
転
学
、
退
学
、
卒
業

中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
ま
た
は
監
督
庁

の
定
め
る
所
に
よ
り
、
あ
る
い
は
本
校
に

外 健 保
単 特 庭 家 国 術 芸 科 理

別 語 育 体
位 教

数 育
活

食 被 家
庭

英 書 美 音 保 体 生 化 物

一

計 動 物 服 般 語 道 術 楽 健 育 物 学 理

一
三 選
四 二 四 四 二 二 三 三 二

一
三 選
四 二 二 二 四 二 二 一 三 二 三

、 ノ

三 選
四 二 二 二 四 二 一 三 三
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第

八

条

第

九

条

第

十

条

第

十

条

第

十

二

条

第

十

三

条

第

十

四

条

第

十

五

条

第

十

六

条

第

十

七
条

お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
を
本
科
普
通
科
に
入
学
さ
せ
る
。

入
学
志
願
者
は
本
校
所
定

の
入
学
願
書
と
出
身
中
学
校
長
の
調
査
書

(報
告
書
)
に
入
学
考
査
料
を
添
え
て
願
出

る
も

の
と
す
る
。

入
学
許
可
は
志
願
者

の
出
身
学
校
に
お
け
る
成
績
と
本
校
に
お
け
る
入
学
考
査
及
び
身
体

検
査
の
結
果
に
よ
り
校

長
が
決
定
す
る
。

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
直
ち
に
本
校
所
定

の
保
証
人
を
定
め
、
誓
約
書
を
提
出
し
、
入
学
料
を
納
入
す
る
こ

と
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
新
旧
保
証
人
の
連
署
を
も

つ
て
届
出
る
も

の
と
す
る
。

保
証
人
は
入
学
者

の
父
兄
ま
た
は
こ
れ
に
代

っ
て
入
学
者
に
関
す
る

一
切
の
責
任
を
負

い
、
且

つ
学
校
の
教
育
に

協
力
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

生
徒

が
病
気
そ
の
他
の
事
情

の
た
め
欠
席
し
よ
う
と
す
る
時
は
直
ち
に
そ
の
理
由
を
詳
記
し
必
ず
保
証
人
よ
り
届

出
る
も
の
と
す
る
。
但
し
病
気

の
た
め

一
週
間
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。
転
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
理
由
を
詳
記
し
て
保
証
人
よ
り
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
詳
記
し
た
保
証
人
連
署

の
退
学
願
を
差
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

病
気
ま
た
は
そ
の
他

の
理
由
で
休
学
を
願
い
出
た
者
に
対
し
て
は
、
止
む
を
得
な
い
と
認

め
た
場
合
に
限
り
、
校

長
は

一
年
以
内
の
期
間
で
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
休
学
期
間
内
で
も
休
学
の
事
由
が
休
ん
だ
時
は
原
学

年
以
下
に
復
さ
せ
る
。

卒
業
を
認
め
る
に
は
、
平
素
の
成
績
を
評
価
し
て
こ
れ
を
定
め
る
か
、
所
定

の
学
習
単
位

数
を
修
得
す
る
こ
と
を

要
す
る
。

卒
業
し
た
と
認
め
た
者

に
は
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
五
章

教
職
員
組
織
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第

十

入

条

第

十

九

条

第

二
十

条

第
二
十

一
条

第
二
十
二
条

第
二
十
三
条

本
校
に
左
の
教
職
員
を
置
く

校
長

一
名

教
諭

十
二
名
以
上

講
師

若
干
名

実
習
助
手

二
名

事
務
職
員

二
名

学
校
医

一
名

学
校
歯
科
医

一
名

校
長
は
校
務
を
掌
り
所
属
職
貝
を
監
督
す
る
。

教
諭
は
生
徒

の
教
育
を
掌
る
。

事
務
職
員
は
事
務
に
從
事
す
る
。

実
習
助
手
は
実
習
に
関
し
教
諭
の
職
務
を
助
け
る
。

講
師
は
教
諭
の
職
務
を
助
け
る
。

学
校
医
は
学
校
保
健
に
関
す
る
職
務
に
從
事
す
る
。

第
六
章

賞

罰

学
業
に
精
励
し
身
体
壮
健
で
成
績
優
秀
、
且

つ
品
行
方
正
な
生
徒
は
こ
れ
を
褒
彰
す
る
。

校
長
は
必
要
と
認
め
た
時
生
徒
に
左
の
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
訓
戒

一
、
謹
慎

一
、
出
校
停
止

校
長
は
左
の
各
項
の

一
に
該
当
す
る
も

の
に
は
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
性
行
不
良
で
、
改
心

の
見
込
が
な
い
と
認
め
た
者

一
、
成
業
の
見
込
が
な

い
と
認
め
た
者

一
、
正
当
の
理
由
な
く
し
て
出
席
常
で
な
い
者

一
、
校
内

の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
す
る
者

校
有
物
を
破
損
亡
失
し
た
も
の
に
は
、
現
品
若
し
く
は
現
金
を
も

っ
て
賠
償
さ
せ
る
。

第
七
章

入
学
考
査
料

入
学
金

授
業
料

本
校
に
納
入
す
べ
き
学
費

は
左
の
通
り
で
あ
る
。
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一
、
入
学
考
査
料

五
〇
〇
円

一
、
入

学

金

三
、
○
○
○
円

一
、
授
業
料
月
額

一
、
二
〇
〇
円

す
べ
て
既
納
の
料
金
は
理
由
が
ど
う

で
あ

っ
て
も
返
さ
な
い
。

第
二
十
四
条

授
業
料
は
休
学
中
も

こ
れ
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

授
業
料
を
滞
納
し
た
と
き
は
出
校
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

附

則

一
、

こ
の
学
則
は
昭
和
三
十
三
年
四
月

一
日
よ
り
実
施
す
る
。

二
、
こ
の
学
則
実
施
上
必
要
な
規
程
は
校
長
に
お
い
て
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

〔「学
校
法
人
日
本
体
育
会
桜
華
女
子
高
等
学
校
創
立
史

(稿
)」
(昭
和
三
十
九
年
ご
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一
〇
〇

日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

昭
和
33
年
3
月
1
日

制

定

平
成
2
年
11
月
7
日

最
近
改
正

第
1
章

総
則

第
1
条

本
校
は
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法

の
精
神
に
も
と
つ
い
て
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
女
子
に
、
高
等
普
通
教
育
を
施

し
、
特
に
自
主
自
覚

の
下
に
心
身

の
健
康
を
期
し
、
教
養
を
積
み
、
徳
性
を
養

い
、
生
活
教
育
の
実
践

に
努
め
て
、
有
為
な
家

庭

の
婦
人
、
国
家
社
会
の
公
民
を
育
成
す
る
こ
と
を
も

つ
て
目
的
と
す
る
。

第
2
条

本
校
に
全
日
制

の
課
程
の
普
通
科
を
置
き
修
業
年
限
を
3
年
と
す
る
。



第

3
条

本

校

の
生

徒

収

容

定

員

は
普

通

科

1
、

2

0

0

名

と

す

る

。

第

2

章

学

年

・
学

期

・
休

業

日

第

4
条

学

年

は

4
月

1

日

に
始

ま

り

、

翌

年

3
月

31

日

に
終

わ

る

も

の

と
す

る

。

こ

れ

を

分

け

て
次

の
3

学

期

と
す

る

。

第

1
学

期

は

4

月

1

日

に

始

ま

り

、

8

月

31

日

に

終

わ

る

。

第

2
学

期

は

9
月

1

日

に

始

ま

り

、

12

月

31

日

に

終

わ

る

。

第

3
学

期

は

翌

年

1
月

1

日

に
始

ま

り

、

3
月

31

日

に

終

わ

る
。

第

5
条

休

業

日

は

次

の
通

り

で

あ

る

。

1

国

民

の
祝

日

、

日
曜

日

、

創

立

記

念

日

1

夏

季

休

業

(
7
月

21

日

よ

り

8
月

31

日

に
至

る
)

1

冬

季

休

業

(
12
月

25

日

よ

り

翌

年

1

月

7

日

に

至

る

)

1

学

年

末

休

業

(
3
月

25

日

よ

り

3

月

31

日

に
至

る

)

第

3
章

教

育

課

程

・
授

業

日
数

・
単

位

数

第

6

条

本

校

の
教

育

課

程

は

次

項

に
定

め

る

教

科

お

よ

び

特

別

教

育

活

動

並

び

に
学

校

教

育

行

事

等

に

よ

り

編

成

す

る
。
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表孝呈

 

課育教

文 煽 コ ー 入 軟 費 コ ー ス 英置掃コー ス 体1印「コー ス

教
糾

学 年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2∫F 3jF

科u .単位 必脩 選択 必脩 遇択 嶋亀位 必儲 週択 必儲5 遡択 単位 単位 単位
.

単 もン.単位 単位

国

鼎

国 湖1 4 4 4 4

口 距1! 5 5 4 3 5 4 3 3

国 騨1演 割 3 4 4

杜

会

現 代 杜 会 4 4 4 4

日 本 史 4 2 2
.

世 界 史 4注 4 4注 4雌 2 2
.

4 弓

地 環 4

政 罎 2
.

2
.

伯 現

数

学

数 学1 4
.

4
.

4
.

4

数 学 重1
.

3 3
.

3 コ

燐 碗 解 析 4

代 数 幾 何 3

数 字 憤 習 6
.

現

科

理 科 置 4 4 4 4

物 馴
.

.

化 字 4註 4 4注 4註
「

4

生 物
受 験 現 科 3 2

1

保

体

保 健 1 1 1 1 1 1 1 1

体 胃 2 2 2
.

2 2 2
.

2 2 2
.

ダ ン ス 1 1 1
「

1 2 2

体 「酵 理 論 1 1 1

ス ポ ー ツ1
響 .

2 2 2

ス ポ ー ツH 2 2 2

ス ポ ー ツ1闘
. . .

2 2

野 外 活 動
.

1 1 1

芸

術

寳 楽 2 2

英 ・ 術 2 2 2 2 2 2 2

轡 辺
.

ペ ン 字
.

2 2
.

.

英

噺

英 響誘1 4 4 4
.

4

英 語11 5 6 4 3 5 3 3 2

英 会 話 1 2 1 1 2 1 3 6 2 2

英 語 演 劉 3 4 4

演 皆「 置 3 4

演 習H
. .

2 2
.

演 習1置1
.

尿
駈

京 』軽 一 股 2 2 2 2 2 2 2 2

家 庭 償 盟 4 4
■

職

欝

ワ ー プ ロ 2 2 2

'・「 ソ コ ン 2 2
.

2
.

計 旅 炎 務 2 2
.

簿 紀 4
.

ビ ジ ネ ス 2 2
一 般 教 農 2 2

.

必 修 単 位 29 23 15
.
29 27 21

.

29 29 29
.
30 30 30

選 択 単 位 6 14 2 8
. .

礼 法 1 1 1 1 1 1 1 竃 1
1

1 1 1

特 別 活 動 1 、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

イト 計 31 31 31 31 31 31
.
31 31 31

.
32 32 32

社会又 は創秘の ど ららか を遡ぷ.注 ・ ・

文 理 コー ス選択一 覧

学 年 2年(6単 位) 3年(14単 位)

群 1詐 11群 1群 H詐 lll群 IV群
単 位 3単 位 3単 位 4単 位 4単 位 4」 単 位 2単 位
科 目 国1数 受理1英 剛 理英1家 世1埋1文 英 日1地1数 政倫1数1受 理1英 会

理英…理 数系向 き英語.文 英…文化系 向さ英踏 、 日… 日本 史、世 …世 界 史、

地…地理 、数… 数学 、理…物 理又は化学 又は生物 、交 理…受 験理 科

〈記号 説明〉

〈記 号 説 明〉
ぺ… ペ ン字 、珠 …珠算 、簿… 簿紀、

ピ… ビジネス教養 、一般 …一般教養

英会 …英会 話、政 倫…政 経 ・倫理

教盛iコー ス選 択一覧

宇 年 2年 《2単 位) 3年(8単 位)

詐 1群 1詐 H群 111群

単 位 2単 位 4単 位 2単 位 2」世位

科 目 ぺ1家1珠1ビ1一 股 剛 剰 別 簿 ぺi政 倫1一 般 英会1珠1ビ
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第
4
章

入
学

・
転
学

・
退
学

・
卒
業

第
7
条

中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
ま
た
は
、
監
督
庁
の
定
め
る
所
に
よ
り
、
あ
る
い
は
本
校
に

お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
を
普
通
科
に
入
学
さ
せ
る
。

第
8
条

入
学
志
願
者
は
本
校
所
定

の
入
学
願
書
と
出
身
学
校
長
の
調
査
書

(報
告
書
)
に
入
学
検
定

料
を
添
え
て
願
出
る
も
の

と
す
る
。

第
9
条

入
学
許
可
は
志
願
者

の
出
身
学
校
に
お
け
る
成
績
と
本
校
に
お
け
る
選
抜
及
び
身
体
検
査

の
結
果
に
よ
り
校
長
が
決
定

す
る
。

第
10
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
直
ち
に
本
校
所
定

の
保
証
人
を
定
め
、
在
学
保
証
書
を
提
出
し
、
入
学
金
を
納
入
す
る
こ

と
、
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
新
旧
保
証
人
の
連
署
を
以
て
届
出
る
も

の
と
す
る
。

第
11
条

保
証
人
は
入
学
者

の
父
兄
、
ま
た
は
こ
れ
に
代

つ
て
入
学
者
に
関
す
る

一
切
の
責
任
を
負

い
、
且

つ
学
校

の
教
育
に
協

力
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
12
条

生
徒
が
病
気
そ
の
他
の
事
情
の
た
め
欠
席
し
よ
う
と
す
る
時
は
直
ち
に
そ
の
理
由
を
詳
記
し
、
必
ず
保
証
人
よ
り
届
出

る
も
の
と
す
る
。
但
し
病
気
の
た
め
1
週
間
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
13
条

生
徒
が
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
所
定

の
書
類
に
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
、
保
証
人
に
お

い
て
届
け
出
て
、
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
14
条

生
徒

が
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
所
定

の
書
類
に
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
、
必
要
書
類
を
添
え
、
保
証
人
に
お

い

て
願

い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
15
条

病
気
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
で
休
学
を
願

い
出
た
者
に
対
し
て
は
、
止
む
を
得
な
い
と
認
め
た
場
合
に
限
り
校
長
は
1

年
以
内

の
期
間
で
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
休
学
期
間
内
で
も
休
学

の
事
由
が
止
ん
だ
時
は
原
学
年
以
下
に
復
さ
せ
る
。

第
16
条

卒
業
を
認
め
る
に
は
、
平
素
の
成
績
を
評
価
し
て
こ
れ
を
定
め
る
が
、
所
定
の
学
習
単
位
数

を
修
得
す
る
こ
と
を
要
す

る
。
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第

17
条

卒
業
し
た
と
認
め
た
者
に
は
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
5
章

教
職
員
組
織

第
18
条

本
校
に
下
記

の
教
職
員
を
置
く
。

校
長

1
名

教
諭

46
名
以
上

講
師

若
干
名

実
習
助
手

2
名

事
務
職
員

学
校
歯
科
医

1
名

学
校
薬
剤
師

1
名

校
長
は
校
務
を
掌
り
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

教
諭
は
生
徒
の
教
育
を
掌
る
。

事
務
職
員
は
事
務
に
従
事
す
る
。

実
習
助
手
は
実
習
に
関
し
教
諭

の
職
務
を
助
け
る
。

講
師
は
教
諭
の
職
務
を
助
け
る
。

学
校
医
は
学
校
保
健
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

第
6
章

賞
罰

第
19
条

学
業

に
精
励
し
身
体
壮
健
で
成
績
優
秀
、
且

つ
品
行
方
正
な
生
徒
は
こ
れ
を
褒
賞
す
る
。

第
20
条

校
長
は
必
要
と
認
め
た
時
、
生
徒

に
下
記

の
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。

1

訓
告

1

停
学

1

退
学

第
21
条

校
長
は
下
記

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
も
の
に
は
、
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

1

性
行
不
良
で
改
心

の
見
込
が
な
い
と
認
め
た
者

1

成
業

の
見
込
が
な
い
と
認
め
た
者

1

正
当
の
理
由
な
く
し
て
出
席
常

で
な

い
者

1

校
内
の
秩
序
を
乱
し
、
そ

の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
す
る
者

第
22
条

校
有
物
を
破
損
亡
失
し
た
も
の
に
は
現
品
も
し
く
は
現
金
を
も

つ
て
賠
償
さ
せ
る
。

4
名

学
校
医

1
名
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第

7
章

入
学
検
定
料

・
入
学
金

・
授
業
料

・
そ

の
他

第
23
条

本
校
に
納
入
す
べ
き
学
費
は
下
記

の
通
り
で
あ
る
。

1

入
学
検
定
料

1
8
、
0
0
0
円

1

入

学

金

1

4

4
、

2

0

0
円

1

施
設
充
実
費

入
学
時

1
6
4
、
8
0
0
円

1

授
業
料
月
額

一

年

2
5
、
0
0
0
円

2
年
次
以
降

1
0
、
3
0
0
円

二

年

2
4

0
0
0
円

三

年

2
4

0
0
0
円

1

教
育
充
実
費
月
額

一

年

2
、
0
0
0
円

二

年

2
、
0
0
0
円

三

年

2
、
0
0
0
円

2

す

べ
て
既
納

の
学
費
は
理
由
が
ど
う
で
あ

つ
て
も
返
さ
な
い
。

3

経
済
困
窮
等
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
授
業
料
の
減
免
を
行
う

こ
と
が
あ
る
。

4

授
業
料
等
は
毎
月
5
日
ま
で
に
そ
の
月
分
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

退
学
を
許
可
さ
れ
た
者
、
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
、
ま
た
は
停
学
中

の
者
は
、
当
該
月
ま
で
の
授
業
料
等

の
全
額
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

休
学
を
許
可
さ
れ
た
者

の
授
業
料
等
は
免
除
す
る
。

第
24
条

授
業
料
等
を
滞
納
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
処
分
す
る
。

1

滞
納
2
か
月
に
お
よ
び
、
か

つ
学
校

の
指
示
に
従
わ
な
い
者
は
、
出
校
を
停
止
し
、
ま
た
は
期
末
考
査
を
受
け
さ
せ
な
い
。

2

滞
納
期
間
2
か
月
を
超
え
長
期
に
お
よ
ぶ
者
に
つ
い
て
は
、
進
級
を
保
留
し
、
ま
た
は
除
籍
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
34
年
4
月
1
日
よ
り
実
施
す
る
。
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附

則

1

こ

の
学

則

は

、

附

則

1

こ

の
学

則

は

、

附

則

1

こ

の
学

則

は

、

附

則

1

こ

の
学

則

は

、

附

則
こ

の
学

則

は
、

附

則
こ

の
学

則

は
、

附

則
こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

附

則

こ

の
学

則

は
、

昭
和
51
年
4
月
1
日
よ
り
実
施
す
る
。
但
し
、
入
学
検
定
料
は
昭
和
51
年
1
月

2
日
か
ら
実
施
す
る
。

昭
和
52
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
但
し
、
入
学
検
定
料
は
昭
和
52
年
1
月

2
日
か
ら
実
施
す
る
。

昭
和
53
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
但
し
、
入
学
検
定
料
は
昭
和
53
年
1
月

2
日
か
ら
実
施
す
る
。

昭
和

54
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
但
し
、
入
学
検
定
料
は
昭
和
54
年
1
月

2
日
か
ら
実
施
す
る
。

昭
和
55
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
55
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
5
月
1
日
以
降
在
籍
す
る
生
徒
に
適

用
す
る
。

昭
和
56
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
57
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
58
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
59
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
し
、
入
学
検
定
料
及
び
施
設
充
実
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
59
年
度
入
学
す

る
者
か
ら
適
用
す
る
。
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附

則
こ

の
学

則

は
、

昭

和

60
年

4
月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

附

則
こ

の
学

則

は

、

昭

和

61
年

4

月

1

日

か

ら

施

行

す

る
。

た

だ

し

、

入
学

検

定

料

に

つ

い

て

は
、

昭

和

61
年

度

入

学

す

る
者

か

ら

適

用

す

る

。

附

則
こ

の
学

則

は

、

昭

和

61

年

5
月

28

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則
こ

の
学

則

は

、

昭

和

62

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則
こ

の
学

則

は

、

昭

和

63

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

入

学

検

定

料

に

つ

い
て

は

、

昭

和

63

年

度

入

学

す

る

者

か
ら

適

用

す

る

。

附

則
こ

の
学

則

は
、

昭

和

64
年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

た

だ

し

、

授

業

料

に

つ

い
て

は

、

昭

和

64

年

度

入

学

す

る

者

か
ら

適

用

す

る

。

附

則
こ

の
学

則

は
、

平

成

元

年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

た

だ

し

、

入
学

金

及

び

入
学

時

の
施

設
充

実

費

に

つ

い
て

は
、

平

成

元

年

3
月

31

日

ま

で

に

入

学

を

許

可

さ

れ

た

者

は
、

な

お

従

前

の

通

り

と

す

る
。

附

則

こ

の
学

則

は
、

平

成

2
年

4

月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

た

だ

し

、

授

業

料

に

つ

い
て

は

、

昭

和

63

年

度

以

前

に

入

学

し

た
者

は

、

2

1
、

5

0

0

円

と
す

る

。

一1800一



附

則
こ

の
学

則

は

、

附

則
こ

の
学

則

は

、

か

ら

適

用
す

る

。

平

成

2
年

4

月

1

日

か

ら

施

行

す

る
。

平
成
3
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に

つ
い
て
は
、
平
成
3
年
度
入
学
す
る
者

〔「学
校
法

人
日
本
体
育
会
規
程
類
集
」
〕

一
〇

一

浜
松
日
体
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
+
七
年
+

一
月
八
日
認
可
)

第
1
章

総

則

(名

称
)

第
1
条

こ
の
高
等
学
校
は
、
浜
松
日
体
高
等
学
校
と
い
う
。

(位

置
)

第
2
条

浜
松
日
体
高
等
学
校
は
、
静
岡
県
浜
松
市
半
田
町

(代
表
)
3
6
6
0
番
地
に
お
く
。

(目

的
)

第
3
条

浜
松
日
体
高
等
学
校
は
、
教
育
基
本
法
の
精
神
に
則
り
、
学
校
教
育
法
に
従

い
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
礎

の

上
に
高
等
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
し
、
特
に
健
康
な
身
体
と
健
全
な
人
格
を
陶
冶
し
、
社
会
的
教
養
と
道
徳

的
特
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
家
社
会
に
有
為
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(課
程
学
科
、
定
員
、
修
業
年
限
及
び
入
学
資
格
)

第
4
条

課
程
、
学
科
、
定
員
、
修
業
年
限
及
び
入
学
資
格
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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通 課
常
課
程 程

普 学
通
科 科

一1
女 男 学 定
子 子 年

112

224

000

人 人 人 員一

修
3 学
年 年

限

中 入
学
校 学
卒
業 資
程
度 格

31

学 学
年 級
で40

は 人
備

18'

学6
級 学
7級

2と
考

0す
人 る

O

第

2
章

学

年

、

学

期

及

び

休

業

日

(
学

年

)

第

5
条

学

年

は

、

4
月

1

日

に
始

ま

り

、

翌

年

3

月

31

日

に

終

る

。

(
学

期

)

第

6

条

学

期

は

、

次

の
3

学

期

と
す

る

。

第

1

学

期

4

月

1

日

か

ら

8

月

31

日

ま

で
。

第

2

学

期

9

月

1

日

か

ら

12

月

31

日

ま

で
。

第

3

学

期

翌

年

1
月

1

日

か

ら

3
月

31

日

ま

で
。

(休

業

日
)

第

7
条

休

業

日

は

次

の
と

お
り

と
す

る

。

た

だ

し

、

校

長

は

必

要

が
あ

る

と

認

め

る
場

合

に

は
、

が

で
き

る
。

ω

国

民

の
祝

日

に
関

す

る

法

律

(
昭

和

23
年

法

律

第

1

7

8
号

)

に
規

定

す

る

日

②

日

曜

日

㈹

夏

季

休

業

日
、

7

月

21

日

か

ら

8

月

31

日

ま

で

ω

冬

季

休

業

日
、

12

月

25

日

か

ら

翌

年

1
月

7

日

ま

で

休

業
日
を
変
更
す
る
こ
と
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㈲

学
年
末
休
業
日
、
3
月
24
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で

㈲

学
校
創
立
記
念
日

第
3
章

教
育
課
程
及
び
授
業
日
時
数

(教
育
課
程
、
授
業
日
時
数
)

第
8
条

教
育
過
程
及
び
授
業
日
時
数
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
基
準
に
よ
り
、
別
に
校
長
が
定
め
る
。

第

4
章

各
学
年
の
課
程
の
修
了
及
び
卒
業
の
認
定

(単
位

の
認
定
)

第
9
条

教
科
、
科
目
の
単
位

の
修
得
は
、
生
徒
の
出
席
状
況
及
び
平
素

の
成
績
を
評
価
し
て
こ
れ
を
認
定
す
る
。

(課
程
の
修
了
、
卒
業
の
認
定
)

第
10
条

各
学
年
の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
は
、
所
定

の
単
位
を
修
了
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
平
素

の
性
行
を
考
慮
し
て
こ
れ

を
認
定
す
る
。

(証
書

の
授
与
)

第
11
条

校
長
は
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
た
者
に
は
卒
業
証
書
又
は
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

第
5
章

入
学
、
退
学
、
転
学
及
び
休
学

(入
学
、
入
学
資
格
)

第
12
条

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
所
定

の
願
書
と
出
身
学
校
長
の
調
査
書

に
入
学
検
定
料
を
添
え
て
提
出
し
、
校
長

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
、

こ
の
学
校
の
入
学
資
格
は
、
中
学
校
卒
業
者
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上

の
学
力
を
有
し
て
相
当

の
年
令
に
達
し
、
心
身

共
に
健
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(退
学
及
び
転
学
)

第
13
条

退
学
又
は
転
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
父
兄
若
し
く
は
保
護
者
か
ら
校
長
に
願

い
出

で
、
そ
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の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(休

学
)

第
14
条

校
長
は
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
引
続
き
1
月
欠
席
し
、
な
お
2
月
以
上
欠
席
を
要
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
が
休
学
を
願

い
出
た
場
合
に
は
、
1
年
以
内
に
限
り
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
1
年
以
内
に
限
り
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

結
核
性
疾
患
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
2
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
6
章

職

員

組

織

(職
員
組
織
)

第
15
条

職
員
組
織
に
関
し
て
は
、
学
校
教
育
法
、
学
校
図
書
館
法
、
学
校
保
健
法
等

の
規
定
に
従

い
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
7
章

授
業
料
、
入
学
検
定
料
及
び
入
学
料

(授
業
料
)

第
16
条

授
業
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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2
、
授
業
料
は
毎
月
10
日
ま
で
に
、
そ
の
月
分
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
8
月
分
は
7
月
分
と
同
時
に
納
入
す
る
。

3
、
授
業
料
を
期
限
内
に
納
入
し
な
い
と
き
は
、
学
校
は
期
限
を
付
し
督
促
す
る
も
の
と
す
る
。

4
、
学
校
は
、
前
項
の
督
促
を
し
て
も
な
お
滞
納
2
ヵ
月
以
上
に
及
び
、
学
校
の
指
示
に
従
わ
な

い
と
き
は
、

情
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
者
を
出
席
停
止
又
は
退
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
の
事



(入
学
検
定
料
)

第
17
条

入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
検
定
料
1
、
0
0
0
円
を
入
学
願
書
に
添
え
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(入
学
料
)

第
18
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
許
可
の
あ

っ
た
日
か
ら
3
日
以
内
に
入
学
料
8
、
0
0
0
円
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2
、
校
長
は
、
入
学
を
許
可
し
た
者
が
前
項

の
入
学
料
を
期
限
内
に
納
入
し
な
い
と
き
は
、
入
学
許
可
を
取
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

(返

還
)

第
19
条

既
に
納
付
し
た
授
業
料
、
入
学
検
定
料
及
び
入
学
料
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ

っ
て
も
返
還

し
な
い
。

第
8
章

賞

罰

(ほ
う
賞
)

第
20
条

校
長
は
、
身
体
健
全
、
成
績
優
秀
、
品
行
方
正
で
他

の
生
徒
の
模
範
と
な
る
者
に
は
、
こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

(懲

戒
)

第
21
条

校
長
は
、
教
育
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
生
徒
に
対
し
次
の
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1

訓

戒

2

謹

慎

3

出
校
停
止

2
、
た
だ
し
、
退
学
は
次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
の
み
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

1

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者

2

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
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3
.
正
当

の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

4
.
無
届

の
ま
ま

一
ヵ
月
以
上
欠
席
し
た
者

5
.
学
校

の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
文
に
反
し
た
者

第
9
章

雑

則

(雑

則
)

第
22
条

こ
の
学
則

の
実
施
に
関
し
必
要
な
細
則
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。

寸

u

イ

日
尺

1
、
こ
の
学
則
は
、
昭
和
38
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。
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(第8条 別 紙)

普 通 科

教 科 科 目

単 位 数
指 導

時間数
摘 要学年別

計 合計
1 2 3

国 語

現 代 国 語 3 2 2 7

15

245

、

4科 目の中2科 目

・又は1科 目4単 位

選 択す。
ノ

古 典 甲

古 典 乙1 2 3 5 175

古 典 乙II 3 3 105

社 会

倫理 ・社会 2 2

15

70

政治 ・経済 2 2 70

日 本 史 3 3 105

世 界 史A

世 界 史B 2 2 4 140

地 理A

地 理B 4 4 140

数 学

数 学1 5 5

15

175

数 学IIA

数 学IIB 5 5 175

数 学III 5 5 175

理 科

物 理A

15

物 理B 3 2 5 175

化 学A

化 学B 2 2 4 140

生 物 4 4 140

地 学 2 2 70

保健体育
体 育

男4

女2
3 2

男9

女7
男11

女9

315

245

保 健 1 1 2 70

芸 術

音 楽

2

、

・2

ノ

4 4

140
美 術

工 芸

書 道

外 国 語 英 語 5 5 5 15 525

家 庭 女2 女2 4 140

小 計 31
男30

女32
29

男90

女92

男3,150

女3,220

特 別 教 育 活 動(H.R) 1 1 1 3 150

増 加 単 位 2 男3

女1
4

男9

女7

男315

女245

主として就職

進学の科目

合 計 34 34 34 102 3,570
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(第

15

条

別

紙

)

職

員

1

、

校

長

2

、

教

諭

3

、

講

師

4

、

実

習

助

手

5

、

事

務

職

員

6

、

校

医

7

、

養

護

教

諭

8

、

司

書

教

諭

計

組

4341織

〃 〃 名

 

3

〃

『
0

11

Q
J

〃

1

11

521

〃 〃

〔「浜
松
日
体
高
等
学
校

設
置
認
可
申
請
書
」

(昭
和
三
十
七
年
八
月
)
〕
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一
〇
■
一

浜
松
日
体
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

昭
和
37
年
11
月
8
日

制

定

平
成
2
年
11
月
7
日

最
近
改
正

第

1
章

総

則

(名

称

)

第

1
条

こ

の
高

等

学

校

は
浜

松

日
体

高

等

学

校

と

い
う

。

(位

置

)



第
2
条

浜
松
日
体
高
等
学
校
は
静
岡
県
浜
松
市
半
田
町

(代
表
)
3
、
6
6
0
番
地
に
お
く
。

(目
的
)

第
3
条

浜
松
日
体
高
等
学
校
は
、
教
育
基
本
法
の
精
神
に
則
り
、
学
校
教
育
法
に
従

い
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育

の
基
礎
の
上

に
高
等
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
し
、
特
に
健
康
な
身
体
と
健
全
な
人
格
を
陶
冶
し
、
社
会
的
教
養

と
道
徳
性
徳
性
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
家
社
会
に
有
為
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(課
程
、
学
科
、
定
貝
、
修
業
年
限
及
び
入
学
資
格
)

第
4
条

課
程
、
学
科
、
定
員
、
修
業
年
限
及
び
入
学
資
格
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

全 課
日

制
課
程 程

普 学
通
科 科

1

学 定
年
(

3男
3・

6女 員
人)

修
3 業
年 年

限

中
学 入

卒 校 学
業 資
程 格
度

1

学 備
年

7

学 考
級

第

2
章

学

年

、

学

期

及

び

休

業

日

(学

年

)

第

5
条

学

年

は

、

4
月

1

日

に
始

ま

り

翌

年

3
月

31

日

に
終

わ

る
。

(学

期

)

第

6

条

学

期

は

、

次

の
3

学

期

と
す

る

。

第

1

学

期

4

月

1

日

か

ら

8

月

31

日

ま

で

第

2

学

期

9

月

1

日

か

ら

12
月

31

日

ま

で

第

3

学

期

翌

年

1
月

1

日

か

ら

3
月

31

日

ま

で

(休

業

日

)

一1809一



第
7
条

休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
校
長
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
休
業
日
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ω

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(昭
和
23
年
法
律
第
1
7
8
号
)
に
規
定
す
る
日

②

日
曜
日

㈹

夏
季
休
業
日

7
月
21
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

ω

冬
季
休
業
日

12
月
25
日
か
ら
翌
年
1
月
7
日
ま
で

㈲

学
年
末
休
業
日

3
月
24
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で

⑥

学
校
創
立
記
念
日

11
月
8
日

第
3
章

教
育
課
程
及
び
授
業
日
時
数

(教
育
課
程
、
授
業
日
時
数
)

第
8
条

本
校
の
教
育
課
程
は
、
別
表
に
定
め
る
教
科
な
ら
び
に
教
科
以
外
の
教
育
活
動
に
よ
り
編
成
す
る
。

第
4
章

各
学
年
の
課
程
の
修
了
及
び
卒
業
の
認
定

(単
位
の
認
定
)

第
9
条

教
科
、
科
目
の
単
位

の
修
得
は
生
徒

の
出
席
状
況
及
び
平
素

の
成
績
を
評
価
し
て
こ
れ
を
認
定
す
る
。

(課
程
の
修
了
、
卒
業
の
認
定
)

第
10
条

各
学
年
の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
は
、
所
定

の
単
位
を
修
了
し
た
も

の
に

つ
い
て
、
平
素
の
性
行
を
考
慮
し
て
こ
れ
を

認
定
す
る
。

(証
書

の
授
与
)

第
11
条

校
長
は
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
た
者
に
は
、
卒
業
証
書
又
は
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

第
5
章

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
及
び
休
学
等

(入
学
、
入
学
資
格
)

一1810一



第
12
条

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
所
定

の
願
書
と
出
身
学
校
長
の
調
査
書
に
入
学
検
定
料
を
添

え
て
提
出
し
、
校
長
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

こ
の
学
校
の
入
学
資
格
は
、
中
学
校
卒
業
者
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
し
て
相
当
の
年
齢

に
達
し
、
身
心
共
に
健

全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(編
入
学
)

第
13
条

相
当
年
齢

に
達
し
、
前
各
学
年

の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に

つ
い
て
は
、

校
長
は
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
第
2
学
年
以
上
に
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(退
学
及
び
転
学
)

第
14
条

退
学
又
は
他
の
高
等
学
校
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
父
兄
若
し
く

は
保
護
者

か
ら
校
長
に

願
い
出
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

他
の
高
等
学
校
か
ら
転
学
を
希
望
す
る
者
の
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
相
当
学
年
に
転
学
を
許
可

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(留
学
)

第
15
条

外
国

の
高
等
学
校
に
留
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
留
学
願
を
校
長
に
提
出
し
、
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

2

校
長
は
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
生
徒
が
留
学
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
が
で
き
る
。

3

校
長
は
、
第
1
項
及
び
第
2
項

の
規
定
に
よ
り
留
学
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
外
国

の
高
等
学
校
に
お
け

る
履
修
を
本
校
に
お
け
る
履
修
と
み
な
し
、
30
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
で
単
位

の
修
得
を
認
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

4

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
単
位
の
修
得
を
認
定
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
第
5
条
に
規
定
す
る
学

年
の
途
中
に
お

い
て
も
、

各
学
年

の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(休
学
)

第
16
条

校
長
は
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
、
引
続
き
ー
ヶ
月
欠
席
し
、
な
お
2
ヶ
月
以
上
欠
席
を
要
す
る
と
認

一1811一



め
ら
れ
る
者
が
休
学
を
願

い
出
た
場
合
に
は
、
1
年
以
内
に
限
り
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

校
長
は
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
1
年
以
内
に
限
り
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
結
核
性
疾

患
に
よ
る
場
合
は
、

こ
の
期
間
を
2
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(再
入
学
及
び
復
学
)

第
17
条

退
学
し
た
者
が
再
入
学
を
希
望
す
る
と
き
は
、
校
長
は
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
限
り
、

こ
れ
を
許
可
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

休
学
中
の
者
が
復
学
す
る
と
き
は
、
病
気

の
と
き
に
は
医
師
の
診
断
書
を
、
そ

の
他

の
場
合
は
事
由
書
を
添
え
て
、
所
定
様

式
に
よ
り
復
学
願
を
校
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
6
章

職
員
組
織

(職
員
組
織
)

第
18
条

職
員
組
織
に
関
し
て
は
、
学
校
教
育
法
、
学
校
図
書
館
法
、
学
校
保
健
法
等
の
規
定
に
従
い
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
7
章

授
業
料
、
入
学
検
定
料
及
び
入
学
金
等

(授
業
料
等
)

第
19
条

授
業
料
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

教 授 種

去
目

充 業

実

費 料 別

年 年 単
((

月 月
額 額
))

額 額 位

金

_4_2

4824
"00

00"

0000

0000

円 円00)円 円
額

)

授
業
料
等
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

1812



3

授
業
料
を
期
限
内
に
納
入
し
な
い
と
き
は
、
学
校
は
期
限
を
付
し
督
促
す
る
も
の
と
す
る
。

4

学
校
は
、
前
項
の
督
促
を
し
て
も
な
お
滞
納
2
ヶ
月
以
上
に
及
び
学
校

の
指
示
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
者
を
出
席
停
止
又
は
退
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

休
学
、
退
学
又
は
転
学
者
は
、
当
該
月
ま
で
の
授
業
料
等
の
全
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(入
学
検
定
料
)

第
20
条

入
学
を
志
望
す
る
者
は
、
入
学
検
定
料
1
2
、
0
0
0
円
を
入
学
願
書
に
添
え
て
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(併
願
合
格
者
手
数
料
)

第
21
条

本
校
以
外
の
学
校
を
併
せ
て
志
願
す
る
者
で
、
入
学
試
験
に
合
格
し
、
入
学
の
意
志

の
あ
る
者

は
、
合
格
発
表

の
日
か

ら
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
、
併
願
合
格
者
手
数
料
1
0
、
0
0
0
円
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

校
長
は
、
前
項
の
手
続
を
し
な

い
者

に
対
し
て
は
、
入
学
の
意
志
が
な

い
も
の
と
し
て
取
扱
う

こ
と
が
で
き
る
。

(入
学
金
等
)

第
22
条

入
学
金
等
は
次
の
と
お
り
と
し
、
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入

学

金

8
0
、
0
0
0
円

施
設
拡
充
費

9
0
、
0
0
0
円

2

校
長
は
、
前
項

の
入
学
金
及
び
施
設
拡
充
費
を
期
限
内
に
納
入
し
な

い
と
き
は
入
学
許
可
を
取
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

(返
還
及
び
減
免
)

第
23
条

既
に
納
入
し
た
授
業
料
、
入
学
検
定
料
、
併
願
合
格
者
手
数
料
及
び
入
学
金
等
は
、

い
か
な
る
理
由
が
あ

つ
て
も
返
還

し
な
い
。

2

成
績
優
秀
及
び
経
済
困
窮
等
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

3

前
項
の
減
免
に

つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

第
8
章

賞
罰
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(褒
賞
)

第
24
条

校
長
は
、
身
体
健
全
、
成
績
優
秀
、
品
行
方
正
で
他
の
生
徒

の
模
範
と
な
る
老

に
は
、
こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
で
き

る
。(懲

戒
)

第
25
条

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
生
徒
に
対
し
次

の
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1

訓
戒

2

謹
慎

3

出
校
停
止

2

た
だ
し
、
退
学
は
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

54321

性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

正
当
な
理
由
が
な
く
て
出
席
常

で
な

い
者

無
届
の
ま
ま
ー
ヶ
月
以
上
欠
席
し
た
者

学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

(雑
則
)

第
26
条

こ
の
学
則
に
関
し
、
必
要
な
細
則
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
53
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

入
学
決
定
料
に

つ
い
て
は
、
昭
和
53
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
56
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

1814



221

入
学
検
定
料
は
、
昭
和
56
年
度
入
学
生
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
57
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
58
年
1
月
12
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
58
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
容
定
員
に
つ
い
て
は
、
昭
和
58
年
度
か
ら
昭
和
60
年
度
ま
で
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

並
日 学

科
別

計 通

年

科 度

8 8
58

7 7

6 6

9 9
59

4 4

2 2

1 1
、 、

0 0
60

0 0

8 8

3

入
学
検
定
料
は
、
昭
和
58
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
59
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
60
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

授
業
料
及
び
施
設
拡
充
費
は
、
昭
和
60
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。
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附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
61
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
昭
和
59
年
度
に
入
学
し
た
者

の
教
育
課
程
は
従
前
の
通

り
と
す
る
。

2

授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
は
、
昭
和
61
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
62
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

授
業
料
、
入
学
検
定
料
及
び
併
願
合
格
者
手
数
料
に

つ
い
て
は
、
昭
和
62
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

3

第
4
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
入
学
定
貝
に
あ

つ
て
は
昭
和
62
年
度
か
ら
昭
和
65
年
度
、
総
定
員

に
あ

つ
て
は
昭
和
62
年

度
か
ら
昭
和
67
年
度

の
間
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω

入

学

定

員

普 学
科
別

通

年

科 度

3

4 62

3

人

3

4 63

3

人

3

4 64

3

人

3

4 65

3

人

1816一

 

②

総

定

員

普

通

科

学
科
別

年

度

1
、

0

1

5人

62

1
、

0

2

2人

63

1
、

0

2

9人

64

1
、

0

2

9人

65

1
、

0

2

2人

66

1
、

0

1

5人

67



附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
63
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

第
4
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
入
学
定
員
に
あ

つ
て
は
昭
和
63
年
度
か
ら
昭
和
65
年
度
、

か
ら
昭
和
67
年
度

の
間
次

の
と
お
り
と
す
る
。

⑧

入

学

定

員

総
定
員
に
あ

つ
て
は
昭
和
63
年
度

普

通

科

学
科

年
度

人384

63

人

り0

8

4

64

人

9σ

4
00

65

 

ω

総

定

員

普

通

科

学
科

年
度

1
、

0

6

3人

63

1
、

1

1

1人

64

1
、

1

1

1人

65

1
、

0

6

3人

66

1
、

0

1

5人

67

用

す こ こ

る の 附 の 附。学 学

貝IJ貝IJ員り 貝り

は は

昭

和

63
年

5
月

26

日

か

ら

施

行

し

、

昭

和

63
年

4

月

1

日

か

ら

適

用

す

る
。

昭
和
64
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
64
年
度
入
学
す
る
者
か
ら
適

一1817一



附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
3
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
者
か
ち
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
授
業
料

・
教
育
充
実
費

に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
度
入
学

1818
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〔「学
校
法
人

日
本
体
育
会

規
程
類
集
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一
〇
三

日
体
柔
整
専
門
学
校
校
則

(昭
和
四
十
八
年
三
月

一
日
厚
生
大
臣
認
定
)

第

1

条

第

2

条

第

3

条

第

4

条

第

5

条

第
1
章

総

則

本
校
は
柔
道
整
復
師
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
技
能
を
修
得
せ
し
め
優
秀
な
る
柔

道
整
復
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
校
は
日
体
柔
整
専
門
学
校
と
い
う
。

本
校
の
位
置
を
東
京
都
世
田
谷
区
深
沢
7
1
1
1
1
に
置
く
。

第
2
章

部
科
、
修
業
年
限
及
び
定
員

本
校
の
部
科
、
修
業
年
限
及
び
生
徒
定
員
を
次
の
通
り
と
す
る
。

柔 部
道
整 科
復
科 名

2

ケ

年

修
業
年
限

21 定
年 年
6060

名 名 貝

夜
間
の

み

第

3
章

学

年

及

び

学

期

、

休

日

本

校

の
学

年

及

び

学

期

を

次

の
通

り

と
す

る
。

学

年

は

毎

年

4

月

1

日

に
始

り

翌

年

3
月

31

日

に
終

る
。

第

1
学

期

4
月

1

日

よ

り

8
月

31

日

ま

で

第

2
学

期

9
月

1

日

よ

り

12
月

31

日

ま

で

第

3
学

期

1
月

1

日

よ

り

3
月

31

日

ま

で

一1821一



第

6

条

第

7

条

本

校

の
休

業

日

は

次

の
通

り

と

す

る
。

1

.

日

曜

日

2

.

国

民

の
祝

日

3

.

夏

期

休

業

8
月

15

日

～

8
月

31

日

ま

で

但

し
学

校

長

に

お

い

て
必

要

と

認

め

た

と

き

は

休

業

日

で

も

授

業

を

行

う

こ

と

が

で
き

る
。

4

.

冬

期

休

業

12
月

26

日

～

1
月

7

日

ま

で

5

.

春

期

休

業

3

月

26

日

～

4

月

1

日

ま

で

6

.

開

校

記

念

日

第

4
章

教

育

課

程

・
授

業

時

数

本

校

の
教

育

課

程

お

よ

び
授

業

時

数

は

次

の
通

り

と
す

る

。

1

年

次

2

年

次

総

時

間

解

剖

学

-⊥

4

0

-⊥

4

0

9乙

8

0

課

生

理

学

-
⊥

4

0

-⊥

4

0

9
自

8

0

科

病

理

学

-
⊥

4

0

7-

0

9白

-
⊥

0

教

衛

生

学

74

0

78

0

1

4

0

症

候

概

論

7

0

-⊥

0

5

1

7ー

だ0

門

治

療

一

般

1

4

0

1

4

0

り4

8

0

学

柔
道
整
復
理
論

1

7
に」

7

0

り4

4

5

専

医

学

史

りQ

に」

り0

=」

7σ

0

医

事

法

規

り0

5

00

=」

一1822一



第

8

条

第

9

条

普 通 教 課

学 科
(

合 心 理 数 社 体 柔
小 育 小 道

計
理 菜 整

復
)

計 道 計 実
学 科 学 会) 技

(

1 1
、 、

、 ノ 22 v 1

4 7 7 7 6

0 0 0 0 0
)

(

1 1
、 、

、 ノ 1 32 V

4 7 7 7 7

5 0 0 5 0
)

2 2
、

＼ ノ
、

V

4 1 1 3 6

8 4 4 4 3

5 0 0 5 0

始
業
お
よ
び
終
業
の
時
刻
は
次
の
通
り
と
す
る
。

午
後
5
時
30
分
よ
り
午
後
9
時
30
分
と
す
る
。

但
し
、
学
校
長
に
於
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
る
時
は
授
業
時
間
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

本
校
に
次
の
教
職
員
を
お
く
。

 
●

54321

校 事 講 専 校
務

第 職
5医 員 師 任 長
章

1
名

3
名
以
上

5
名
以
上

2
名

1
名入

学

・
休
学

・
退
学

一1823一



第

10

条

第

12

条

第

11

条

 

第

13

条

第

14

条

第

15

条

第

16

条

第

17

条

第 第 第

201918

条 条 条

 

第

21

条

第

22

条

本
校

の
入
学
資
格
は
次
の
通
り
と
す
る
。

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
あ
る
者
、
ま
た
は
学
校
教
育
法
第
56
条
第
1
項
お
よ
び
柔
道
整
復
師
法
附
則
第
11

項
に
該
当
す
る
も
の
。

入
学
に

つ
い
て
は
校
長
の
許
可
を
要
す
る
。

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
本
校
所
定
の
入
学
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
入
学
試
験
料
を
添
え
て
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

入
学
試
験
は
学
科
試
験
、
人
物
考
査
の
二
種
と
す
る
。

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
許
可
の
あ

つ
た
日
か
ら
10
日
以
内
に
入
学
金
を
納
入
し
て
、
入
学
許
可
書
の
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
証
人
は
生
徒

の
在
学
中
は
そ
の
身
上
に
関
す
る

一
切
の
責
に
任
ず
る
。

保
証
人
の
身
上
に
異
動
が
あ

つ
た
場
A
口
は
生
徒
ま
た
は
保
証
人
か
ら
、
速
や
か
に
学
校
長
宛
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

休
学
ま
た
は
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
事
由
を
記
し
校
長

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
6
章

成
績
評
価

・
進
級
及
び
卒
業

成
績
評
価
は
学
期
末
、
臨
時
及
び
卒
業
期
の
3
つ
に
分
け
て
行
な
う
。

試
験
は

一
科
目
1
0
0
点
を
以

つ
て
満
点
と
し
、
各
科
目
60
点
以
上
を
以

つ
て
及
第
と
す
る
。

本
校
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
前
条
で
定
め
た
学
習
評
価
の
上
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
7
章

賞

罰

成
績
優
秀
で
他
の
模
範
と
な
る
者
は
こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ
る
。

校
長
は
生
徒
に
し
て
次

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
謹
慎
、
停
学
、
ま
た

は
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

一1824一



第

23

条

本
校
の
授
業
料
、

第

24

条

第

26

条

第

25

条

1
.
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者

2

学
力
劣
等
で
、
成
業

の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者

3

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

4

学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

5

学
費
を
期
限
内
に
納
入
し
な

い
者

第
8
章

授
業
料

・
入
学
金

・
入
学
試
験
料
お
よ
び
実
習
費

入
学
金
、
お
よ
び
入
学
試
験
料
等
を
次
の
通
り
と
す
る
。

54421

暖 実 入 入 授

房 習 試 学 業

費 費 料 金 料

年

額

8

4

、

6

0

、

5

、

年

額

3

6

、

年

額

2

、

0

0

0
円

0

0

0
円

0

0

0

円

0

0

0

円

0

0

0

円

授
業
料
並

に
実
習
費
は
年
額
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

但
し
、
己
む
を
得
ぬ
事
情
が
あ

つ
て
、
学
校
長
か
ら
分
納

の
許
可
を
得
た
者
は
、
各
学

期
毎
に
分
納
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

授
業
料
、
教
具
教
材
費
は
在
校
中
出
席
の
有
無
に
か

・
わ
ら
ず
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

既
納

の
授
業
料
、
入
学
金
等
そ
の
他

一
切
の
学
費
は
事
由

の
如
何
に
か

・
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
返
還
し
な

い
。

附

則

1
.
こ
の
校
則
は
昭
和
48
年
4
月
1
日
よ
り
実
施
す
る
。

2
.
こ
の
校
則

の
施
行
上
必
要
な
細
則
又
は
規
定
は
学
校
長
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。

〔「柔
道
整
復
師
養
成
施
設
認
定
申
請
書
」
(昭
和
四
十
七
年
十
一月
)〕

一1825一



一
〇
四

日
体
柔
整
専
門
学
校
学
則

(現
行
)

昭
和

48
年

3
月
1
日

昭
和

61
年
9
月
10
日

平
成

元
年
9
月
21
日

制

定

全
部
改
正

最
近
改
正

第

1
章

総

則

(目
的
)

第
1
条

本
校
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
、
柔
道
整
復
師
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
専
門
教
育
を
施
し
、

及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
優
秀
な
る
柔
道
整
復
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

(名
称
)

第
2
条

本
校
は
、
日
体
柔
整
専
門
学
校
と
い
う
。

(位
置
)

第
3
条

本
校

の
位
置
を
東
京
都
世
田
谷
区
中
町
5
丁
目
10
番
17
号
に
置
く
。

第
2
章

課
程
、
学
科
、
修
業
年
限
及
び
定
員
並
び
に
休
業
日

(課
程

・
学
科

・
修
業
年
限

・
定
員
)

第
4
条

本
校

の
課
程
、
学
科
、
及
び
修
業
年
限
並
び
に
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

昼
夜
別

課
程
名

修
業
年
限

総
定
貝

こ
れ
に
必
要
な
知
識
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夜

間

専 柔
門 道
課 整
程 復

柔
道
整
復
科

3

年

60

人

1

8

0

人

3211

学 学 学 学
年 年 年 年
606060

人 人 人2
学
級

 

(学

年

・
学

期

の
終

始

期

)

第

5
条

本

校

の
学

年

は
、

4

月

1

日

に

始

ま

り

翌

年

3

月

31

日

に

終

わ

る

。

2

学

年

を

分

け

て
、

次

の
2

学

期

と
す

る

。

前

期

4
月

1

日

か

ら

9
月

30

日

ま

で

後

期

10

月

1

日

か

ら

翌

年

3

月

31

日
ま

で

(休

業

日

)

第

6
条

本

校

の
休

業

日

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

1

日

曜

日

2

国

民

の
祝

日

に

関

す

る
法

律

で
規

定

す

る

日

3

夏

季

休

業

7

月

21

日

か

ら

8

月

31

日

ま

で

4

冬

季

休

業

12

月

21

日

か

ら

翌

年

1
月

7

日

ま

で

5

春

季

休

業

3

月

11

日

か

ら

4
月

7

日

ま

で

6

創

立

記

念

日

4
月

23

日

2

教

育

上

必

要

が

あ

り

、

か

つ
、

や

む
を

得

な

い
事

情

が
あ

る

と

き

は
、

前

項

に

か

か

わ

ら

ず

、

が

あ

る

。

3

非

常

変

災

そ

の
他

、

急

迫

の
事

情

が
あ

る

と

き

は
、

臨

時

に
授

業

を

行

わ

な

い

こ
と

が
あ

る
。

休

業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
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第
3
章

教
育
課
程
、
授
業
時
数
及
び
教
職
員
組
織

(教
育
課
程
、
授
業
時
数
)

第
7
条

本
校
の
教
育
課
程
及
び
授
業
時
数
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

柔
道
整
復
専
門
課
程

科

目

総

時

間

学

年

別

時

間

数

1

学

年

2

学

年

3

学

年

年

間

週

時

間

年

間

週

時

間

年

間

週

時

間

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

目科礎基

人
文
科
学
(
心
理
学)

瓜U

4

だU

4

2

2

社
会
科
学
(
経
済
学)

り0

94

り0

り乙

1

1

自
然
科
学
(
数

学)

£
U

4

£U

4

2

2

保
健
体
育
(
実

技)(保健)(理論)

君0

」強-ρU-£U

9
0

9々-丑U-⊥£U

11

11

り
0

9ρ

1

1

外
国
語

(
英

語)

£U

4

ρ0

4

2

2

小

計

90

9
ρ

0

り4

8

8

9

9

90

9
4

1

1

医

学

史

り0

9盈

00

り
4

1

1
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目科門専

解

剖

学

り4

=」

0

君0

4

2

2

OJ

だ0

3

3

0ゾ

0

3

3

生

理

学

-⊥

8

8

君U

4

2

2

君U

4

2

2

ρ0

0

2

2

運

動

学

£U

4

君0

4

2

2

病

理

学

概

論

∩コ

9
4

り0

9
々

1

1

ρU

O

2

2

衛
生
学
・

公
衆
衛
生
学

∩コ

9乙

り0

9θ

1

1

£U

O

2

2

一

般

臨

床

医

学

1
94

4

ρU

4

2

2

4U

O

2

2

外

科

学

概

論

OJ

4U

90

94

1

1

£U

4

2

2

整

形

外

科

学

-⊥

只」

だU

つQ

9盈

1

1

£U

4

2

2

君
0

0

2

2

リ
ハ

ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン

医

学

∩」

り0

90

9乙

1

1

ρ0

0

2

2

小

計

、
1

1⊥

8
ρ0

り
白

8

8

9

9

4

4

8

-⊥

4

-⊥

4

4
霞」

0

-⊥

にり

-⊥

5

目科門専

柔

道

整

復

理

論

つ
」
00

0
」

-

只」

4

5

5

-⊥

9ρ

=」

4

4

ρ0

0

2

2

柔

道

整

復

実

技

ρ0

ρ0

じD

-⊥

=」

0

5

5

り4

7σ

に
」

9

9

9々

4

0

8

8

関

係

法

規

君0

0

疏U

O

2

2

小

計

、

-⊥

0
だ
U

4

3

0

4

-
⊥

0

1
⊥

0

4

0

0

1

3

-
り
0

00

遺U

O

-

り4

1
9乙

合

計

、

9々

民」

7i

O

8
00

0

9ρ

8

9
盈

8

8

8

0

94

8

9
白

8

8
1⊥

0

2

7

9
ρ

75

一1829一



(授
業
の
終
始
期
)

第
8
条

本
校

の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
、

授
業
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

始

業

午
後
5
時

終

業

午
後
9
時
30
分

(教
職
員
組
織
)

次

の

と

お

り

と

す

る
。

た

だ

し

、

校

長

に
お

い

て

必

要

が
あ

る

と

認

め

た

と

き

は

、

第
9
条

本
校
に
次
の
教
職
員
を
置
く
。

1

校

長

2

教

頭

3

教

貝

10
人
以
上

(専
任
6
人
以
上
、
兼
任
4
人
以
上
)

4

職

員

3
人
以
上

5

学
校
医

1
人

校
長
は
、
校
務
を

つ
か
さ
ど
り
、
所
属
教
職
員
を
監
督
す
る
。

第
4
章

入
学
、
休
学
、
退
学
、
卒
業
及
び
賞
罰

(入
学
資
格
)

第
10
条

本
校
の
入
学
資
格
は
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
又
は
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

で
、
柔
道
に
つ
い
て
実
力
又
は
素
養

の
あ
る
者
と
す
る
。

(入
学
時
期
)

第
11
条

本
校
の
入
学
時
期
は
、
毎
年
4
月
と
す
る
。

(出
願
)

第
12
条

本
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
校
所
定

の
入
学
願
書
、
そ
の
他

の
書
類
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
第
22
条
に
定
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め
る
受
験
料
を
添
え
て
指
定
期
日
ま
で
に
出
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(入
学
試
験

・
入
学
許
可
)

第
13
条

本
校
の
入
学
試
験
は
、
学
科
試
験
、
柔
道
実
技
、
面
接
及
び
出
身
高
等
学
校
長
の
調
査
書
に
よ
り
選
考
を
行
う
。

2

入
学
許
可
は
、
入
学
試
験

の
結
果
に
よ
り
、
教
員
会
議

の
議
を
経
て
、
校
長
が
決
定
す
る
。

(入
学
手
続
)

第
14
条

本
校
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
指
定

の
期
限
内
に
本
校
所
定
の
入
学
調
書
を
保
証
人
連
署

の
う
え
提
出
し
、
第
22

条

に
定
め
る
入
学
金
そ
の
他

の
学
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
手
続
を
し
な

い
と
き
は
、
入
学
の
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

3

保
証
人
は
、
生
徒

の
在
学
中
そ
の
身
上
に
関
す
る

一
切
の
責
任
を
持

つ
も

の
と
し
、
保
証
人
に
異
動

が
あ

つ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
速
か
に
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(休
学

・
復
学
)

第
15
条

生
徒
が
疾
病
、
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ

つ
て
休
学
す
る
場
合
は
、
本
校
所
定
の
用
紙
に
そ
の
旨
を
記
し
、
そ

の
事
由
が
疾
病
に
よ
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
て
届
出
、
校
長

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

前
項
の
者
が
復
学
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
本
校
所
定

の
用
紙
に
休
学
事
由
の
消
滅
し
た
事
実
を
記
し
て
届
出
、
校
長
の
許

可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

(退
学
)

第
16
条

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
校
所
定

の
用
紙
に
そ
の
事
由
を
記
し
て
届
出
、
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。(試
験

・
成
績
評
価

・
進
級
)

第
17
条

本
校

の
試
験
は
、
期
末
試
験
、
臨
時
試
験
及
び
卒
業
試
験
の
3
種
と
す
る
。

2

成
績
評
価
は
各
科
目
1
0
0
点
を
満
点
と
し
、
各
科
目
60
点
以
上
を
以
て
及
第
と
す
る
。

一1831一



3

や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
第
1
項
の
試
験
を
受
験
で
き
な
か

つ
た
者
に
は
追
試
験
、
又
成
績
評
価

が
合
格
点
に
達
し
な
か

つ
た
者

に
は
再
試
験
に
よ
り
成
績
を
再
評
価
す
る
。

4

追
試
験
及
び
再
試
験
は
、
別

に
定
め
る
基
準
に
よ
り
行
う
。

5

進
級
は
、
第
2
項
及
び
第
3
項
の
評
価
に
よ
り
、
教
員
会
議
を
議
を
経
て
、
校
長
が
認
め
る
。

6

各
学
年
に
お
い
て
欠
席
日
数
が
授
業
日
数
の
3
分

の
ー
を
超
え
る
者
は
、
進
級
又
は
卒
業
が
で
き
な

い
。

(補
講
)

第
18
条

各
学
年
に
お
い
て
欠
席

日
数
が
授
業
日
数

の
3
分
の
1
以
内
で
あ

つ
て
20
日
を
超
え
る
者
及
び
成
績
不
良
者
は
、
補
講

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(卒
業
)

第
19
条

本
校
所
定
の
全
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
教
員
会
議
の
議
を
経
て
、
校
長
が
卒
業
を
認
定
し
、
卒
業
証
書
を
授
与
す

る
。(褒

賞
)

第

20
条

成
績
優
秀
で
他

の
模
範
と
な
る
者
は
、

こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(懲
戒
)

第
21
条

生
徒
が
こ
の
学
則
、
そ
の
他
本
校
の
定
め
る
諸
規
則
を
守
ら
ず
、
そ
の
本
分
に
も
と
る
行
為
が
あ

つ
た
と
き
は
懲
戒
処

分
を
行
う
。

2

懲
戒
は
、
訓
告
、
停
学
及
び
退
学
と
す
る
。

3

前
項
の
退
学
は
、
次
の
各
号

の

一
に
該
当
す
る
生
徒
に
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

1

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者

2

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者

3

正
当
な
理
由
が
な
く
、
出
席
常
で
な
い
者
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4

学
校
内

の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者

第
5
章

受
験
料

・
入
学
金
及
び
授
業
料
等

(納
付
金
)

第
22

54321条

教 授 施 入 受 本
育 校
充 業 設 学 験 の
実 受
費 料 費 金 料 験

料

 

2

施

設

費

に

つ

い
て

は

、

(納

付

方

法

)

第

23
条

授

業

料

等

は

、

け

た

と

き

は
、

4

月

、

2

既

納

の
受

験

料

、

(
健

康

診

断

)

第

24
条

年

1

回

、

附

則

1

こ

の
学

則

は

、

2

入

学

金

及

び

授

業

料

等

の
納

付

金

は

次

の
と

お

り

と

し

、

2

5
、

0

0

0
円

6

1

8
、

0

0

0
円

入

学

時

2

0

6
、

0

0

0
円

年

額

5

5

0
、

0

0

0
円

6

0
、

0

0

0
円

こ
れ
以
外
の
納
付
金
は

一
切
徴
収
し
な
い
。

日
本
体
育
大
学
及
び
日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
学
生

(卒
業
生
を
含
む
。
)
は
半
額
と
す
る
。

年
額
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
つ
て
、

10
月

の
2
回
に
分
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

入
学
金
及
び
授
業
料
等
は
原
則
と
し
て
こ
れ
を
返
還
し
な

い
。

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
生
徒

の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
。

昭
和
59
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
学
則

の
施
行
上
必
要
な
細
則
は
、
学
院
長
が
別
に
定
め
る
。

3

昭
和
58
年
度
以
前
に
入
学
し
た
生
徒

に
対
す
る
教
育
課
程
及
び
学
費
は
、

お
従
前

の
通
り
と
す
る
。

校
長
の
許
可
を
受

第
7
条
及
び
第
24
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
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附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
61
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

1

こ
の
学
則
は
、
昭
和
62
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
学
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
校
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
元
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
入
学
金
及
び
入
学
時
の
施
設
費
に

つ
い
て
は
、
平
成
元
年

3
月
31
日
ま
で
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
な
お
従
前

の
通
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
平
成
2
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
受
験
料
に
つ
い
て
は
平
成
2
年
度
入
学
す
る
も
の
か
ら
適
用

す
る
。

〔「学
校
法
人
日
本
体
育
会
規
程
類
集
」〕
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一
〇
五

私
立
大
井
幼
稚
園
設
立
認
可
願
及
規
則

(大
正
八
年
四
月

一
日
設
置
)

(前
文
略
)

私
立
幼
稚
園
設
立
認
可
願

今
般
束
京
府
荏
原
郡
大
井
町
字
北
濱
川
九
百
六
十
九
番
地

二
於
テ
別
紙
要
項

ノ
通
私
立
幼

稚
園
設
立
致
度
候
條
御
認
可
相
成
度
此
段
相
願
候
也

大
正
八
年

一
月
廿

一
日

東
京
府
荏
原
郡
大
井
町
千
百
四
十
九
番
地

肚
團
法
人

日
本
盟
育
奮
長

比
志
島
義
輝
回

束
京
府
知
事

法
學
博
士

井
上

友

一
殿

私
立
幼
稚
園
設
立
要
項

園
名

私
立
大
井
幼
稚
躍

一

位
置

東
京
府
荏
原
郡
大
井
町
字
濱
川
九
百
六
十
九
番
地

一

開
園
期
日

大
正
八
年
四
月

一
日

一

定
員

八
十
名

一

(校
舎
圃
面
略
)

脛

費牧

入

一

金

千
六
百
八
拾
圓

保
育
料

支

出

金

六
百
圓

保
婦
二
人
俸
給

一
人
李
均

一
ケ
月
金
威
拾
五
圓

金

三
百
六
十
圓

助
手
二
名

一
人
李
均

一
ケ
月
拾
五
圓

計 金 金 金 金 金 金 金

威
百
圓

見
童
保
育
品
費

五
拾
圓

備
品
費

八
拾
圓

清
耗
品
費

拾
圓

通
信
費

威
百
七
拾
五
圓
六
拾
八
銭

園
含
借
地
料

八
拾
四
圓
彦
拾
威
銭

園
舎
修
繕
費

威
拾
圓

火
災
保
険
料

戴
千
百
六
拾
圓

維
持
法

維
持
ノ
方
法

ハ
前
記
ノ
如
ク
大
盟
見
童
ノ
保
育
料

ヲ
以
テ
支
鎌
ス
ト
難
臣
臨
時
費
ヲ
要

シ

麗
費

二
不
足
ヲ
生
ス
ル
片

ハ
設
立
者
之

ヲ
負
捻

ス

大
井
幼
稚
園
規
則

第

一
條

私
立
大
井
幼
稚
園
ハ
幼
見
心
身
ノ
登
蓮
ヲ
計
リ
喜
良
ナ
ル
召
慣

ヲ
養
成
ス
ル
ヲ

以
テ
目
飽
ト
ス

第
二
條

私
立
大
井
幼
稚
園
ノ
保
育
事
項

ハ
遊
戯
唱
歌
談
話
手
技
ト
ス

第
三
條

幼
見
ノ
年
齢

ハ
満
三
年
ヨ
リ
小
學
校
就
學

ニ
ス
ル
マ
テ
ト
ス

第
四
條

幼
見
ノ
定
員
ハ
凡
八
十
名
ト
ス

第
五
條

一
ケ
年
ヲ
分
チ
テ
三
期
ト
ス

第

一
期

四
月

一
日
ヨ
リ
八
月
三
十

一
日

二
至
ル

第
二
期

九
月

一
日
ヨ
リ
十
二
月
三
十

一
日
二
至
ル

第
三
期

翌
年

一
月

一
日
ヨ
リ
三
月
三
十

一
日

二
至
ル
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第
六
條

保
育
時
敷

ハ
毎
週
凡
二
十
二
時
ト
ス

但
シ
夏
季
休
業

ノ
前
後
各
三
週
以
内

ハ

之

ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
七
第

休
業
日
ノ
左

ノ
如
シ

一

呪
日

二

祭
日

三

皇
后
陛
下
御
誕
辰

六
月
二
十
五
日

四

靖

國
輔
杜
祭
日

四
月
三
十
日
、
十
月
二
十
三
日

五

日
曜
日

六

記
念
日

七

春
季
休
業

四
月

一
日
ヨ
リ
四
月
七
日
二
至

ル

八

夏
季
休
業

七
月

十

一
日

ヨ
リ
九
月
十
日

二
至
ル

九

冬
季
休
業

十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌

年

一
月
七
日

二
至

ル

第
八
條

入
園
ノ
期

ハ
毎
年
四
月
ト
ス

但
シ
鉄
員
ア
ル
ト
キ

ハ
臨
時
二
入
園

ヲ
許
ス
コ

ト
ァ
ル
ヘ
シ

第
九
條

入
園
ヲ
願
フ
者

ハ
左
記
ノ
履
歴
書
ヲ
差
出

ス
ヘ
シ

(用
紙

ハ
園

ヨ
リ
交
附

ス
ル

ニ
付
略
ス
)

第
十
條

入
園
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
入
園
料
金
威
圓
ヲ
納
ム
ヘ
シ

第
十

一
條

入
園
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
保
護
者
ヨ
リ
左
記
ノ
在
園
鐙
書
ヲ
差
出
ス

ヘ
シ

(用
紙

ハ
園
ヨ
リ
交
附
ス
ル
ニ
ツ
キ
略
ス
)

保
護
者
ハ
本
郡
若
シ
ク
ハ
其
附
近
二
住
居
シ
丁
年
以
上

ニ
シ
テ
一
家
計
ヲ
立

ツ
ル
者
二
限

ル

第
十
二
條

保
育
料

ハ
幼
見

二
付

一
ケ
年
金
拾
八
圓
ト
ス

第
十
三
條

保
護
者

ハ
幼
見
出
席
ノ
有
無

二
拘

バ
ラ
ス
毎
年
毎
期
若
ク
ハ
毎
月

(八
月
ヲ

除
ク
)
始
業
ノ
日
ヨ
リ
七
日
以
内
二
保
育
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
十
四
條

第
十
五
條

第
十
六
條

第
十
七
條

第
十
八
條

第
十
九
條

第

二
十
條

第

二
十

一
條

一

無
届
敏
席

一
ケ
月
以
上
二
及
ブ
者

二

當
園
敬
育
ノ
趣
旨

二
適
セ
ス
ト
認
メ
タ
ル
者

(下
略
)

毎
期
若
シ
ク
ハ
毎
月

二
分
納
ス
ル
保
育
料
金
額
ヲ
左
ノ
如
ク
定
ム

毎
期
第

一
期
及
第
二
期

各
金
六
圓
七
拾
五
銭

第
三
期

金
四
圓
五
拾
銭

毎
月

(
八
月
ヲ
除
ク
)

四
月
、
十
月

各
金
威
圓
威
拾
五
銭

五
、
六
月
、
七
月
、
九
月
、
十

一
月
、
十
二
月
、

一
月
、
二
月
、
三
月
、
各

金
壷
圓
五
拾
銭

牛
途

二
入
園
シ
タ
ル
幼
見
ノ
保
育
料

ハ
前
條
ノ
規
定

ニ
ヨ
リ
入
園
シ
タ
ル
月

以
後
ノ
分
ヲ
入
園
後
七
日
以
内

二
納
付

ス
ヘ
シ

牛
途

二
退
園
シ
タ
ル
幼
見

ニ
シ
テ
退
園
ノ
翌
月
分
以
後

ノ
保
育
料
ヲ
納
付

シ

ア
ル
場
合

ニ
ハ
前
條
月
割
額

ニ
ヨ
リ
テ
其
月
以
後
ノ
分
ヲ
返
附

ス

保
育
料
ヲ
怠
納
ス
ル
モ
ノ
ハ
退
園
ヲ
命

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

幼
兜
又

ハ
保
護
者
ノ
韓
居
シ
タ
ル
時

ハ
保
護
者
ヨ
リ
直
チ

ニ
届
ケ
出
ス
ヘ
シ

幼
見

ノ
敏
席

ス
ル
コ
ト

一
週
間
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
事
由
ヲ
届
ケ
出
ス
ヘ

シ但
シ
幼
見
傳
染
病

二
罹
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
其
病
状
ヲ
届
出
ス
ヘ
シ

退
園
セ
ソ
ト
ス
ル
者

ハ
其
理
由
ヲ
具

シ
保
護
者
ヨ
リ
其
旨
申
出
ツ
可
シ

左

ノ
各
項
ノ
一
二
該
當

ス
ル
者

ニ
ハ
退
園
ヲ
命
ス
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〔「東

京
教
育
史
資
料
体
系

第
九
巻
」

(昭
和
四
十

九
年
三
月
)〕



第第第第第第 第

一
〇
六

日
本
体
育
會
あ
さ

ひ
幼
稚
園

々
則

(昭
和
三
+
年
六
月
二
+

一
日
認
可
)

第

一
章

総

則

條

こ
の
幼
稚
園
は
学
校
教
育
法
第
七
十
七
条
及

び
第
七
十
入
条
に
從

つ
て
幼
児
を
保
育
し
、
恵

ま
れ
た
環
境
を
活
用
し
幼
児
を
安
全
保
育
し
、

理
想

の
施
設
を
整
備
し
、
そ
の
心
身

の
獲
達
を

助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

條

こ
の
幼
稚
園
は
、
日
本
体
育
会
あ
さ
ひ
幼
稚

園
と
い
ふ
。

三

條

こ
の
幼
稚
園

の
位
置
を
東
京
都
世
田
谷
区
深

沢
町
四
丁
目
七
拾
番
地
に
置
く
。

四

條

こ
の
幼
稚
園
に
入
園
で
き
る
者
は
、
漏
四
歳

か
ら
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
幼

児
と
す
る
。

五

條

こ
の
幼
稚
園
の
定
員
を
、
六
〇
名
と
し
、
漏

四
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
組
と
漏
五
歳
よ
り
小
学

校
就
学
ま
で
の
組
に
分
け
る
。

第
二
章

保
育
年
限
保
育
期
及
休
業
日

六

條

こ
の
幼
稚
園
の
保
育
年
限
は

ニ
ケ
年
と
す
る
。

七

條

一
年
を
次
の
三
保
育
期
に
分
け
る
。

第第

第

一
保
育
期

四
月

一
日
か
ら
八
月
三
十

一
日
ま
で

第
二
保
育
期

九
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十

一
日
ま

で

第
三
保
育
期

一
月

一
日
か
ら
三
月
三
十

一
日
ま
で

八

條

本
園
の
休
園
は
次

の
通
り
と
す
る
。

一
、
日
曜
日

二
、
國
民
の
祝
日

三
、
夏
期
休
業

四
、
冬
期
休
業

五

、

六

、

七

、

九

條

春
期
休
業

七
月
十

一
日
か
ら
九
月
十
日
ま

で十
二
月

二
十
五
月
か
ら

一
月
七

日
ま

で

四
月

一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

学
校
法
人
日
本
体
育
會
創
立
紀
念
日

あ
さ
ひ
幼
稚
園
開
園
記
念
日

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
次
の
通
り
と
す
る
。

午
前
九
時
か
ら
午
後

一
時
ま
で
、
た
"
し
季
節

に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
章

教
育
課
程
、
保
育

日
時
数
及
び
教
職
員
組

織
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第

十

條

保
育
内
容
は

ω
健
康
保
育
、
②
リ
ズ
ム
、
㈹
休
息
、
ω
音
樂
、

㈲
自
由
遊
び
、
⑥
お
話
、
ω
自
然
観
察
、
㈹
絵
画
、

⑧
製
作
、
⑩
ご
っ
こ
遊
び
、
劇
遊
び
、
人
形
芝
居

⑪
見
学
、
⑰
年
中
行
事
、

(ひ
な
祭
、
端
午

の
節

句
、
学
校
法
人
日
本
体
育
会
体
育
祭
参
加
)
等
で

あ
る
。

第

十

一
條

一
日
の
保
育
時
数
は
、
四
時
間
と
し
、
第
十

條
に
從

い
保
育
す
る
。

第

十

二

條

こ
の
幼
稚
園
に
次
の
教
職
員
を
お
く
。

園 教 園

医 諭 長

 

四
、
事
務
職
員

園
長
は
園
務
を
処
理
し
、

第
四
章

入
園
、
退
園
、

第

十

三

條

入
園
に
つ
い
て
は
、

第

十

四

條

入
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

料
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第

十

五

條

休
園
又
は
退
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

一
名

二
名
以
上

二
名

(
こ
の
内

一
名
を
歯
科
医

と
す
)

一
名

所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

休
園
、
修
了
及
び
褒
賞

園
長
の
許
可
を
要
す
る
。

申
込
書
に
選
抜

そ
の

理
由
を
記
し
て
、
保
護
者
か
ら
園
長
に
届
け
出

る
も
の
と
す
る
。

第

十

六

條

こ
の
幼
稚
園
所
定

の
保
育
課
程
を
修
了
し
た

者
に
は
、
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

第

十

七

條

心
身
の
獲
達
著
し
く
他

の
模
範
と
な
る
者
は
、

こ
れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
五
章

選
抜
料
及
び
保
育
科
、
入
園
料

第

十

入

條

選
抜
料
は
二
〇
〇
円

と
す
る
。

第

十

九

條

保
育
料
は
月
額

一
、

○
○
○
円
と
す
る
。

在
籍
者
は
出
席
の
有
無

に
か

・
わ
ら
ず
毎
月
五

日
ま
で
に
そ
の
月
分

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

第

二

十

條

入
園
料
は

一
、
○
○
○
円
と
し
入
園
の
際
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十

一
條

既
納

の
選
抜
料
、

保
育
料
、
入
園
料
等
は
理

由

の
如
何
に
か

・
わ
ら
ず
返
還
し
な
い
。

附

則

一
、
こ
の
園
則
は
昭
和
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
。

二
、
こ
の
園
則
実
施
に
必
要
な
る
細
則
は
園
長
が
定
め
る
。

〔「日
本
体
育
会
あ

さ
ひ
幼

稚
園
設
置
認
可
申
請
書
」

(昭
和
三
十
年
四
月
)
〕
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一
〇
七

日
体
幼
稚
園
園
則

(現
行
)

(
昭
和
30
年
6
月

21
日

制

定

平
成
2
年

9
月

19
日

最
近
改
正

)

第
1
章

総
則

第
1
条

こ
の
幼
稚
園
は
、
学
校
教
育
法
第
77
条
及
び
第
78

条
に
従

っ
て
幼
児
を
保
育
し
、
健
康
教
育
を
重
点
に
、
恵

ま
れ
た
環
境
を
活
か
し
て
、
理
想
の
施
設
を
整
え
、
そ
の

心
身

の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
2
条

こ
の
幼
稚
園
は
、
学
校
法
人
日
本
体
育
会
が
経
営

し
、
日
体
幼
稚
園
と

い
う
。

第
3
条

こ
の
幼
稚
園
の
位
置
を
東
京
都
世
田
谷
区
深
沢
8

丁
目
4
番
1
号
に
置
く
。

第
4
条

こ
の
幼
稚
園
に
入
園
で
き
る
者
は
満
3
歳
か
ら
小

学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
幼
児
と
す
る
。

第

5
条

こ
の
幼
稚
園

の
収
容
定
貝
は
、
2
2
0
名
と
し
、

学
級
編
成
は
、
満
3
歳
の
組
、
満
4
歳
の
組
及
び
満
5
歳

の
組
と
す
る
。

第
2
章

保
育
年
限
保
育
期
及
び
休
業
日

第
6
条

こ
の
幼
稚
園
の
保
育
年
限
は
2
年
及
び
3
年
と
す

る

。

第

7
条

第

8

条1234567

第
9
条

1
年
を
次
の
3
保
育
期

に
分
け
る
。

第
1
保
育
期

4
月

1
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で

第
2
保
育
期

9
月

1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

第
3
保
育
期

1
月

1
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で

本
園
の
休
園
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
曜
日

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
日

夏
季
休
業

7
月

20
日
か
ら
9
月
10
日
ま
で

冬
季
休
業

12
月

20
日
か
ら
1
月
7
日
ま
で

春
季
休
業

3
月

20
日
か
ら
4
月
7
日
ま
で

開
園
記
念
日

6
月

21
日

毎
月
末

の
土
曜
日

始
業
及
び
終
業
の
時
刻

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

午
前
9
時
か
ら
午
後
1
時

30
分
ま
で
。
た
だ
し
、

季
節
に
よ
り
多
少
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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第
3
章

教
育
課
程
、
保
育
日
時
数
及
び
教
職
員
組

織
第
10
条

保
育
内
容
は

ω

健
康

②

人
間
関
係

㈹

環
境

ω

言
葉

㈲

表
現

⑥

園
外
保
育

ω

年
中
行
事

(体
育
祭
、
ひ
な
祭
、
端
午
の
節
句
、

日
本
体
育
大
学
諸
行
事
参
加
)
等
で
あ
る
。

第
11
条

1
日
の
保
育
時
数
は
、
4
時
間
30
分
と
し
、
第
10

条
に
従

い
保
育
す
る
。

第
12
条

こ
の
幼
稚
園
に
次

の
教
職
員
を
置
く
。

654321

園

長

教

諭

園

医

園
歯
科
医

園
薬
剤
師

事
務
職
員

1
名

8
名
以
上

1
名

1
名

1
名

2
名

2

園
長
は
園
務
を
処
理
し
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

第
4
章

入
園
、
退
園
、
休
園
、
修
了
及
び
褒
賞

第

13
条

入
園
は
、
園
長
が
許
可
す
る
。

第
14
条

入
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
申
込
書
に
必

要
書
類
を
添
え
て
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

第
15
条

休
園
又
は
退
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由

を
記
し
て
、
保
護
者
か
ら
園
長
に
届
け
出
る
も

の
と
す
る
。

第
16
条

こ
の
幼
稚
園
所
定
の
保
育

課
程
を
修
了
し
た
者
に

は
、
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

第
17
条

心
身
の
発
達
著
し
く
他

の
模
範
と
な
る
者
は
、
こ

れ
を
褒
賞
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
5
章

保
育
料
等
納
付
金
及
び
選
抜
料

第
18
条

保
育
料
は
月
額
2
1
、
6

0
0
円
、
教
育
充
実
費

は
月
額
5
0
0
円
と
す
る
。
た

だ
し
、
満
3
歳
の
組

の
保

育
料
は
、
月
額
2
4
、
6
0
0
円

と
す
る
。

2

在
籍
者
は
出
席
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
毎
月
5
日
ま
で

に
そ
の
月
分
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
19
条

入
園
料
は
1
1
3
、
3
0
0
円
と
し
、
入
園
の
際

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

第
20
条

選
抜
料
は
5
、

0
0
0
円

と
し
、
入
園
申
込
の
際

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
21
条

既
納
の
保
育
料
及
び
入
園
料
は
、
転
勤
、
転
居
等

に
よ
り
入
園
で
き
な
く
な

っ
た
場
合
等
特
別

の
事
由
が
あ

る
も
の
を
除
き
、

こ
れ
を
返
還

し
な
い
。

附

則

1

こ
の
園
則
は
、
昭
和
30
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
。

2

こ
の
園
則
は
、
昭
和
55
年
4
月
1
日
改
正
し
実
施
す
る
。
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3

こ

の
園

則

実

施

に

必

要

な

る

細

則

は

園

長

が

定

め

る
。

附

則

こ

の
園

則

は
、

昭

和

56
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

附

則

こ

の
園

則

は

、

昭

和

57
年

4

月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の
園

則

は

、

昭

和

58

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の

園

則

は

、

昭

和

59

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の

園

則

は

、

昭

和

60

年

4
月

1

日

か
ら

施

行

す

る
。

附

則

こ

の

園

則

は
、

昭

和

62

年

9
月

9

日

か

ら
施

行

す

る
。

附

則

第

一

こ

の
園

則

は
、

昭

和

64
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

附

則

こ

の
園

則

は
、

平

成

2
年

4

月

1

日

か

ら
施

行

す

る
。

た

だ

し

、

選

抜

料

に

つ

い
て

は

、

平

成

2

年
度

入

学

す

る
者

か

ら

適

用

す

る

。

附

則

こ

の

園

則

は

、

平

成

2

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

附

則

こ

の

園

則

は

、

平

成

3

年

4
月

1

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ
し

、

保

育

料

及

び

教

育

充

実

費

に

つ

い
て

は
、

平

成

3
年

度

入
学

す

る

者

か

ら

適

用

す

る

。
〔「学
校
法
人
日
本
体
育
会
規
程
類
集
」
〕

一
〇
八

艦
操
學
校
同
窓
會
規
則

(昭
和
三
年
当
時
)

第

一
章

総

則

第

條

本
會
は
禮
操
學
校
同
窓
會
[と
稽
し
、
事
務
所
を

東
京
市
外
大
井
町
日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
内
に
置

く

第

二

條

本
會

は
禮
育

の
研
鐙

に
日助
め
斯
道

の
隆
昌
登
達

を
計
り
、
併
せ
て
會
員
相
互

の
親
睦
を
厚
う
し
共

濟
互
助
の
實
を
學
ぐ
る
を
以
て
目
的
と
す

三

條

各
地
に
於
け
る
會
員

の
團
禮
は
支
部
と
し
て
常
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に
本
會
と
連
絡
を
保

つ
も
の
と
す

第
二
章

會
員
及
役
員

第

四

條

本
會

の
會
員
は
左
の
二
種
と
な
す

、
正
會
員

(禮
操
練
習
所
卒
業
生
及
禮
操
學
校
卒
業

生
)

二
、
賛
助
員

(禮
操
學
校
教
職
員
及
菖
教
職
員
)

第

五

條

本
會
に
左

の
役
員
を
置
く

一
、
會

長

一
名

禮
操
學
校
長
を
推
す

二
、
副
會
長

二
名

幹
事
會

の
決
議
に
依
り
會
員
中

よ
り
之
を
推
し
會
長
の
承
認
を

経
る
も
の
と
す

三
、
幹

事

七
名

総
會
に
於
て
會
員
中
よ
り
選
基

し
會
長
之
を
委
囑
す

第

六

條

役
員

の
任
務
左
の
如
し

會
長
は
本
會
を
代
表
し
會
務
を
統
轄
す

副
會
長
は
本
會
を
補
佐
し
臨
時
必
要
の
場
合
に
は

會
長
に
代

つ
て
會
務
を
総
理
す

幹
事
は
幹
事
會
を
組
織
し
本
會

の
豫
算
及
重
要
事

項
を
審
議
し
庶
務
及
會
計
事
務
を
掌
る

第

七

條

會
長
以
外
の
役
員
は
任
期
を
ニ
ケ
年
と
す

第
三
章

絡

會

第

八

條

本
會
は
毎
年
春
秋
二
期

に
総
會
を
開
く

(但
し
必
要
に
磨
じ
臨
時
會

を
開
く
こ
と
あ
る
べ
し
)

第

九

條

総
會
期
日
及
臨
時
會

は
幹
事
會
の
決
議

に
よ
る

第
四
章

會

計

第

十

條

本
會
の
維
持
費
は
特

志
家
の
寄
附
及
會
員
の
醸

金
を
以
て
之
に
充

つ

第
十

一
條

會
員
は

一
時
金
参
圓
以
上
を
寄
附
す
る
も
の
と

す
但
新
會
員
は
學
校
卒

業
の
際
納
付
す
る
も
の
と

す

第
十
二
條

會
員
に
は
實
費
を
以

て
會
員
名
簿
を
頒
布
し
會

員
の
異
動
を
報
告
す

第
十
三
條

本
會
は
牧
支
決
算
を
毎
年

一
回
會
員
報
告
す

但
會
報
は
雑
誌

「國
民
禮
育
」
を
以
て
之
に
代

ふ

第
十
四
條

本
會

の
目
的
を
賛
成
し
、
寄
附
せ
ら
れ
た
る
時

は
之
を
受
理
す

第
五
章

雑

則

第
十
五
條

本
會

に
功
螢
あ
り
た
る
者
に
は
相
當
の
方
法
に

よ
り
表
彰
す
る
こ
と
あ

る
べ
し

第
十
六
條

會
貝
に
し
て
死
亡
し

た
る
時
は
弔
詞
或
は
弔
慰
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金
を
贈
る
も
の
と
す

第
十
七
條

會
員
は
異
動

の
都
度
其
職
業
住
所
を
報
告
す
る

も

の
と
す

一
〇
九

日
本

艦
育

會

膿
操

學
校

昇

格
期

成
會

規

約

第

一
章

総

則

第

一

條

本
會

ハ
日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
昇
格
期
成
會

ト
構

ス

第

二

條

本
會
ノ
事
務
所
ヲ
日
本
禮
育
會
膿
操
學
校

二

置
ク

第

三

條

本
會

ハ
日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
ノ
專
門
學
校

昇
格
達
成
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第

四

條

本
會

ハ
前
條
ノ
目
的
ヲ
達

ス
ル
爲
メ
左
ノ
事

項
ヲ
行
フ

一
、
會
員
ノ
醸
金
及
ビ
本
會

ノ
目
的

二
賛
成

ス
ル
者

ヨ
リ

受
ク
ル
寄
附
金
ノ
管
理

二
、
本
會
ノ
目
的
促
進

ノ
爲
メ
學
事

二
關

ス
ル
諸
制
度
ノ

調
査
研
究

三
、
其
ノ
他
本
會
ノ
目
的
ヲ
達
成

ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
事
項

第
二
立早

金
日

口貝

〔「国
民
艦
育
」

第

一
四
巻
五
号

(昭
和
三
年
五
月
)
〕

(昭
和

五

年
当

時

)

第

五

條

本
盒
日
ハ
日
本
膿
育
金
日舳臆
…操
…墨
・校
職
員
生
徒
、

卒
業
生
及
ビ
本
會
ノ
目
的

二
賛
成

シ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
組
織

ス

第

六

條

本
會

ノ
事
務
所

二
左

ノ
事
項
ヲ
記
載
セ
ル
會

員
名
簿
ヲ
備

フ

一
、
氏
名

生
年
月
日

職
業

二
、
本
籍

住
所

三
、
入
會
ノ
年
月
日

第

七

條

入
會
[セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ハ
其
旨
ヲ
會
長

二
申

込
ム
モ
ノ
ト
ス

第

入

條

退
會
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ハ
書
面
ヲ
以
テ
其
ノ

旨
會
長

二
申
出

ツ
ベ
シ

第

九

條

會
員

ハ
本
會

ノ
財
産

状
況
ヲ
任
意

一
覧
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第

十

條

會
員

ハ
本
規
則

二
依
リ
醸
金
ヲ
ナ
ス
義
務
ヲ
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負

フ
モ
ノ
ト

ス第
三
章

第
・真 胆 ミ ⊇ 「+
マ

 第
二
十
條

會
長
之
ヲ
委
囑
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
條

會
長

ハ
本
會
ヲ
代
表
シ
會
務
ヲ
総
理
シ
総
會

ノ

議
長
ト
ナ
ル

副
會
長
は
會
長
ヲ
輔
佐
シ
會
長
事
故
ア
ル
時

ハ
之
ヲ
代
理

ス顧
問

ハ
委
員
會

二
出
席

シ
テ
意
見
ヲ
述
ブ

ル
コ
ト
ヲ
得

監
事

ハ
本
會

ノ
會
計
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
監
査

ス
ル
モ
ノ
ト

ス委
員

ハ
委
員
長
ヲ
互
選
シ
委
員
會
ヲ
組
織
シ
テ
會
務
ヲ
執

行

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第
十
四
條

役
員
ノ
任
期

ハ
ニ
ケ
年
ト
ス
但
シ
留
任
ヲ
妨
ゲ

ズ

役

員

一
條

本
會

二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

會

長

一
名

副
會
長

二
名

顧

問

若
干
名
、
會
長

之
ヲ
推
薦

ス

監

事

五
名

委

員

若
干
名

役
貝

ハ
本
會
【ノ
総
會

二
於
テ
會
員
之
ヲ
互
選
シ

第
十
五
條

役
員
任
期
中

二
鉄
員
ヲ
生
ズ

ル
時

ハ
次
ノ
総
會

二
於
テ
補
選

ス

第
十
六
條

本
會

ニ
ハ
有
給
ノ
書
記

ヲ
置
ク
事
ヲ
得

第
四
章

総

會

第
十
七
條

本
會
ノ
集
合

ハ
左
ノ
如

シ

一
、
定
時
総
會
、
毎
年

一
回
春
季

二
開
催
シ
左
ノ
諸
件
ヲ

評
議
ス

、

臨
時
総
會
、

臨
時

二
之
ヲ
開
催

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第
十
八
條

総
會
ノ
議
事

ハ
出
席
會

員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之

ヲ
決
ス
可
否
同
数
ナ
ル
時

ハ
再
議

二
附
シ
尚
ホ
決
セ
ザ

ル

時

ハ
否
決
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
條

會
長

ハ
左
ノ
書
類
ヲ
定

時
総
會
三

提
出
シ
其
ノ

承
認
ヲ
求
ム
ベ
シ

一
、
財
産
目
録

二
、
前
年
度
會
計
決
算

ホ ニ ハ ロ イ

庶
務
及
ビ
會
計

本
會
ノ
事
業

役
員
ノ
改
選

規
則
ノ
修
正
及
ビ
攣
更

其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項

委
員
會

二
於
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
場
合
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第
二
十
條

絡
會

二
於
テ
決
議

シ
タ

ル
事
項

ハ
決
議
録

二
記

載
シ
議
長
及
ビ
出
席
會
[員
二
名
之

二
署
名
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
ノ
決
議
事
項

ハ
之
ヲ
會
員

二
通
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十

一
條

會
員

ハ
入
會

ノ
時

ヨ
リ
毎
月
金
参
拾
銭
以
上

ヲ
醸
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
但
シ
半
ケ
年
又

ハ

一
ケ
年
分
ヲ

前
納

ス
ル
モ
妨
ゲ
ズ

第
二
十
二
條

本
會
ノ
経
常
牧
入

ハ
左
ノ
項
目

ヨ
リ
成

ル

一
、
會
貝
ノ
醸
金

二
、
寄
附
金

三
、
其
ノ
他
ノ
牧
入

第
二
十
三
條

本
會

ノ
経
常
支
出

ハ
左
ノ
項
目
ヨ
リ
成

ル

一
〇

禮
操
學
校
女
子
部
同
窓
會
規
約

第

一
章

名
構
及
事
務
所

第

一

條

第

二

條

第

三

條

一
、
事
業
費

二
、
集
合
費

三
、
事
務
費
及
雑
費

第
二
十
四
條

本
會
ノ
會
計
年
度

ハ
毎
年
四
月

一
日

二
始

マ

リ
翌
年
三
月
三
十

一
日

二
終

ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
章

解

散

第
二
十
五
條

本
會

ハ
其
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
ニ
至
リ
タ

ル

後
定
時
総
會
ノ
決
議
ヲ
経
テ
財
産
ヲ
虜
理
シ
タ
ル
上
解
散

ス

〔「国
民
饅
育
」
第
一
六
巻
五
号

(昭
和
五
年
五
月
)〕

(昭
和
七
年
当
時
)

本
會

ハ
日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
女
子
部
同
窓
會

ト
構
ス

本
會

ハ
事
務
所
ヲ
東
京
市
外
六
郷
町
雑
色
日
本

禮
育
會
農
操
學
校
女
子
部
内

二
置
ク

第
二
章

目
的
及
事
業

本
會

ハ
母
校
ト
ノ
連
絡
協
調
ヲ
保
チ
ツ
・
會
員

相
互
ノ
親
睦
ヲ
厚
ウ
シ
兼
テ
女
子
艦
育
ノ
普
及

稜
達
ヲ
計
リ
婦
徳
ノ
酒
養

二
努

ム
ル
ヲ
以
テ
目

的
ト
ス

第

四

條

本
會

ハ
前
條
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
爲

二
左
記
事

業
ヲ
行
フ

ー
、
講
演
會
、
講
習
會
開
催

2
、
禮
育

二
關
ス
ル
印
刷
物
配
布

一1845一



3
、
質
疑
鷹
答

4
、
研
究
襲
表

5
、
毎
年

一
回
會
報
饗
行

(會
計
報
告
、
會
員
氏
名
等
記

載
)

6
、
其
他
本
會

ノ
目
的
ヲ
達
成

ス
ル
ニ
必
要
ナ

ル
事
項

第
三
章

會
員
及
會
費
並
維
持

第

五

條

本
會

ハ
女
子
部
出
身
者
ヲ
以
テ
組
織
シ
會
員
ヲ

分
チ
テ
左
ノ
ニ
種
ト

ス

一
、
正
會
員

(女
子
部
出
身
者
)

二
、
賛
助
員

(母
校
職
員
及
奮
職
員
)

第

六

條

本
會
ノ
維
持
費

ハ
特
志
家
ノ
寄
附
及
會
員
ノ
醸

金
ヲ
以
テ
之

二
充

ツ

第

七

條

正
會
員

ハ
會
費
ト
シ
テ
毎
年
金
壼
圓
ヲ
醸
出

ス

ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
章

會
費
保
管

第

入

條

會
費

ハ
校
内
幹
事
保
管
ノ
任

二
當
リ
必
要

二
慮

シ
會
長
ノ
承
認
ヲ
経
テ
支
出

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
校
内

二
幹
事
ナ
キ
場
合

ハ
理
事
會
ノ
決
議

ヲ
経
テ
適
任
者
ヲ
定
メ
會
長
之
ヲ
委
嘱

ス

第
五
章

役

員

第

九

條

本
會

二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

第

十

條

第
十

一
條

第
十
二
條

第
+
三
條

會
長

一
名

理
事
五
名

幹
事
若
干
名

顧
問
若
干
名

會
長

ハ
日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
女
子
部
長
副
會

長

ハ
女
子
部
教
頭
ヲ
推
戴
シ
理
事

ハ
幹
事
會

ノ

決
議
ヲ
経
テ
正
會
員
中

ヨ
リ
之
ヲ
推
シ
會
長
ノ

承
認
ヲ
得

ル
モ
ノ
ト

ス
幹
事

ハ
総
會

二
於
テ
正

會
貝
中

ヨ
リ
選
摯
シ
會

長
之
ヲ
委
嘱

ス
、
顧
問

ハ
本
會

二
功
拶
ア

ル
者

ヲ
理
事
會
ノ
決
議
ヲ
経

テ
會
長
之
ヲ
推
薦

ス
會

長
以
外
ノ
役
貝

ハ
任
期

ニ
ケ
年
ト
ス
、

會
長

ハ
本
會
ヲ
総
理
シ
副
會
長

ハ
會
長
ヲ
補
佐

シ
臨
時
必
要
ノ
場
合

ハ
會
長

二
代

ツ
テ
會
務
ヲ

虜
理
ス
理
事

ハ
理
事
會

ヲ
組
織
シ
重
要
事
項
ヲ

審
議

ス
幹
事

ハ
幹
事
會

ヲ
設
ケ
本
會

ノ
豫
算
庶

務
及
會
計
等
ノ
事
務
ヲ
掌

ル
顧
問

ハ
理
事
會
或

ハ
総
會

二
於
テ
意
見

ヲ
述
べ
又

ハ
諸
般
ノ
相
談

二
慮
ズ

第
六
章

理
事
會

及
総
會

理
事
會

ハ
必
要

二
鷹

ジ
随
時
之
ヲ
開
ク

総
會

ハ
毎
年

一
回
之

ヲ
開
キ
臨
時
総
會

ハ
必
要

二
鷹
ジ
之
ヲ
開
ク

コ
ト
ア
ル
ベ
シ

一1846一



第
十
四
條

第
十
五
條

第
十
六
條

第
十
七
條

第

一

條

第

二

條

第

三

條

但
シ
総
會

ハ
開
催

一
ケ
月
前
會
員

二
通
知
ス

絡
會

二
於
テ

ハ
會
務
會
計
ノ
報
告
及
重
要
ナ

ル

事
項
ヲ
協
議
ス

第
七
章

雑

則

本
會
ノ
規
約

ハ
練
會
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
ザ

レ
バ
攣
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

本
會

二
功
螢
ア
リ
タ
ル
者

ニ
ハ
適
當
ノ
方
法

二

依
リ
表
彰
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ベ
シ

會
員

ニ
シ
テ
死
亡
シ
タ

ル
時

ハ
弔
僻
或

ハ
弔
慰

金
ヲ
贈
ル
モ
ノ
ト
ス

新

々
會

々
則

(昭
和
十
四
年
)

本
會

ハ
新

々
會
と
構

ス

事
務
所
ヲ
東
京
市
目

黒
匠
第

=
尚
等
學
校
内

二
置
ク

本
會

ハ
興
亜
体
育
ノ
隆
昌
ト
斯
道
ノ
革
新
的
進

歩
ト
ヲ
期
シ
併
セ
テ
會
員
ノ
親
和
ヲ
圖
リ
協
力

共
濟
ノ
實
ヲ
犀
グ

ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

本
會

ハ
其
ノ
目
的
達
成
ノ
爲

二
左
ノ
事
業
ヲ
行

フー

体
育

二
關

ス
ル
調
査
研
究
並

二
指
導

第
十
入
條

第
十
九
條

第
二
十
條

第

四

條

第

五

條

會
[員

ハ
異
動
ノ
都
度
其
職
業
住
所
ヲ
本
會

二
報

告

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

本
會
ノ
目
的

二
賛
成
シ
金
品
ヲ
寄
附
セ
ラ
レ
タ

ル
時

ハ
之
ヲ
受
理
シ
感
謝
状
ヲ
贈
呈
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
シ

會
貝

ニ
シ
テ
規
約
攣
更

ノ
希
望
ア
ル
モ
ノ

ハ
其

理
由
ヲ
付
シ
総
會
十
日
前
迄

二
同
窓
會
宛
通
知

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

〔「国
民
鐙
育
」

第

一
入
巻
六
号

(昭
和
七
年

六
月
)
〕

2

体
育
指
導
者
養
成
機
關
ノ
調
査
研
究

3

其
他
目
的
達
成

二
必
要
ナ

ル
事
項

本
會

ハ
日
本
体
育
會
体
操
學
校
卒
業
者
及
同
志

ニ
シ
テ
本
會

ノ
趣
旨

二
賛
成
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以

テ
組
織

ス

本
會

ハ
各
道
府
縣
ヲ
軍
位
ト
シ
タ
ル
支
部
ヲ
設

ケ
支
部
長
ヲ
置
ク
コ
ト

ヲ
得

但
細
則

ハ
別

二
之
ヲ
定

ム

一1847一



第

六

條

第

七

條

第

八

條

第

九

條

第

十

條

第
十

一
條

第
十
二
條

本
會

二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

會
長

一
名

幹
事
會

ノ
決
議

二
依
リ
會
員
中

ヨ

リ
之
ヲ
推

ス

顧
問

若
干
名

相
談
役

若
干
名

顧
問
及
相
談
役

ハ
幹
事
會

ノ
決
議

二
依
リ
會
長
之
ヲ
依
囑
ス

幹
事

若
干
名

(内
幹
事
長

一
名
)
総
會

二
於

テ
會
員
中

ヨ
リ
選
犀
シ
會
長

之
ヲ
依
囑

ス

會
長

ハ
本
會
ヲ
代
表
シ
會
務
ヲ
総
轄

ス

幹
事

ハ
幹
事
會

ヲ
組
織
シ
本
會
ノ
重
要
事
項
ヲ

審
議

ス

顧
問
及
相
談
役

ハ
本
會

ノ
諮
問
機
關
ト
ス

役
員
ノ
任
期

ハ
ニ
ケ
年
ト
ス

本
會

ハ
毎
年
春
秋
二
回
総
會
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

但
シ
必
要

二
慮
ジ
臨
時
総
會
ヲ
開
ク

コ
ト
ヲ
得

本
會
ノ
経
費

ハ
會
員
ノ
醸
金
及
特
志
家
ノ
寄
附

ヲ
以
テ
之

二
充

ツ

本
會

々
員

ハ
年
額
金
壼
圓
ヲ
納
付
ス
ル
モ
ノ
ト

ス本
會

ハ
牧
支
決
算
ヲ
毎
年

一
回
練
會

二
報
告
ス

但
會
計
年
度

ハ
暦
年
ト

ス

第
十
三
條

『
附

則

』

本
會

々
則
ノ
攣
更

ハ
総
會
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ヲ
要

ス本
會

二
入
會

セ
ン
ト

ス
ル
モ
ノ
ハ
職
業
及
住
所

氏
名
ヲ
明
記
シ
テ
新

々
會
事
務
所

二
申
込

マ
レ

タ
シ〔「国

民
饅
育
」
第
二
六
巻
入
号

(昭
和

十
四
年
入
月
)
〕

一1848一



二

日
膿
同
窓
會
規
則

(昭
和
十
六
年
四
月

一
日
改

正
)

第 第 第

條 條 條

 

第

四

條

第

五

條

第

六

條

第

一
章

総

則

本
會

ハ
日
艦
同
窓
會
ト
稻

ス

本
會
事
務
所
ハ
東
京
市
世
田
谷
頁
深
澤
町
三
丁
目
三
七
〇
財
團
法
人
日
本
艦
育
曾
二
置

ク

本
會

ハ
國
艦
ノ
本
義
ヲ
髄

シ
全
會
員

一
致
協
力
饅
育
ノ
研
鐙

卜
斯
道
ノ
隆
昌
ト
ニ
島

メ
親
和
共
濟

ノ
實
ラ
墨
グ
以
テ
開
育
報

國
[ノ
誠
ヲ
息双
サ
ン
コ
ト
ヲ
期

ス

本
會

ハ
各
道
府
縣
ヲ
軍
位
ト
シ
タ
ル
支
部
ラ
設
ク

支
部
ノ
細
則

ハ
別

二
之
ヲ
定
ム

本
會

ハ
第
三
條
ノ
目
的
ヲ
達

ス
ル
爲
左
ノ
事
業

ヲ
行
フ

一
、
白王
國
焙
W紳
漏
養

二
關
…
ス
ル
企
書
櫓

二
、
艦
育

昌
閾
…
ス
ル
各
種
[ノ
調
杏
仙研
究

三
、
艘
育

二
關

ス
ル
圖
書
類
ノ
刊
行

四
、
其
ノ
他
必
要
ト
認
ム
ル
事
項

第

二

章

會

員

及

役

員

會
員

ハ
膿
操
練
習
所
、
艦
操
學
校
、
日
本
燈
育
專
門
學
校
卒
業
者
ト
ス

一1849一



第

七

條

第

八

條

第

九

條

本
會

昌
左
ノ
役
員

ヲ
置
ク

一
、
會

長

一

名

日
本
髄
育
專
門
學
校
長

ヲ
推
戴
ス

ニ
、
顧

問

若
干
名

(内

一
名
ヲ
常
任
顧
問
ト
シ
日
本
艦
育
會
縛
務
理
事
ヲ
推

ス
)

三
、
幹

事

若
干
名

(
内
常
任
幹
事
五
名
以
内
ト
シ
其
ノ

一
名
ヲ
幹
事
長
ト
ス
)
會
員
中

ヨ
リ
會
長
之
テ
委
囑

ス

四
、
支
部
長

第
四
條

昌
ヨ
ル
各
道
府
縣
ノ
支
部
長

ハ
當
該
支
部

二
於
テ
選
定
シ
會
長
ノ
承
認

テ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

役
員

ノ
任
務
左
ノ
如
シ

會
長

ハ
本
會
ヲ
代
表

シ
會
務
ヲ
統
轄
ス

顧
問

ハ
必
要

昌
慮
ジ
本
會
事
業
ノ
審
議

昌
参
書
ス

幹
事
ハ
本
會
ノ
重
要
事
項
ヲ
・審
議

ス

常
任
幹
事

ハ
常
務
ヲ
掌
理
シ
支
部
ト
ノ
連
絡
人
事
ノ
斡
旋
ヲ
ナ
ス

幹
事
長

ハ
會
長
ノ
命
テ
受
ヶ
テ
會
務
ラ
虞
理
シ
幹
事
會
ラ
開
ク

支
部
長

ハ
支
部
ヲ
統
率
シ
且
幹
事
會

二
出
席

シ
意
見
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
ヲ
得

役
員

(顧
問
ヲ
除

ク
)
ノ
任
期

(
二
年
ト
ス

但
シ
重
任
ラ
妨
ゲ
ズ

第

三

章

総

會

一1850一



第

+

條

第
+
一
條

第
+
二
條

第
+
三
條

第
+
四
條

第
+
五
條

第
+
六
條

第
+
七
條

第
+
八
條

第
+
九
條

第
二
+
條

本
會

ハ
毎
年

一
回
総
會
及
支
部
長
會
議
ラ
開
ク

但
シ
必
要

昌
慮
ギ
臨
時
會
ラ
開

ク
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

6
総
會
期
日
及
臨
時
會

ハ
會
長
之
ヲ
定
ム

第

四

章

會

計

本
會
ノ
経
費

ハ
入
會
金
、
支
部
負
憺
金
、
日
本
膿
育
會
補
助
金
及
寄
附
金
ヲ
以
テ
之

昌
充
ツ

會
員
ハ
入
會
ノ
際
入
會
金
五
圓
ヲ
本
部

二
納
付

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

本
會
ノ
會
計
年
度

ハ
毎
年
四
月

一
日

二
始

マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一日
ヲ
以
テ
絡
ル
毎
年
一回
総
會

二
於
テ
牧
支
決
算
ヲ
報
告

ス

本
會

二
功
勢
ア
リ
タ
ル
者

ニ
ハ
滴
當
ナ
ル
方
法
ニ
ヨ
リ
表
彰

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

會
員

昌
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
時

ハ
弔
欝
ヲ
贈

ル
モ
ノ
ト
ス

尚
弔
慰
金
ヲ
贈
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

會
員

ニ
シ
テ
本
會
ノ
名
響
ヲ
殿
損
シ
タ
ル
者
ア
ル
時

ハ
之
ヲ
除
名

ス

本
會
ノ
會
報

ハ
雑
誌

「
國
民
膿
育
」
ヲ
以
テ
ス

會
員

ハ
異
動
ノ
都
度
其
ノ
職
業
佳
所
テ
本
部
及
支
部

昌
報
告

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

本
會
則
改
正
ノ
必
要
ア
リ
タ
ル
時

ハ
支
部
長
會
議

昌
諮
リ
會
長
之
ヲ
改
ム

一1851一

 

〔「
日
本
禮
育
專

門
學
校

一
覧
」

(昭
和
十
六
年
十

一
月
)
〕



三

日
禮
同
窓
會

支
部
細
則

(昭
和
十
六
年
)

第

一
條

日
禮
同
窓
會
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